
「第五次総合特別事業計画に関連する参考資料」 
 
 

（１）第五次総合特別事業計画の概要等について 
①第五次総合特別事業計画の概要 
②原子力災害からの福島復興の加速に向けて（2013年 12月 20日閣議決定） 
③原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針（2016 年 12 月 20 日閣議決定） 
④福島復興の加速のための迅速かつ着実な賠償等の実施に向けて（2023年 12月 22
日公表） 
⑤東電改革提言(2016年 12月 20日公表) 
⑥東京電力による経営改革の取組等の検証・評価結果（2023年 12月 1日公表） 

⑦賠償をめぐる状況 
⑧復興をめぐる状況 
⑨収支の見通し 
⑩合理化の進捗 
 
（２）福島第一原子力発電所の廃炉について 
①東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期
ロードマップ（2019年 12月 27日公表） 
②廃炉中長期実行プラン 2025（2025年 3月 27日公表） 
③燃料デブリ取り出し工法評価小委員会報告書（概要）（2024年 3月 7日公表） 
④３号機燃料デブリ取り出しに係る設計検討について（2025年 7月 24日公表） 

⑤東京電力ホールディングス 2025 年度第１四半期決算概要（2025 年 7 月 31 日公
表） 
⑥東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設
備等処理水の処分に関する基本方針（2021年 4月 13日閣議決定）概要 
⑦復興と廃炉の両立に向けた福島の皆さまへのお約束（2020年 3月 27日公表） 
⑧「復興と廃炉の両立に向けた福島の皆さまへのお約束」の取組み状況（2025年 4月
28日公表） 

 
（３）柏崎刈羽原子力発電所について 
①IDカード不正使用および核物質防護設備の機能の一部喪失に関わる改善措置報告
書概要（2021年 9月 22日公表） 

②原子力改革の進捗状況について（2022年 3月 30日公表） 
③原子力改革の進捗状況について（2022年 9月 30日公表） 
④柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護の強化と安全性向上の取組について（2023年
12月 28日公表） 
⑤防災支援の取り組みについて（2025年 6月 23日公表） 
⑥新潟県内における新たな取組（2025年 8月 29日公表） 
⑦柏崎刈羽原子力発電所における安全・安心の向上と地域経済の活性化に向けた取
組について（2025年 10月 16日公表） 
 
※本参考資料は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく主務大臣認定の対象
ではない。 



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

※本冊子は、東京電力ホールディングス株式会社の責任において、
第五次総合特別事業計画を要約

2026年1月26日
東京電力ホールディングス株式会社

第五次総合特別事業計画の概要



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2背景・基本方針の考え方

⚫ 四次総特後の事業環境変化により、東電改革は大きな岐路に直面、改めての気の引き締めが必要

⚫ これまでの総特の基本的な考え方を維持しながら、１F廃炉の進捗、GX・DX、エネルギー安全保障
への要請の高まりや電力需要増、財務状況の悪化という3つの環境変化に対応していく

五次総特の基本方針

四
次
総
特
後
の
環
境
変
化

１F廃炉
の進捗

GX・DX等の
要請の高まり
需要増対応

財務状況
の悪化

・電力小売の競争激化、原子力・送配電投資の増加に加え、足元の物価高騰等によりキャッシュフロー
が悪化、KKが再稼働しても福島・経済両事業に取り組んでいくために盤石な財務基盤でない

・JERA以降の大規模アライアンスが実現しない中、成長向け新規投資も絞らざるを得ない状況

・GX・DX、エネルギー安全保障、電力需要増など電気事業者に求められる役割はより高度化
・国内最大の電力会社である当社には、その中核的役割を担うことが求められている
・事業環境変化を新たなキャッシュフローを生み出す事業機会と捉え企業価値向上につなげる必要

・大規模デブリ取り出しの準備段階が一定の想定下で12～15年程度と判明、9,030億円を損失計上
・今後更なる確認が必要な項目について至近1、2年で現場検証・設計検証を進め、成立性を再評価
・中長期RMの第３期はより前人未踏であり、技術的・時間的・経済的にも最難関の局面

・当社の原点は福島責任の貫徹、当社自身が賠償・廃炉を実施し、必要な資金・人財を確保
・安定供給責任を全う ・アライアンス等を通じた企業価値向上
・国は福島事業に長期関与、経済事業は早期自立
・当社が「一歩前に出る」中で、国・機構や関係ステークホルダーも支援・協力

これまでの総特の
基本的な考え方

・これまでの総特の基本的な考え方は当社の存続理由に直結、五次総特においても維持
・基本的な考え方に基づき、あらゆる選択肢を検討し、重点課題に対応。機構もその取組を支援

基本方針の
考え方

本文P3-P8
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3長期にわたる廃炉の貫徹

⚫ 今後最大の難所であるデブリ取り出しに向け、困難かつ複雑な作業を安全かつ着実に進める必要

⚫ 現場主義を第一に、廃炉遂行主体による合理的・主体的な判断の上で、必要な経営リソースを投入
できるよう、経営判断・能力・体制の三本柱で抜本的に廃炉事業の改革を行う

五次総特の基本方針

「福島最優先」
の経営判断

廃炉事業
遂行能力
の向上

体制の構築

廃
炉
事
業
の
改
革

廃炉事業に
対する基本姿勢

・廃炉遂行主体は安定的・持続的に、社会・地域からの信頼を得ながら、主体性をもって、安全か
つ着実に廃炉完遂に向けた取組を進める

・HDは企業価値の向上に当たって、廃炉遂行主体の取組を最大限支えていくことを大前提とする

復興と廃炉
の両立

当社

機構 ・基本姿勢に則って経営や廃炉事業運営等が行われるよう機構法に基づき適切にガバナンス

・地域の皆さまとの直接対話や関係機関との連携、双方向のコミュニケーションによる地域との関係性深化
・廃炉事業を通じた地域の産業・経済基盤の創出への貢献
・農林水産物の流通促進・交流人口拡大、各種人的協力等の継続

・1Fを含む原子力関連組織の体制を適切に見直し、廃炉遂行主体が廃炉に係る経営リソースや
経営方針に主体的役割を果たせる体制に移行

・当社による長期戦略や工程の策定・管理とともに、当社と協力企業との一体的協働体制の構築
（ワンチーム）を進める

当社

機構 ・国と東電を適切に橋渡ししつつ、廃炉作業を適切に管理・監督できるよう体制を強化

・廃炉貫徹にはオーナー能力及び地域等との関係構築能力（「廃炉事業遂行能力」）が必要となるた
め、能力確保のための人財獲得・育成システム（給与体系・福利厚生・訓練環境等を含む）を構築

・廃炉推進カンパニーでの高度専門人財の中途採用が可能となる柔軟な採用体系を整備・運用

・HD経営層と廃炉遂行主体間の計画策定や経営リソース等に係る責任と権限の在り方を見直し
・見直しを通じて「福島事業をできるだけ確実なものとしていくための積極果敢な経営判断」を実現

当社

機構 ・管理・監督（助言・指導・勧告等）や積立金・支出計画・人財計画等に係るガバナンスを強化

本文P8-P11
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4GX・DX、エネルギー安全保障等に対応した安定供給・財務状況の改善

⚫ GX・DX、エネルギー安全保障等に対応した安定供給の実現に向け、中核的役割を果たすとともに、
機会を捉え事業成長につなげることで福島責任貫徹の資金確保を長期的に確実なものとしていく

⚫ 資産回転型投資なども活用し、「迅速な電力供給」「脱炭素電源の確保」「多様なニーズに応じた
料金メニュー」の3つの社会価値提供に向け事業構造の変革を進める

五次総特の基本方針

迅速かつ
プッシュ型の
電力供給

脱炭素電源
の確保

CNの実現

安定化等
多様なニーズ
に応じた

料金メニュー

Ｇ
Ｘ
・
Ｄ
Ｘ
等
に
対
応
し
た
安
定
供
給

財務状況
の改善

以下を通じて、より一層の価格安定化等に取り組む
・多様な料金プラン展開 ・PPA ・金融的手法を活用したトレーディング
・BG拡大による規模の経済 ・設備サービスの提供

電力価格

総合エネルギー

短中期

中長期

・第三者の知見活用など抜本的な経営合理化や資産売却等を通じてFCF黒字化
・事業環境変化への機動的な対応が可能な体制・仕組みの構築

・アライアンスを通じた成長投資資金の確保・自律的な資金調達能力の回復

・ガス等の多様なエネルギー供給を通じて最大限のエネルギー価格安定化

戦略目標
2040年度：お客さまにお届けする電力の6割を上回る水準を脱炭素電源で確保
2050年度：エネルギー供給由来のCO2排出実質ゼロに挑戦

戦略目標 2040年度までの首都圏のDC需要伸び率世界トップクラス

・地域理解を前提としたKK再稼働の着実な推進 ・東日本の原子力安定稼働に向けた事業者連携
・資産回転型投資・共創による、再エネの国内新規開発推進・系統用蓄電池拡大による調整力増強

・PPAや市場取引など多様な手段を活用した脱炭素電源調達の強化

・ウェルカムゾーン活用による参加型ネットワークの構築
・広範にわたる迅速かつ最適な系統開発・系統接続の実現

・人手不足への対応としての他社との施工力連携による接続早期化

本文P11-P14
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5アライアンス関連

アライアンス
の必要性と
対応の方向性

アライアンス
の募集

⚫ 福島事業と経済事業の両立のため、アライアンスによる大胆な改革に取り組むべく提案を募集

⚫ 期限を切った具体的な提案募集に先立ちアライアンス提案等の精査・評価を行う検討体制を構築

五次総特の基本方針

・廃炉と企業価値向上が両立するガバナンスの確保につながること
・福島事業に資金供出・人財配置がなされ、公的資本・資金の全額国庫納付の
蓋然性が向上すること

・企業価値の希釈化・維持に留まらず、電力事業等を牽引する拡大志向であること
・社会課題の解決をリードできるような、事業領域等についても拡大志向であること
・アライアンスパートナーの退出は公的資本・資金の全額国庫納付と整合的であること
・2040年度の戦略目標の達成を目指すこと

アライアンスの
目的に関する

基本認識

・アライアンスの基本認識に対する考え ・企業価値向上のためのバリューアッププラン
・長期事業運営のガバナンス確保施策案 ・共同事業体の自律性確保措置案

求める
提案事項

・当社グループの在り方に共鳴し、ともに発展していけるアライアンスパートナーを募集
・アライアンス提案やアライアンスの枠組み・仕組み等について精査・評価を行う検討体制を構築

・基本認識に適合する範囲で事業運営の在り方や出資比率に柔軟性を持つ
・共同事業体が市場から信任され、財務・経営の自律性が確保できるような措置を
講ずる必要

アライアンスの
仕組みに係る

考え方

・廃炉と企業価値向上を両立するガバナンスを確保する必要
・経済事業の収益基盤を拡大するためには、成長投資資金や当社が有していない技術・能力の獲得、
 外部人財の積極的な登用等の推進、企業文化の変革が必要
・アライアンスによる補完は当社の人的資本の最大限活用にもつながる最も有力かつ実効的な選択肢

本文P14-P16
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6改革に向けた体制整備

体制整備の
方向性

⚫ 福島事業・経済事業のいずれも大変厳しい状況の中、抜本的な改革や社会・地域からの信頼を得ら
れる安定的な事業運営を通じて難局を乗り越える必要

⚫ 最重要課題である抜本的な改革等を成し遂げるために、執行としての責任を果たすための体制整備
及び今後の最適な経営体制の構築を進めていく

五次総特の基本方針

・廃炉の完遂に向けた体制整備を行う
・柏崎刈羽原子力発電所の安定的な稼働等を含む今後の原子力事業の運営に責任をもって行う
執行体制を整備する

・廃炉と企業価値向上の両立に向けたアライアンスについて取締役会の下で迅速に追求し、執行としての
  責任を果たす体制を整備する

本文P16

最重要課題

・デブリ取り出しという最難関領域に突入、廃炉の完遂に向けた改革とそのための体制整備福島事業

原子力事業 ・社会・地域の信頼を裏切ることなく、まずは柏崎刈羽原子力発電所の安定的な稼働

アライアンス ・廃炉と企業価値向上の両立に向けたアライアンスの実現

・福島責任を貫徹し、GX・DX等に対応した安定供給の実現に向けた中核的役割を担う
べく、更なる企業価値拡大のための今後の事業戦略・事業計画の更なる磨きこみ

原子力事業
以外の経済事業

・今後のアライアンスを追求しつつ、福島事業・経済事業双方の最適な経営体制についての検討及び
体制整備を行う

・特に福島事業については、基本方針で示した「福島最優先」の経営判断や廃炉事業遂行能力の向上等の
改革を継続的に成し遂げていく体制を早急に構築していく
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7国の関与の在り方と公的資本・資金の回収

国の
関与の
在り方

公的
資本・
資金の
回収

⚫ 国・機構の関与の在り方について、「国は福島事業に長期関与、経済事業は早期自立」の方針を維持

⚫ 機構は、国民負担最小化という大前提の下、公的資本・資金の早期回収を図る

五次総特の基本方針

・機構はより強力に管理・監督。廃炉等積立金の残高見通しと支出計画、人財計画を定期的に検証
・廃炉の遂行に支障をきたすような状況下において、機構法に基づく所要の手続きを経た上で資金援助

福島
事業へ
の関与

・東電はこれまでどおり、賠償:2,000億円/年程度、廃炉:3,000億円/年程度を負担

・機構は、公的資本・資金の国庫納付等を含めた機構法の趣旨・目的との整合性を確保しつつ、機構が有
する法律上及び契約上の権限を行使(議決権保有、組織再編行為等の事前承諾権限含む株式引受契約)

・機構は、アライアンスが機構法の趣旨等や基本認識に整合的な場合のみ賛同、所要の措置を講ずる

経済
事業へ
の関与

・機構は引き続き、2分の1超の東電HD議決権の保有及び機構役職員派遣を現行のとおり継続
・今後の関与の在り方については、廃炉の見通しやアライアンスの進捗等を踏まえ、国と連携して検討
・経営改革が進展していないと判断する場合等において、機構は普通株式への転換含め、その行使の在り方を検討

本文P16-P19

賠償

復興

廃炉

・国・機構は、東電の賠償対応を確認、必要に応じて改善を求める

・国・機構は、東電による福島県産品の風評払拭・産業基盤整備の取組をモニタリング
・ALPS処理水の海洋放出に関し、安全性の徹底・情報発信の強化・水産品等の販促支援や賠償の
実施等に関する取組状況を確認し、必要に応じて改善を求める

廃炉等積立金の確保を大前提に、賠償・除染のバランスを考慮し、「できるだけ高額の負担」を求める特別負担金

・引き続き、機構保有の東電HD株式の売却益で支弁することを基本としつつ、その売却のみに手法を
限定せず、アライアンス事業体の株式・資産の売却等も併せて検討

・今後、企業価値の向上に向けて十分な経営改革が行われ、公的資本・資金の回収を含む総特の趣
旨・目的に照らして経営改革が十分と認められる場合には、除染費用の全額納付を大前提に、その
具体的手法を適切に検討していく

除染費用
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8収支の見通し（経常利益※1※2）
【参考:中長期的な収支の見通し】

※1 東電HD、東電FP、東電PG、東電EP及び東電RPを合算（5社連結）して算定
※2 原子炉が1基稼働した場合の収支への影響額は、年間約1,000億円として試算

（億円）

（年度）KK6 KK7

本文P72-P75
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（以下、参考）
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【最後の一人まで賠償貫徹】

⚫ 時効を理由に一律にお断りはせず、時効完成後であっても被害者の方々のご事情に配慮し、真摯に対応

⚫ 第五次追補等を踏まえた追加賠償開始後、お支払いは着実に進捗。様々なご事情でご請求に至っていな

い方々に対し、電話やダイレクトメール等を通じてご請求をご案内

【迅速かつきめ細やかな賠償の徹底】

⚫ 被害者の方々の心情に配慮した誠実かつ柔軟な対応に努めるとともに、証憑整理等の請求手続きのお手

伝いといった被害者の方々のご負担軽減に寄与する取組を継続する等、迅速かつ適切な賠償を実施

⚫ 中間指針等に明記されない個別の損害が発生している場合は個別のご事情をきめ細かく丁寧に伺い対応

⚫ 損害が発生している方々に対しては損害がある限り賠償するという方針の下、必要十分な賠償を実施

⚫ 機構の監督の下、十分な体制の整備や、業務プロセスの不断の見直しを実施

⚫ ALPS処理水海洋放出に関しては、外国政府の輸入停止措置等の被害に対して賠償しているが、販路拡

大等に取り組み、最大限の対策を講じてもなお被害が発生した場合には、迅速かつ適切な賠償を実施

【和解仲介案の尊重】

⚫ 引き続き、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重

⚫ 「３つの誓い」である「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、「和解仲介案の

尊重」を改めて徹底し、個々の被害者の方に丁寧に対応しながら、迅速かつ適切な賠償を実施していく

⚫ 加えて、最後の一人まで迅速かつきめ細やかな賠償を長期かつ安定的に持続することが可能な体制を整

備するため、これまで培ってきた知見・ノウハウの体系化や中核人財の確保・育成等に取り組む

賠償
【参考:福島事業】

主
な
取
組

本文P21-P23
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【実施体制の整備】
⚫ 廃炉事業遂行能力のうち、戦略策定・企画立案、設計を中心とする技術、プロジェクト管理、協力企業との
協働、現場の安全確保等といったオーナー能力の獲得・強化を進め、「オーナーズ・エンジニアリング事業者」へ
の変革を実現。廃炉を担う人財確保、研究開発体制の構築も着実に推進

⚫ 基本方針のとおり、廃炉事業の改革に取り組み、「福島最優先」の経営判断や廃炉事業遂行能力の向上、
これらの確実な履行を担保するための体制を構築

⚫ 長期にわたる廃炉の資金需要に適切に対応できるよう、グループ全体で総力を挙げ資金を捻出し、廃炉に
必要な金額を十分かつ確実に積立。廃炉等積立金から取り戻された資金は、合理的かつ効率的な支出を
徹底

【廃炉の実施に必要な経費の見通し】
⚫ 燃料デブリ取り出し準備の作業内容や工程を具体化したことから、新たに見込まれる取り出し準備作業に要す

る費用等として、9,030億円の災害損失引当金を追加計上
⚫ これにより、既に支出し、もしくは支出することが見込まれている廃炉全体に係る想定費用は約5.4兆円に至る

ことが明らかになっているが、今後、更に燃料デブリの取り出しに係るエンジニアリングが進捗すれば、取り出し設
備に係る投資額や取り出し作業費用などの見通しがその分明らかになっていく

【復興と廃炉の両立】
⚫ 地域の皆さまとの直接対話や関係機関との連携を積極的に図るとともに、不安や疑問に真摯に耳を傾けるなど
対話による双方向のコミュニケーションを図り、正確な情報を分かりやすく丁寧にお伝えしていく

⚫ 「復興と廃炉の両立に向けた福島の皆さまへのお約束」に基づき、地元企業の参画拡大やステップアップサ
ポート、地元での新規産業創出に取り組むとともに、廃炉事業を通じた地域の産業・経済基盤の創出に貢献

⚫ 1F、2F、福島復興本社が三位一体で福島事業にしっかり軸足を置き、各取組を緊密に連携させながら復興
と廃炉を進められるよう、これらの統合・再編を含む組織の在り方について検討を深化させていく

廃炉
【参考:福島事業】 本文P24-P33

主
な
取
組
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【事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組】
⚫ 福島相双復興官民合同チームと一体となった取組を通じて、事業者支援・営農再開・水産販路開拓・広域まちづ

くり・産業創出支援等の取組により、事業・生業の再建やまち機能の回復・活性化等に貢献
⚫ 風評被害払拭等に向け、福島県産品の流通促進のための商流確保・ブランド価値向上
⚫ ALPS処理水海洋放出への風評対策として、販路開拓支援や国内外の需要喚起等を実施
⚫ 農林水産業の再生に向け、農林水産業等の産業基盤整備や浜通り地域で作られた農作物の安全・安心確保に

向けた協力を継続し、地域との協働・共生を推進
⚫ 風評被害払拭に向け、事故の事実及び廃炉事業の進捗の正確かつタイムリーな発信や、現地訪問の機会創出・

廃炉への理解と地元裨益を推進する取組を通じた交流人口の拡大に取り組む

【福島イノベーション・コースト構想への協力】
⚫ 廃炉産業等を中心とした産業基盤整備に向けた取組への当社の参画強化、事業再開や雇用創出、福島県内事

業者からの積極的な調達の推進等、真に地元に裨益する取組を推進
⚫ IGCCを通じた地域雇用の創出等や福島送電等を通じた福島県の再生可能エネルギー導入拡大に協力

【避難指示解除後の帰還に向けた取組】
⚫ 帰還環境の整備に向け、除草や屋内清掃・片付け等の復興推進活動を通じ地元要請に応じて課題解決に貢献
⚫ 国が実施する除染や中間貯蔵等の推進に向け、人的・技術的協力を継続

【帰還困難区域の復興に向けた取組】
⚫ 特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域の整備に係る取組等への人的・技術的協力を継続

主
な
取
組

⚫ 事業・生業や生活の再建・自立に向け、福島相双復興官民合同チームへの協力を継続するとともに、農林

水産業再生や風評被害払拭等に向けた流通促進等に引き続き取り組む

⚫ 福島イノベーション・コースト構想に基づく取組への参画を強化するとともに、廃炉産業を中心とした産業基

盤の整備等、引き続き真に地元に裨益する取組を推進する

⚫ 避難指示解除後の帰還に向けた取組を続けるとともに、帰還困難区域の復興に向け最大限協力する

復興
【参考:福島事業】 本文P34-P37
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領域
拡大の
方向性

【送配電事業（託送外事業）】
⚫ パートナー参加型の設備形成ノウハウと、その設備に関してEPCやO&Mを提供するようなアセットライト
型のビジネスモデルを確立し、供給早期化に資する取組を東電管外へ展開

【DC関連事業】
⚫ 各基幹事業会社における個別最適型のサービス提供から、東電グループ全体や関連事業者との連携に
よるトータルソリューション提供への、ビジネスモデルの転換を目指す

⚫ 適地取得を強みとする事業者や最適な受電設備構築のための製造メーカー・施工会社との連携等、ケイ
パビリティの早期補強によりDC開発のバリューチェーン全体における付加価値を高め、DC事業者の求める
価値の的確かつ迅速な提供を可能とし、新規デジタル需要の首都圏への取り込みを確固たるものとする

「迅速かつプッシュ型の電力供給」に関する取組

【送配電事業（託送事業等）】
⚫ 分散型電源やお客さまの設備を最大限に活用し、エリア需給を最適に調整することを目的とした次世

代ネットワークの構築を目指す
⚫ 再エネ・需要の増加に対し、ウェルカムゾーンマップを活用した適地提案や変電所建設スペースを事業
者にご提供いただくなどのパートナー参加型の設備形成および最適な設備形成を計画的に推進するプ
ッシュ型の設備形成を志向

⚫ 地域の経済・社会の発展に貢献し、エリア需要を高めつつプッシュ型の電力供給を実現するため、地域の
自治体や企業の課題や戦略を把握した上で、ソリューションを提案する等の地域経営を推進

⚫ 早期の電力供給に対するお客さまニーズに応えるべく、パートナー参加型の設備形成や、最適な系統開発
・接続を志向するプッシュ型の設備形成を推進。安定供給責任を全うしながら、S+3Eを磨き込む

⚫ また、デジタル需要の確実な取込に向けて、東電グループ全体、関連事業者との連携により、適地取得や
最適な受変電設備構築など、お客さまのニーズに徹底的に寄り添ったサービスを提供していく

既存
領域の
取組・
高度化

【参考:経済事業 安定供給責任の全うと経済事業の成長に向けた取組】 本文P38-P40
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14「脱炭素電源の確保・カーボンニュートラルの実現」に関する取組 ①

【水力発電事業】
⚫ 水力発電を長期安定的な電源として確保するために計画的な修繕やリプレースを推進し、データドリブンでのカ

イゼン活動や現場視点での創意工夫による増電力を着実に積み重ね収益力を持続的に向上
⚫ 事業基盤の変革に向けて、“設備・ヒト・業務がデータでつながり、最大限の価値を生み出す発電所”と定義した
「スマート発電所」の実現を目指す

【洋上風力発電事業】
⚫ 着床式の開発を着実に進め、開発能力獲得と資本効率最大化を両立する資産回転型事業モデルを検討し

取り組む
⚫ 浮体式の社会実装に向け、開発知見・経験値獲得を見据えた取組も進め、技術優位性の高いモデルの構築・

競争力の涵養を進める

【地熱発電事業】
⚫ 出資している小安地熱株式会社における地熱開発に参画することでの建設技術・運転ノウハウの蓄積を推進

する
⚫ 新技術の導入に関する他社との共同検討を進めるとともに、国の支援制度等も活用しながら中長期的な地熱
地点数の拡大に向けて取り組む

【燃料・火力事業】
⚫ JERAの活動を通じて、「LNG、再エネ、水素・アンモニア」の３つの事業を組み合わせ、「安定性を維持しなが
ら、経済的に適正な価格で供給し、脱炭素社会へ移行」することの同時達成を目指す

⚫ JERAとの連携により、当社の小売事業の顧客基盤を活かしたガス小売を強化するとともに、LCF（Low 
Carbon Fuel）バリューチェーンを構築し、産業全体の高付加価値化に貢献

⚫ 水力発電の計画的な修繕・リプレースによる設備信頼度の向上や増電力施策を積み重ね、収益力の向上
を図るとともに、洋上風力発電や地熱発電の開発を進め、再生可能エネルギーの拡充を図る

⚫ 燃料・火力事業は、JERAによる「LNG、再生可能エネルギー、水素・アンモニア」の3つの事業の組み合わ
せにより、脱炭素社会への着実な移行を目指す

既存
領域の
取組・
高度化

【参考:経済事業 安定供給責任の全うと経済事業の成長に向けた取組】 本文P40-P43
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15「脱炭素電源の確保・カーボンニュートラルの実現」に関する取組 ②

⚫ 水力・洋上風力といった既存事業領域における電源のリプレースや新規開発を進めるとともに、下記事
業についても取組を拡大

【太陽光発電事業】
⚫ 地域との共生を大前提としつつ、新規電源投資にかかる資金面の制約が大きい中でも、投資リスクを抑

制しながら、新規電源開発の機会を創出することを目指す
⚫ 地方自治体等から用地の提供を受け、東電グループが発電所を建設・運営する形での拠点開発や、コ
ーポレートPPAを含む多彩なメニュー提供を通じた電源確保の取組を進めており、こうした取組事例を
活かしながら、更なる拡大を図る

【系統用蓄電池事業】
⚫ 足元で進めている事業者との協業を進めることで調達領域を含めたノウハウを蓄積するとともに、資産回
転型のビジネスモデルの枠組みを確立し、調整力の確保に貢献していく

【水素事業（グリーン水素製造・熱源等利活用）】
⚫ グリーン水素のオンサイト製造のほか、揚水・蓄電池に次ぐ系統調整機能やローカルグリッドでの混雑
解消機能としての製造設備の活用も視野に、需要等の動向を見極めながら、株式会社やまなしハイド
ロジェンカンパニーによる実証等を通じて製造・輸送・需要のバリューチェーンのノウハウを蓄積

⚫ 脱炭素電源の供給拡大に向けて、水力や洋上風力といった既存事業領域における取組に加え、開発期間
の短い太陽光発電の拡大についても、地域との共生を重視しながらを進めるとともに、系統用蓄電池や水素
事業への投資を通じて、調整力の脱炭素化にも貢献

領域
拡大の
方向性

【参考:経済事業 安定供給責任の全うと経済事業の成長に向けた取組】 本文P43-P44
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16「安定化等の多様なニーズに応じた料金メニューの提供」に関する取組

⚫ 安定化等の多様なお客さまニーズに応じた料金メニューを提供するとともに、キャッシュフローを維持していくため
調達・料金戦略や販売戦略の強化を行い、数量・価格変動による収支変動リスクへの対応力を向上

⚫ 需給運用サービスの拡大や金融的手法等の活用を通じて、需給運用サービス・トレーディング事業の収益
機会を追求

⚫ お客さまに対し設備サービスの提案もセットで行うことで、安定的なエネルギー供給の選択肢の更なる提供を
目指していく。加えて、お客さま設備が生み出す供給力・調整力を集約し、需給運用・トレーディング事業
で活用することで、小売・需給運用・設備サービスのシナジーを生み出し、更なる電力料金安定化を目指す

【参考:経済事業 安定供給責任の全うと経済事業の成長に向けた取組】 本文P44-P47

【小売電気事業】
⚫ 調達においては、調達にかかるコストとリスクのバランスを追求した最適な電源調達ポートフォリオの構築を志

向する。料金戦略の策定においては、多様なお客さまニーズを迅速に料金メニューに反映するとともに、競争に
よる販売量の変動に合わせて電源調達ポートフォリオを柔軟に調整していく

⚫ 販売量確保に向けたお客さま別の戦略や販売費用・管理費用等のオペレーションコストの低廉化策を、データ
分析等も踏まえて検討・決定し、早期に実行に移す

【燃料・火力事業】
⚫ 燃料ポートフォリオ最適化やトレーディング機能を引き続き発揮することで安定供給を維持するとともに、適切なリ

スクヘッジにより燃料市場における変動影響を抑制し、価格の安定化に寄与することを目指す

【需給運用・トレーディング事業】
⚫ 規模の経済を活かした卸販売やバランシンググループの形成等の需給運用サービス、金融的手法による価格
ヘッジの活用等を図るとともに、金融的手法を含む市場取引の知見・ノウハウを高度化し、現物取引と金融取
引を組み合わせることで、事業として収益機会を追求する

【設備サービス事業】
⚫ 営業ノウハウや東電グループの技術力を活かした設備販売・施工等により、お客さまの設備サービス導入を支援

した上で、お客さま設備の電力使用量や調整力等を可視化し、最適運用を可能とする制御モデルの構築・提
案を行い、調整力を取引可能なリソースとして創出・市場に供出する

⚫ また、自治体のまちづくりやカーボンニュートラル施策と連携し、地域における分散型電源の面的な導入を図る

既存
領域の
取組・
高度化
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⚫ 東日本の電力安定供給の責任を果たすべく、地域や社会の皆さまからの信頼の回復に向けた取組を継続
しつつ、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を安全最優先で着実に進めていく

⚫ 東通原子力発電所の建設再開、原子燃料サイクル事業の推進、福島第二原子力発電所の廃止措置
により、原子力ライフサイクルに一貫した取組と、原子力の持続的活用推進の検討を進める

⚫ 東日本における原子力の安定的な稼働に向けて、他社との連携も含めて事業の持続性向上に向けた取
組などを進め、脱炭素の電源の確保、カーボンニュートラルの実現に貢献

⚫信頼回復を最優先に、原子力改革に取り組んできた
①本社・サイトの一体的運営、②プロジェクト完遂のための体
制・システム導入、③核物質防護の抜本強化、④人事見直
しや外部専門家活用、⑤現場の活力向上・職場環境改善

⚫ 2023年12月に原子力規制検査の対応区分が復帰、7号
機は2024年4月に、6号機も2025年6月に燃料装荷。
2025年6月に6号機の起動準備に集中することを判断。
2025年10月に1･2号機の廃炉検討を表明

⚫安全・安心の向上や地域経済活性化のための地域貢献
（県への資金拠出等）、KK運営会議によるガバナンス強
化等、県民理解促進に向けた取組を進めていく

⚫重要な開発地点であり、建設工事の再開を目指す
⚫東通ヘッドオフィス等、持続可能な地域づくりに向けた取
組を深化させていく

⚫RFS、プルサーマル計画、再処理・MOX工場等の各事
業について他事業者と連携を強化して着実に進める主 

な 

取 

組

柏崎刈羽原子力発電所 東通原子力発電所

⚫体制の見直し：組織再編の検討、原子力事業のリソース管理、企業との連携、外部委員会の再編
⚫持続性向上に向けた取組：厳格な原価管理等による生産性向上、サプライチェーンの維持等における他社との連携
⚫事業環境整備：新制度活用の検討、投資・費用の回収予見性向上やファイナンス支援等の制度措置の必要性

中長期を見据えた取組

原子燃料サイクル

⚫安全最優先で着実な廃止措置を進めていく
⚫福島第一廃炉推進カンパニー、復興本社との統合・再
編を含む組織の在り方について検討を深化

福島第二原子力発電所

原子力事業
【参考:経済事業】 本文P47-P54
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経
営
効
率
化

【HD・EP・RP】
⚫ 必要性・適時性、代替策の有無やそれに伴う追加コスト費用対効果等について全件名を精査
⚫ 第三者評価を導入、社外ベンチマーク比較などを通じて更なる単価等の削減を見込む

【PG】 ※法令遵守を含む安定供給維持を大前提に、経営の独立性・自律性を確保した上で、最大限の合理化を自発的に検討

⚫ 第三者の知見を活用して全件名を精査し、リスク評価による投資の優先順位付けおよび合理化策の反映を
実施、社外ベンチマーク等に基づく間接費等のコスト削減を反映

資
産
売
却

⚫ 一定規模以上の売却効果および早期売却の実現性が見込まれるものについて、電気事業の遂行への
支障有無等の観点から必要な保有比率を再精査のうえ売却を進める

⚫ これまで不断の合理化努力により旧総特の目標を超過達成※1

⚫ 足元の事業環境変化や厳しい財務状況への対応策として、従来のカイゼンを基軸とした取組に加え、第三
者の知見も活用した全件名精査等の取組により最大限の合理化を目指す

※1 コスト削減：8.0兆円（2012～24年度累計、震災前計画比）、資産売却：1.1兆円（2011～24年度累計）
※2 2025～34年度累計、震災前計画比（物価影響補正後）

検
討
内
容

成
果
・
今
後
の
取
組

⚫ 第三者の知見を活用した再精査により2025~34年度で約3,000億円の投資・費用削減効果を見込む

【HD・EP・RP】
⚫ 精査過程で得た知見を活かし変動リスク等の予兆把握能力を高め、高度なモニタリング実現を目指す
【PG】
⚫ 変動リスク等の早期予兆把握により自律的な予算管理・実行体制を構築
⚫ 参加型設備形成や最新技術知見反映等による投資最適化により安定的な利益とCF創出、財務基盤強化

株
式

不
動
産

⚫ 電気事業の用途を廃止（予定含む）された地点のうち価値最大化を見込める売却候補を抽出、早
期の売却実現に向けて取り組む

合理化
目標

【経営効率化】 約3.1兆円※2のコスト削減
【資産売却】 3年以内に2,000億円規模の資金捻出

経営合理化のための方策
【参考】 本文P55-P61
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再構築

【グループ事業運営】
⚫ 当面の対応として、HD（コーポレート）が、各事業主体の計画の達成状況を適時確認し、各事業主体が自

ら情勢変更に対応する（リスク評価による実施件名厳選や効率化・収益拡大等の施策等）運用に変更
⚫ 持続的なキャッシュフロー安定化と成長戦略の実現に向けて、「中長期的な価値創造ストーリーの構築と実行」
「迅速な意思決定」「グループ力の最大化」という3つの視点を軸に、事業運営上の仕組みから各種機能、意
識・組織文化に至るまで再評価を行い、課題への対策の検討・実行を進める

⚫ 企業文化変革・人財マネジメント・DX戦略の取組は、事業環境変化に適応するための新たな取組の実装
などを通じ、四次総特における取組の更なる深化を図っていく

⚫ 分社化以降の情報流通や連携の低下等の課題を踏まえ、グループ事業運営について、当面の対応として、
HD（コーポレート）によるガバナンス運用を強化するとともに、持続的なキャッシュフロー安定化と成長戦略
の実現に向けて、事業運営の仕組み・機能等の再評価を行い対策を検討するなど、再構築・強化を図る

更なる
深化

事業基盤
【参考】 本文P62-P71

【企業文化変革】
⚫ 安全最優先などの価値基準に基づく行動実践と組織力向上に向け、経営層の思いの社員への共有やインナー

コミュニケーションの強化などワンチーム（立場や組織を超えた信頼構築と協働）の取組をグループ大で推進
⚫ 安全確保や技術・ノウハウの知見の共有において、地元企業や協力企業も含めたワンチームの取組を推進
⚫ 礎となる「福島」への思いの維持・醸成に必要な取組（福島現地研修など）を推進

【人財マネジメント】
⚫ 人財ニーズを特定し、高度な専門性を持つ外部人財の確保や事業戦略と連動した機動的な最適配置、業界
を超えて連携した採用母集団拡大の取組など、人財の質の高度化・多様化、量の確保に向けた取組を推進

⚫ HD-CHROと各事業主体トップとの間で連携し、グループで一貫性を持たせたHR施策を機動的に推進

【DX戦略】
⚫ DX外部環境変化のシナリオを継続検討のうえ成長戦略へ活用。デジタル技術など必要なケイパビリティを可
視化し、ギャップを埋めるDX戦略を構築するとともに、これに基づくイノベーション創出に向けた取組を推進

⚫ デジタルシフト・データドリブンを前提として、2030年代前半には、成長戦略に基づく事業全てにおいてAIシフト
を達成し、価値提供に係る革新的なスケールとスピード、コストダウンの実現を目指す
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20経営責任の明確化のための方策・関係者に対する協力要請

株主への
要請事項

⚫ 無配の継続
⚫ 機構保有株式の普通株式への転換及び売却に伴う市場流通普通株式の一層の希釈化の容認

金融機関への
要請事項

⚫ 借換え等による与信維持
⚫ 追加与信の実行・借換え（2023年度に実施した追加与信の2026年度以降の借換えを含む）

及び短期の融資枠の設定
⚫ 東電HD及び各基幹事業会社への与信※

⚫ グループ全体の事業ポートフォリオを再構築するための取組への了承※

⚫ 戦略的な経営合理化や各基幹事業会社の成長戦略及び脱炭素に要する資金需要、短期的
な資金変動への対応に対する新規与信※ 等

※債務履行に支障が生じない前提

本文P76-P77【参考】

経営責任の
明確化の
ための方策

⚫ 当社は2012年より委員会設置会社に移行し監督と執行を分離し、経営責任の明確化を図って
いる

⚫ 2016年にはホールディングカンパニー制を導入し、持株会社と各基幹事業会社の経営責任が明
確になる体制を構築

⚫ 執行役（基幹事業会社役員含む）の選任は社外取締役が過半を占める指名委員会で決定
⚫ 重要ポストにおいて若手や女性を登用、今後、経営層やミドルマネジメント層、子会社幹部等への

登用を更に拡大
⚫ 今後のHDの体制整備については、次代を見据えた体制とするなど、中長期にわたって持続的に福

島責任を貫徹していくための体制としていく
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原子力災害からの福島復興の加速に向けて 

 

 

 

はじめに 

 

安倍政権の発足以降、政府は、東日本大震災からの一日も早い復興、とり

わけ原子力災害からの福島の復興・再生に向け、全力を挙げて取り組んでき

た。  

政権発足直後に福島復興再生総局を設け活動を開始し、本年８月にはすべ

ての避難指示対象市町村において、避難指示区域の見直しが完了した。 

放射線の健康影響等に関する不安に応える対策、賠償や帰還支援、廃炉や

汚染水問題など、多くの課題に関しても、その解決に向けた取組を本格化し

た。放射線の健康影響等に関する不安に応える対策に関しては、地元からの

要請も受け、避難指示解除に向け、線量水準に応じた防護措置の在り方に関

して原子力規制委員会において、本年 11 月に取りまとめを行った1。賠償に関

しては、事故後２年を超えた現状で長期間にわたり故郷に帰還できない住民

の方々への賠償の在り方も含め、原子力損害賠償紛争審査会が検討を始め、

近く取りまとめる予定である2。帰還支援に関しては、経済対策で福島の早期

再生を加速するための新交付金を設けることとした。東京電力福島第一原子

力発電所（以下「福島第一原発」）の事故収束に関しては、廃炉の研究開発組

織を立ち上げるとともに、汚染水処理対策委員会を設けるなど課題解決に向

けた取組を開始した。 

こうした中、与党からも、復興の加速に向けた提言3を３回にわたり受けて

いる。本指針は、以上のような状況を俯瞰して、原子力災害からの福島の復

興・再生を一層加速させるため、政府としての大きな方向性を示すものであ

る。 

                         
1 原子力規制委員会においては、①帰還後の住民の被ばく線量の評価に当たっては空間線量率から

推定される被ばく線量ではなく個人線量を基本とすべきこと、②住民が帰還し生活する中で個人が

受ける追加被ばく線量を長期目標として年間１ミリシーベルト以下になることを目指していくこと、

③避難指示の解除後に被ばく線量の低減・健康不安対策をきめ細かく講じていくことなどの考え方

を取りまとめた。 
2 原子力損害賠償紛争審査会においては、①帰還のための住居の建替え等に必要な賠償の追加、②

新たな生活拠点での住居取得に必要な賠償の追加、③帰還困難区域等の住民に対する精神的損害賠

償の一括払い等の検討を進めている。 
3 「復興加速化のための緊急提言」（平成 25 年３月６日自由民主党・公明党） 

「さらなる復興加速化のために」（平成 25 年６月 18 日自由民主党・公明党） 

「原子力事故災害からの復興加速化に向けて」（平成 25 年 11 月８日自由民主党・公明党） 



 

 

2 

 

 

（１）早期帰還支援と新生活支援の両面で福島を支える 

 

避難指示区域の見直しがすべて完了し、事故後３年となる来春以降、避

難指示の解除が順次具体化すると見込まれている。こうした中、帰還を実

現するために帰還後の雇用機会の確保やきめ細かな健康不安対策を求める

声がある一方で、線量が高く帰還が容易ではない地域の住民の方々を中心

に、故郷を離れ新たな生活を開始するための支援を求める声も顕在化しつ

つある。避難指示解除に向けた準備を始めた自治体がある一方で、帰還す

る意向がないとの住民の方々の声が大きくなりつつある自治体もある。 

 

このように、事故発生から２年９か月が過ぎ、いつかは故郷に戻り故郷

を再生させたいという思いと、生活を安定させるためには新しい生活拠点

を定めざるを得ないという現実が混在している。この複雑な思いに応えて

いくためには、国は、復興の基本である帰還支援を大きく拡充・強化する

だけではなく、故郷を離れて新しい生活を開始する住民の方々のための支

援策も用意していかねばならない。 

 

このため、国は、住民の方々や地元自治体が将来に向けて新たな一歩を

踏み出すことができるよう、帰還支援と新生活支援の２つからなる支援策

を提示する。これを踏まえ、国は、実情に即した福島再生を地元とともに

具体化していく。 

 

 

（２）福島第一原発の事故収束に向けた取組を強化する 

 

福島第一原発の事故収束は、福島再生の大前提である。廃炉や汚染水対

策などの福島第一原発の事故収束は、東京電力が責任を持って取り組むこ

とが基本であるが、過去に例を見ない大規模な事故からの廃炉作業であり、

東京電力のみで対応することは難しい。 

 

このため、住民の方々や地元自治体が安心して故郷の再生に取り組んで

いけるよう、福島第一原発の事故収束に向け、国が果たすべき役割を明ら

かにし、国、東京電力、その他の国内外の関係者の力をどう結集し、どう

福島第一原発の事故収束を実現するのか、その方策も明らかにする。 
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（３）国が前面に立って原子力災害からの福島の再生を加速する 

 

原子力災害から一日も早く福島を再生させることは国の責務である。原

子力政策を担ってきた国は、住民の方々や地元自治体が、将来に向けて多

様な選択が行えるよう、十分な支援策を用意し、地元とともに悩み考えな

がら福島の再生を実現していく。 

 

このことは、国が、国民に協力を求めながら福島再生を実行していくこ

とに他ならない。廃炉・汚染水対策、生活の再建、除染やインフラ整備・

街づくりなど、福島の再生のために必要なすべての課題に対して、国民の

理解と協力を得ながら、地元とともに、国も東京電力も、なすべきことは

一日でも早く、という姿勢で取り組んでいく。 
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１．避難指示の解除と帰還に向けた取組を拡充する 

 

避難指示解除準備区域や居住制限区域では、来春以降、避難指示解除に向

けた動きが順次本格化することが見込まれている。故郷への帰還を現実のも

のとするため、まずは、線量水準に応じた防護措置を具体化・強化する。同

時に、帰還する住民の方々のための賠償を充実し、支援策も拡充する。イン

フラや生活関連サービスの復旧、子どもの生活環境を中心とする除染作業を

進める。帰還準備のための宿泊を実施し、地元と協議しながら、避難指示の

解除を進める。避難指示の解除後は、国と地元が一体となって帰還、復興の

作業を一層本格化させ、軌道に乗せていく。 

 

 

（１）帰還に向けた安全・安心対策の具体化 

 

帰還に伴う放射線の健康影響等に関する不安に応えるため、日常生活や

行動等によって異なる個々の住民の方々の個人線量を丁寧に把握する。そ

の上で、個々人の被ばく低減・健康不安対策を、国が、将来にわたり責任

をもって、きめ細かく講じていく。 

 

具体的には、原子力規制委員会の「帰還に向けた安全・安心対策に関す

る基本的考え方」4を踏まえ、住民の方々の自発的な活動を支援する以下を

柱とした総合的・重層的な防護措置を講じる（詳細については、別紙「『帰

還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方』を踏まえた具体的な国

の取組について」参照）。 

・ 国が率先して行う個人線量水準の情報提供、測定の結果等の丁寧な説

明なども含めた個人線量の把握・管理 

・ 個人の行動による被ばく低減に資する線量マップの策定や復興の動き

と連携した除染の推進などの被ばく低減対策の展開 

・ 保健師等による身近な健康相談等の保健活動の充実や健康診断等の着

実な実施などの健康不安対策の推進 

・ 住民の方々にとって分かりやすく正確なリスクコミュニケーションの

実施 

・ 帰還する住民の方々の被ばく低減に向けた努力等を身近で支える相談

員制度の創設、その支援拠点の整備 

 

                         
4 「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」（平成 25 年 11 月 20 日原子力規制委員会） 
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上記の対策は、個々の地域ごとに地元とともにロードマップを策定し、

地元の実情や意向に合わせて着実に実施する。また、現場での実施状況や

個人線量の低減状況を確認しながら、必要な見直し・拡充を行う。 

 

以上の対策を通じ、住民の方々が帰還し、生活する中で、個人が受ける

追加被ばく線量を、長期目標として、年間１ミリシーベルト以下になるこ

とを引き続き目指していく。また、線量水準に関する国際的・科学的な考

え方を踏まえた我が国の対応について、住民の方々に丁寧に説明を行い、

正確な理解の浸透に努める。 

 

 

（２）帰還のための必要十分な賠償 

  

現在の財物賠償では、特に古い住宅に住んでいた住民の方々にとっては、

賠償金額が低額となり、荒廃した自宅を再び住める状態にするための費用

が十分に賄えないとの声がある。避難指示の解除後、賠償がどの程度の期

間継続するのか明らかにして欲しいとの声もある。こうした声に応え、原

子力損害賠償紛争審査会において、新たな指針を策定し、以下の賠償を追

加する。  

・ 住宅の修繕や建替え等に係る賠償 

住宅の修繕、解体・建替えに必要な費用について賠償を追加 

・ 精神的損害等の賠償 

避難指示の解除後１年間は精神的損害や避難費用の賠償を継続 

 

さらに、避難指示解除後の帰還に伴う生活再建への配慮が足りないとの

声に応えるため、早期に帰還する住民の方々が直面する生活上の不便さに

伴う費用についての賠償（早期帰還者賠償）も追加する。 

 

国は東京電力に対して、上記の追加賠償の円滑な実施に向け指導を行う。 

 

 

（３）福島再生加速化交付金の新設等による帰還支援の充実  

 

地元自治体が直面する課題は各自治体によって様々であり、各自治体か

らはそれぞれの実情に応じた施策を住民の方々と話し合いながら柔軟に展

開したい、このための支援策を充実して欲しいとの声が強い。 
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このため、今回の経済対策（平成 25 年度補正予算）及び平成 26 年度予

算から、新たな交付金として「福島再生加速化交付金」を創設する。 

 

本交付金では、放射線不安を払拭する生活環境の向上、帰還に向けた安

全・安心対策、町内復興拠点の整備、農業・商工業再開の環境整備等の新

たな施策と、現行では個別に実施していた長期避難者支援から早期帰還ま

での対応策を一括した多様な事業メニューの中で、地元が自主的・主体的

に実施することを可能とした。また、この交付金を活用して、地域に根付

いたきめ細かなニーズに対応した事業を展開し、帰還した住民の方々の支

援を行いながら復興を加速することも可能となる。 

 

新交付金を、インフラの復旧、商業機能や医療・介護施設、学校の復旧、

雇用の創出、風評被害対策、営農再開支援等に係る他の事業とも連携させ

つつ、福島再生を加速する原動力としていく。  

 

 

（４）復興の動きと連携した除染の推進、除染実施後の更なる取組等 

 

個々の市町村の状況に応じ、地元とも相談の上で除染スケジュールの見

直しを進める中で、帰還に向けた環境をなるべく早く整えるため、住民の

方々の声に応え、除染の加速化・円滑化のための施策を総動員する。 

 

具体的には、以下に取り組む。 

・ 除染とインフラ復旧の一体的施工や居住地周辺の重点的実施等、復興

の動きと連携した除染の推進 

・ 除染の際に考慮する情報として個人線量を活用することの検討 

・ 効果の高い新技術を積極的に採用できる仕組みの推進 

・ 除染の加速化・円滑化に有効な取組事例の横展開 

・ 除染に関する分かりやすく丁寧な情報の提供 

 

現在計画されている除染を実施した後の更なる取組については、復興の

インフラ整備・生活環境整備という公共事業的観点から、帰還者・移住者

の定住環境の整備等、地域再生に向けた取組として実施する。 

 

除染に伴い生ずる土壌等を安全かつ集中的に管理・保管する中間貯蔵施

設等は、除染の推進に必要不可欠な施設であり、本年 12 月 14 日に、これ

までの現地調査や有識者による検討等を踏まえ、地元に案を提示し、受入
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れの要請を行った。引き続き、地元に対し施設の必要性や安全性について

の丁寧な説明を行うこと等を通じ、できるだけ早期に地元の理解を得て、

建設に着手できるよう努める。 

 

 

（５）避難指示解除の具体的な手順の提示 

 

避難指示は、住民の方々の生命・身体の危険を回避するために原子力災

害対策特別措置法に基づき発出されたものであるが、避難指示が継続する

ことで、住民の方々に不便な生活を強いる状態が継続している。 

 

こうした状態を解消し帰還を可能にするため、上記（１）から（４）ま

でに掲げる取組を通じて住民の方々の不安や懸念を払拭する。同時に、避

難指示解除の要件5が概ね充足された地域において、個人線量の把握や専門

家による健康相談等の体制を整え、帰還準備のための宿泊を実施する。そ

の上で、地元との協議の上で、避難指示を解除する。 

 

避難指示が解除された後、復興に向けた施策を一層本格化する。住民の

方々の放射線による健康不安等に応える施策も継続していく。これによっ

て、復興を軌道に乗せつつ、長期的に個人が受ける追加被ばく線量が年間

１ミリシーベルト以下になることを引き続き目指していく。 

 

 

 

  

                         
5 避難指示解除の要件（「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基

本的考え方及び今後の検討課題について」（平成 23 年 12 月 26 日原子力災害対策本部決定）より） 

①空間線量率で推定された年間積算線量が 20 ミリシーベルト以下になることが確実であるこ

と 

   ②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵

便などの生活関連サービスが概ね復旧すること、子どもの生活環境を中心とする除染作業が

十分に進捗すること 

   ③県、市町村、住民との十分な協議 
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２．新たな生活の開始に向けた取組等を拡充する 

 

避難指示が継続し、故郷に帰還できない状態が長期化する帰還困難区域等

の住民の方々に対しては、移転先・移住先での新しい生活を始めるために必

要な費用について追加の賠償を行う。あわせて、町内外の復興拠点を整備し、

コミュニティの維持が図れるよう努めていく。また、新たな生活を選択する

住民の方々への支援を設ける中では、地元自治体をどう復興再生するかとい

う課題にも取り組む必要がある。国は、中長期、広域の視点も含めた地域の

将来像について、地元自治体との話合いを本格化する。これにより、先行き

が見通せない一方で、新しい土地での生活を始めることもできないという不

安定な状況を改善し、個々人が自らの判断に基づき今後の生活設計ができる

環境を整える。 

 

 

（１）故郷に帰還できない状態が長期化する地域等の住民が新しい生活を始

めるために必要十分な賠償 

    

現在の財物賠償では、新しく生活拠点を定めようとする住民の方々にと

って、新たに宅地や住宅を購入する費用が十分賄えないとの声がある。ま

た、事故後６年後以降の精神的損害への賠償がどうなるかが明らかでなく、

生活再建の見通しが立てにくいとの声もある。こうした声に応え、原子力

損害賠償紛争審査会において、新たな指針を策定し、以下の賠償を追加す

る。 

・ 住居確保に係る賠償 

帰還困難区域等の住民の方々や個別の事情により他所で新しく生活

拠点を定める必要がある住民の方々に対して、移住先等での宅地・

住宅の取得に必要な費用について賠償を追加 

・ 精神的損害の賠償 

帰還困難区域やそれに相当する帰還見通しの立たない居住地の住民

の方々に対して、見通しのつかない長期間にわたり帰還できないこ

とに対する精神的損害を一括で賠償 

 

  国は東京電力に対して、上記の追加賠償の円滑な実施に向け指導を行う。 

 

 

（２）復興拠点の整備 
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  避難指示が継続することにより、故郷に帰還できない状態が長期化する

地域等の住民の方々のための生活拠点の整備を求める声に応えるため、こ

れまで進めてきた避難期間が長期に及ぶ避難者等のための町外の生活拠点

の確保に加え、福島再生加速化交付金を活用し、町内復興拠点の整備など

を進める。これにより、コミュニティの維持を図りながら新たな生活を始

めることの一助とする。 

 

 

（３）帰還困難区域の今後の取扱い 

 

上記（１）及び（２）の取組を実施しつつ、帰還困難区域における除染

モデル事業の結果等を踏まえた放射線量の見通し、今後の住民の方々の帰

還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿等を踏まえ、地域づくりや除染

を含めた同区域の今後の取扱いについて、地元とともに検討を深めていく。 

 

 

（４）双葉郡を始めとする避難指示区域の中長期・広域の将来像 

 

新たな生活を始める住民の方々への支援を行うに当たっては、同時に、

双葉郡を始めとする避難指示区域の将来像について、中長期的に、かつ、

広域の視点で、検討を始める必要がある。国が、地元の意見を十分踏まえ

つつ、検討を進める。 
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３．事故収束（廃炉・汚染水対策）に万全を期す 

 

福島第一原発の事故収束は、福島再生の大前提である。廃炉については、

中長期ロードマップ6を踏まえ、安全かつ確実に進める。特に汚染水問題につ

いては、「東京電力（株）福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する

基本方針」7を踏まえ、東京電力任せにするのではなく、国が前面に出て、必

要な対策を実行していく。 

 

 

（１）予防的・重層的な汚染水対策の取りまとめと実施 

 

予防的・重層的な対策として、「東京電力（株）福島第一原子力発電所に

おける廃炉・汚染水問題に対する追加対策」8を着実に実施する。 

このうち、港湾内の浄化や土壌中の放射性物質除去等に係る技術の検証

等、技術的難易度が高く、国が前面に立つ必要があるものについては、平

成 25 年度補正予算を活用して取り組む。 

 

 

（２）国と東京電力の取組 

 

① 国の取組 

 

今後、廃炉・汚染水対策にかかる司令塔機能を一本化し、体制を強化す

るため、「東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議」を、「廃炉・

汚染水対策関係閣僚等会議」に統合するとともに、関連する組織の整理を

行う。 

 

福島第一原発の廃炉に向けた取組は、終了までに 30～40 年程度かかると

見込まれており、「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」で決定した大方針や

中長期計画を着実に進めるため、内外の専門人材を結集し、技術的観点か

                         
6 「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」

（平成 23 年 12 月 21 日原子力災害対策本部・政府・東京電力中長期対策会議） 
7 「東京電力（株）福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針」（平成 25 年９月

３日原子力災害対策本部） 
8 「東京電力（株）福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水問題に対する追加対策」（平成 25

年 12 月 20 日原子力災害対策本部） 
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ら新たな支援体制を構築する。その際、廃炉支援業務と賠償支援業務の連

携の強化に向け、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」）の活用も含めて

検討する。 

 

② 東京電力の取組 

 

炉の設置者であり、現場に精通し、作業に取り組んできた東京電力に対

しては、実施主体としての責任を引き続きしっかりと果たすことを求める。

廃炉に向けた安全対策に万全を期すため、これまでに手当てした約１兆円

と同程度の支出が必要になっても対応できるよう、コストダウンや投資抑

制により、今後 10 年間の総額として更に１兆円を確保することとなってお

り、この点を着実に実施することが求められる。 

 

廃炉・汚染水問題に優先的に取り組む上で適切な意思決定がなされる社

内体制を確保するため、可及的速やかに行う対策として、東京電力は、社

内分社化をするとともに、廃炉・汚染水対応の総責任者として迅速に意思

決定を行う権限を有する廃炉汚染水対策最高責任者の設置や、必要な人

的・資金的リソースの投入を決定する独立会議体の設置等を行うことが必

要である。 

 

東京電力が、責任主体として、廃炉・汚染水対策に持続的に集中して取

り組むため、電力システム改革における制度改正を踏まえて、発電・燃料

事業、送配電事業、小売事業をそれぞれ子会社として電力供給等に専念さ

せ、東京電力本体はその収益を活用することなどにより、全社的な観点か

ら資源を投じて廃炉・汚染水対策に取り組むことが必要である。 

 

 

（３）廃炉関連の拠点の整備 

 

 今後、30～40 年程度かかると見込まれる廃炉の取組を円滑に進めていく

ためには、その周辺地域において、国内外の専門人材を集め、ロボットや

分析技術を始めとする多岐にわたる廃炉関連技術の研究開発拠点やメンテ

ナンス・部品製造を中心とした生産拠点も必要となり得る。こうした拠点

の在り方について、地元の意見も踏まえつつ、必要な検討を行っていく。 
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４．国と東京電力の役割分担を明確化する 

～賠償、除染・中間貯蔵施設費用に関する具体的な対応～ 

 

 福島の再生には、廃炉・汚染水対策のほか、賠償、除染・中間貯蔵施設事

業など、十分な資金的手当てなくしては進まない事業が多い。このため、福

島の再生を滞りなく進めるためには、国が前面に出る意味を明らかにし、国

と東京電力の役割分担を明確にせねばならない。国と東京電力の役割につい

て、以下の方針のとおり整理することにより、除染・中間貯蔵施設事業を加

速させ、国民負担を最大限抑制しつつ、電力の安定供給と福島の再生を両立

させる。 

 

 

（１）基本的枠組み 

  

被災者・被災企業への賠償は、引き続き、東京電力の責任において適切

に行う。また、実施済み又は現在計画されている除染・中間貯蔵施設事業

の費用9は、放射性物質汚染対処特措法10に基づき、復興予算として計上し

た上で、事業実施後に、環境省等から東京電力に求償する11。 

 

東京電力において必要となる資金繰りは、原子力損害賠償支援機構法

（以下「機構法」）に基づき、機構への交付国債の交付・償還により支援す

る。 

このため、平成 26 年度予算において、機構に交付する交付国債の発行限

度額を引き上げる。 

  

                         
9 現時点において、環境省の試算等によれば、実施済み又は現在計画されている除染（汚染廃

棄物処理を含む。以下同じ。）の費用は約 2.5 兆円程度、中間貯蔵施設（建設・管理運営等）の

費用は約 1.1 兆円程度と見込まれる。これらや賠償を踏まえ、平成 26 年度予算において、機

構に交付する交付国債の発行限度額（現行５兆円）を９兆円に引き上げる。 

なお、上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、今後速や

かに計数を精査するとともに、除染・中間貯蔵施設事業の進捗等に応じて、適時に見直す。 
10 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年法律第 110 号） 
11 上記除染・中間貯蔵施設費用の求償に対して東京電力は支払うこととなるが、その対応を一

層円滑にするため、同社の自律的な資金調達を阻害しないための財務会計面の対応について、

その導入に向けて、関係省庁・機構・東京電力が連携して検討する。 
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（２）国と東京電力の新たな負担の在り方 

 

交付国債の償還費用の元本分は、原子力事業者の負担金を主な原資とし

て、機構の利益の国庫納付により回収される。ただし、福島再生に向けて

除染・中間貯蔵施設事業を加速させるとともに、国民負担の増大を抑制し、

電力の安定供給に支障を生じさせないようにする観点から、以下の見直し

を行う。 

 

機構が保有する東京電力株式を中長期的に、東京電力の経営状況、市場

動向等を総合的に勘案しつつ、売却し、それにより生じる利益の国庫納付

により、除染費用相当分の回収を図る。売却益に余剰が生じた場合は、中

間貯蔵施設費用相当分の回収に用いる。不足が生じた場合は、東京電力等

が、除染費用の負担によって電力の安定供給に支障が生じることがないよ

う、負担金の円滑な返済の在り方について検討する。 

 

中間貯蔵施設費用相当分については、事業期間（30 年以内）にわたり、

機構に対し、機構法第 68 条に基づく資金交付を行う12。このための財源は、

エネルギー施策の中で追加的・安定的に確保し、復興財源や一般会計の財

政収支には影響を与えない。 

 

 

（３）東京電力等による取組について 

 

上記の措置は、東京電力の改革が前提である。東京電力は、福島の再生

に正面から向き合うとともに、廃炉・汚染水対策のために十分な体制を確

保しなければならない。また、電力システム改革を先取りして自ら実行し、

分社化など従来の発想にはない経営改革や、燃料調達コスト削減のための

他企業との包括的なアライアンスなど大胆な企業戦略の断行を通じて、エ

ネルギーの低廉かつ安定的な供給及び新たなサービスの提供等により、需

要家の期待とニーズに応えていくことが求められる。そのことが、企業価

値を高め、結果として除染等費用相当分の早期回収及び国民負担の抑制に

つながることとなる。これらの取組については、電力システム改革や電気

事業の環境変化等を踏まえつつ、機構において政府と協議の上でその進捗

                         
12 平成 26 年度のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳出予算に 350 億円程度を計上し、

その財源は、エネルギー関係の歳入歳出予算全体を編成する中で捻出する。以後の年度において

も同様に対応することとし、毎年度必要額を計上する 。 
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について定期的に点検を行い、その結果を踏まえ、機構保有株の議決権や

売却の在り方等についても検討を加える。 

 

政府による措置の前提となる東京電力の改革は、金融機関の一段の関

与・協力が不可欠と考えられる。かかる観点から、金融機関には、上記の

東京電力による前例のない取組に対する協力が求められる。これにより、

東京電力の改革が確実に実行に移され、政府による取組とあいまって福島

の再生を加速することにつながるものである。  
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おわりに 

 

本指針では、原子力災害からの福島の復興・再生を加速するため、避難指

示区域の住民の方々、地元自治体に対して、将来に向けた判断の一助となる

よう包括的な支援策の方向性を提示するとともに、国や東京電力が福島第一

原発の安定に向けどのような方策を講じていくのか、また国と東京電力は福

島再生においてどういう役割を担っていくのかを明らかにした。 

  

本指針を出発点とし、今後、国は、地元と十分に協議し、福島の再生の道

筋を順次具体化していく。すなわち、避難指示の解除・早期帰還の実現に向

け、市町村ごとの実情に即した取組を実施する。同時に、帰還困難区域等の

将来像について地元と一緒になって検討を深めていく。 

 

国は、この指針を、いまだ避難生活が継続している 10 万人を超える原子力

災害の被災者の方々の生活再建と、地元自治体の自立、再生への出発点とし

て、活用し、充実し、具体化していく。 
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（別紙） 
 

「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」を踏まえた 

具体的な国の取組について 

 

 国は、「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」（平成 25 年 11 月 20 日原子

力規制委員会）（以下「基本的考え方」）を踏まえ、帰還に向けた取組を講ずるに当たって

は、地元の意向を十分斟酌しつつ、事業を実施し、又は地元自治体が実施できるための財

政措置などの環境整備を行うこととし、個々の地域や住民の方々のニーズに応じて、柔軟

に対策の追加等を行うことを基本原則とする。 

 

１．「住民の帰還の判断に資するロードマップの策定」について【基本的考え方３．（１）】 

 

① 帰還に伴う放射線の健康影響等に対する不安に応えるため、日常生活や行動等によっ

て異なる個々の住民の方々の個人線量を丁寧に把握する。その上で、個々人の被ばく低

減・健康不安対策を、国は、将来にわたり責任をもって、きめ細かく講じていく。 

原子力規制委員会の「基本的考え方」を踏まえ、住民の方々の自発的な活動を支援す

る、「個人線量の把握・管理」、「被ばく低減対策」、「健康不安対策」、「住民にとって分

かりやすく正確なリスクコミュニケーション」、「相談員の配置とその支援拠点の整備」

を柱とした総合的・重層的な防護措置を講じる。 

 

② ①の対策について、地域ごとに、どの時期に、どのような対策が、どのような仕組み

で利用できるかを示したロードマップを地元とともに策定し、「早期帰還・定住促進プ

ラン」（平成 25 年３月７日福島復興再生総括本部）に基づく工程表等とともに提示し、

地元の実情や意向に合わせて着実に実施していく。また、ロードマップは、現場での実

施状況や個人線量の低減状況を確認しつつ、必要な見直し・拡充を行う。 

 

③ 以上の対策を通じ、住民の方々が帰還し、生活する中で、個人が受ける追加被ばく線

量を、長期目標として、年間１ミリシーベルト以下になることを引き続き目指していく。

また、線量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえた我が国の対応について、住

民の方々に丁寧に説明を行い、正確な理解の浸透に努める。 

 

 

２．「帰還の選択をする住民を総合的に支援する仕組の構築」について 

【基本的考え方３．（２）】 

 

（１）帰還の選択をする住民を身近で支える相談員の配置 

 

① 帰還の選択をする住民の方々が、帰還後に自ら個人線量を把握・理解し、その結果



 

 

17 

 

等に着目した被ばく低減対策等を採り、放射線と向き合いながら生活していくため、

また、日常生活や将来に向けての生活再建・生活設計の支援、避難の継続に伴う不安

の解消や故郷の復興・再生やコミュニティの復活など、帰還した地域の生活環境の向

上に資するため、各市町村が地域の実情に応じて選出する相談員の配置や住民の方々

からの要望にワンストップで応えられる相談員の活動を継続的に支援する。 

 

② 相談員の配置時期、担い手、担わせる役割、活動内容等については、各市町村によ

る自主的な選択を基本とし、国は、各市町村からの求めに応じ、相談員体制の整備に

協力することとする。なお、相談員としては、例えば、自治会の代表者や地元自治体

の職員、地元自治体の職員であった者、社会教育指導員、各市町村で活動する保健医

療福祉関係者等などが想定され、放射線に関する知識等の住民の方々への伝達、個人

線量測定結果を踏まえた、例えば、コミュニティ単位での詳細なモニタリングの提案、

故郷の復興・再生やコミュニティの向上に資する取組の提案等を通じて、住民の方々

の自発的な活動を支援する中心的な役割を果たしていくことが期待される。 

 

（２）相談員の活動を支援する拠点の整備 

  

① 相談員の活動を科学的・技術的な面から組織的かつ継続的に支援するため、関係省庁

が連携して、相談員だけでは解決が困難な住民の方々の放射線による健康不安等の幅

広いニーズにワンストップで対処できるような、以下の機能を有する相談員の活動を

支援する拠点の体制を整備し、各市町村だけでは解決が困難な専門的課題に対応でき

る仕組みも構築する。 

・相談員を科学的・技術的に支援するための専門家ネットワークの構築（放射線防護

の専門家、環境モニタリングの専門家、保健医療福祉関係者等で構成） 

・相談員の放射線に関する知識の習熟のための研修 

・住民の方々の健康不安対策に資する、地域の個人線量結果等の継続的な把握 

・帰還の選択をする住民の方々の放射線による健康不安等の幅広いニーズに対応する

相談体制 

・相談員と連携し、各市町村が住民の方々のニーズに応じて自主的に取り組む活動に

対する専門的な知見の提供  

 

② 本拠点は、相談員の活動状況や地域の復興状況に応じて、専門家ネットワークを構

成する専門分野の追加・変更を図るなど、放射線による健康不安等の対策に資する機

能を柔軟に変更していくこととする。 
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３．「住民の帰還の選択を支援する個々の対策とその実施の際に考慮すべき課題」について 

【基本的考え方（別紙）】 

 

（１）個人線量の把握・管理 

 

① 住民の方々が帰還するか否かの判断に資するよう、帰還する前から、帰還後に想定

される個人線量の水準をあらかじめ把握するため、避難指示解除準備区域等で活動す

る国や自治体の職員や「ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊」の宿泊者など、

日常的に避難指示解除準備区域等に立入りをしている人の個人線量について、行動パ

ターンや職業等とともに把握する。また、把握した情報等を活用してマップを作成す

るなど、住民の方々に分かりやすく情報を提供する。 

 

② 個人線量の測定に当たっては、測定の趣旨、個人線量計の使い方や測定結果を活用

した相談事例などについて、専門家や相談員等からの丁寧な説明を受ける機会を確保

するとともに、相談員等が測定等に関する相談に随時応じられる体制を整備する。そ

の際、説明機会の規模や相談体制などについては、地元の意向が反映されるようにす

る。個人線量計の付帯を望まない方に対しては、地域の個人線量の水準について情報

提供するため、測定した住民の方々の意向を慎重に確認した上で、地元自治体に対し、

個人が特定されない形で地域の測定結果等の提供等を実施する。 

   また、国は、日常における個人線量計の携行方法など、個人線量の共通的な測定・

評価方法についてガイドラインを策定する。 

 

③ 県民健康管理基金等を活用して実施している個人線量の測定結果は、福島県が県民

健康管理基金を活用して構築するデータシステム上で、健康診査等の県民健康管理調

査で得られた結果と統一的に管理を行う。 

また、上記のデータについては、個々の住民の方々の求めに応じて提供できる仕組

みの構築を検討するとともに、事前に同意取得を行うなど個人情報の取扱いに配慮し

た上で比較できるようにする。 

 

④ 個人線量の測定結果について、相談員等から、測定期間中の行動の聞き取りなどを

踏まえた丁寧な説明とともに、被ばく低減のためのアドバイスや対策などを受けられ

るようにする。 

 

（２）被ばく低減対策 

 

① 住民の方々の要望や行動パターンに応じた、生活圏の空間線量率の測定、井戸水、

土壌等のきめ細かなモニタリング、避難指示区域におけるモニタリングポストの増設

を行うとともに、無人ヘリコプター等による航空機モニタリングや走行サーベイ等の

地上モニタリングによる生活圏の精密な線量マップの作成を行う。 
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 また、モニタリングの実施に当たっては、通学路や学校等の児童関係施設周辺のモ

ニタリングも含め、市町村の状況、住民の方々の要望や行動パターン等に応じ、地域

の自主性を重視したモニタリングを可能とする。 

 

② ①のモニタリング結果については、国・県・市町村等の様々な機関で測定・記録さ

れている様々なモニタリングデータを統合し、地図上に高線量域等を示すなど、分か

りやすく示すとともに、科学的知見に基づいた丁寧な説明を行う。 

 

③ 除染とインフラ復旧の一体的施工や居住地周辺の重点的実施等、復興の動きと連携

した除染の推進、除染の際に考慮する情報として個人線量を活用することの検討、効

果の高い新技術を積極的に採用できる仕組みの推進、除染の加速化、円滑化に有効な

取組事例の横展開、除染に関する分かりやすく丁寧な情報の提供等に取り組む。 

 

④ 更なる線量低減効果が期待できる生活環境の向上や健康管理・健康不安対策につい

て、地元自治体の取組をきめ細かく支援する。具体的には、個人線量の測定結果や①

のモニタリング結果に基づき、生活圏において個人線量への影響が大きいと考えられ

る地点の遮へい・改修等について、例えば、コミュニティ単位での対策の策定を支援

し、花壇の設置や道路側溝の有蓋化、掲示板の設置などの実施を可能とする。 

 

⑤ 内部被ばくの低減対策として、出荷されている食品の放射性物質の濃度の継続的な

測定に加え、自家消費・自家栽培作物等の放射性物質の濃度測定を簡易に行えるよう、

地元のニーズに応じ、例えば、コミュニティ単位で、検査機器等を設置するとともに、

必要に応じて測定方法を説明する体制を整え、住民の方々の測定を支援する。 

 

（３）健康不安対策 

 

① 関係省庁が連携して、放射線に対する健康不安やそれに伴い外出を控えることなど

による生活習慣病等に向き合うため、保健師等による身近な健康相談等の保健活動、

保健医療福祉関係者の確保やその人材育成・研修など、各市町村又は地域に根を張っ

た保健医療福祉関係者の活動を実施する。 

 

② 県民健康管理調査（事故後４か月間の外部被ばく線量の推計、甲状腺検査、健康診

査等）を継続的に実施するとともに、県民健康管理調査を受けやすい環境の整備等を

支援するため、定期的な調査の案内の実施、説明会の開催などによる周知活動の拡充

や簡略化した問診票の作成などによる調査の簡素化などを実施する。 

 

③ 避難生活が長引いたことによる、日常生活の変化による心理ストレスやこれに起因

した健康問題の対策など健康管理のための対策を講じる。また、帰還後の住民の方々

が健康診断を受けやすい環境の整備等を支援する。さらに、子供の心のケアの充実を
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図るため、学校等へのスクールカウンセラーの派遣等を推進するとともに、遊具の設

置などによる健康増進等を支援する。 

 

④ 放射線による健康不安等に向き合うために、健康管理の結果の確認のみならず、低

線量被ばくによる健康影響に係る調査研究を進め、科学的知見を集積する。 

 

（４）住民にとって分かりやすく正確なリスクコミュニケーション 

 

① 最先端の科学的知見やこれまでの経験を踏まえた説明方法等に基づき、放射線被ば

くによる健康影響等の考え方などの基礎的な情報をまとめた基礎的な資料を作成し、

放射線の健康影響への不安に向かい合ったリスクコミュニケ―ションを推進する。ま

た、当該資料については、常に、最先端の知見や住民の方々の新たな懸念・不安に応

えるため、適宜更新を図る。 

 

② リスクコミュニケーションとして、地元の意向を踏まえ、健康不安に向き合うため

のモデル的な住民参加型プログラム等を実施する。また、地元の意向を踏まえ、例え

ば、講師派遣による講演会、健康相談などの地元自治体等の取組を支援する。その際、

リスクコミュニケーションを行う上では、放射線による健康影響に関する考え方が住

民の方々それぞれによって異なるという前提に立ち、少人数の説明会などを重視して、

科学的事実をただ伝達するのではなく、個々人の懸念・不安にきめ細かに対応する。 

 

③ 個々人の懸念・不安にきめ細かに対応するため、放射線による健康影響に関する科

学的な情報を伝達する人材について、引き続き放射線による健康影響に関する最新の

国際的・科学的な情報に関する研修の実施等により育成を行うとともに、リスクコミ

ュニケーションを行う者による定期的な意見交換会を通して、適切なリスクコミュニ

ケーションの取組姿勢や効果的手法等について情報交換を行う。 

 

④ また、日常から住民の方々と接する機会が比較的多く、健康不安等に関する相談を

受けている、地域に密着した保健医療福祉関係者によるリスクコミュニケーションは

有効であると考えられるため、当該者によるリスクコミュニケーション活動の充実の

ための支援を行う。 
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「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」を踏まえた 

具体的な国の取組に関係する予算13一覧 

 
 

２．「帰還の選択をする住民を総合的に支援する仕組の構築」について 

（１）帰還の選択をする住民を身近で支える相談員の配置 

・福島再生加速化交付金（相談員育成・配置事業）【内閣府／復興庁】 

 

（２）相談員の活動を支援する拠点の整備 

・放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究事業【環境省】 

 

３．「住民の帰還の選択を支援する個々の対策とその実施の際に考慮すべき課題」について 

（１）個人線量の把握・管理 

・福島再生加速化交付金（個人線量管理・線量低減活動支援事業）【内閣府】 

・避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業【原子力規制庁】 

・住民の個人被ばく線量把握事業【環境省】 

・県民健康管理調査（県民健康管理基金）【環境省】 

・放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究事業【環境省】（再掲） 

  

 

（２）被ばく低減対策 

・避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業【原子力規制庁】（再掲） 

・原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 【原子力規制庁】 

・放射性物質環境汚染状況監視等調査研究に必要な経費【原子力規制庁】 

・福島再生加速化交付金（個人線量管理・線量低減活動支援事業）【内閣府】（再掲） 

・放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施【環境省】 

・独立行政法人国立環境研究所運営費【環境省】 

・福島再生加速化交付金（生活環境向上支援事業）【復興庁】 

・食品中の放射性物質に係るモニタリング検査計画策定推進経費【厚生労働省】 

・放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策【農林水産省】 

・放射性物質影響調査推進事業【農林水産省】 

・学校給食安心対策事業【文部科学省】 

・地方消費者行政活性化事業（地方消費者行政活性化基金）【消費者庁】 

・放射性物質検査機器貸与事業【消費者庁】 

・児童福祉施設等での給食検査（安心こども基金）【厚生労働省】 

  

                         
13 平成 25 年度補正予算までに措置された事業のほか、平成 26 年度予算編成において要求中のもの

を含む。 
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（３）健康不安対策 

・県民健康管理調査（県民健康管理基金）【環境省】（再掲） 

・介護基盤緊急整備等臨時特例基金（被災地健康支援事業）【厚生労働省】 

・被災者の心のケア支援事業【厚生労働省】 

・健康診査や健康相談の機会を通じた生活習慣病対策【厚生労働省】 

・がん検診の受診率向上の推進【厚生労働省】 

・東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査に必要な経費【厚生労働省】 

・ふくしまっ子体験活動応援補助事業（原子力被害応急対策基金）【内閣府】 

・福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業【文部科学省】 

・福島再生加速化交付金（個人線量管理・線量低減活動支援事業）【内閣府】（再掲） 

・緊急スクールカウンセラー等派遣事業【文部科学省】 

・親を亡くした子ども等への相談・援助事業（安心こども基金）【厚生労働省】 

・遊具の設置や子育てイベントの開催（安心こども基金）【厚生労働省】 

・低線量被ばくによる健康影響に係る調査研究【原子力規制庁】 

・独立行政法人放射線医学総合研究所運営費【文部科学省】 

 

（４）住民にとって分かりやすく正確なリスクコミュニケーション 

・個人線量に基づく放射線健康不安対策事業【環境省】 

・食品と放射能に関するリスクコミュニケーション【消費者庁】 

・放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究事業【環境省】（再掲） 

・県民健康管理調査支援のための人材育成事業【環境省】 

・食品安全に関するリスクコミュニケーション事業【厚生労働省】 

・リスクコミュニケーション実施経費【内閣府食品安全委員会】 

・地方消費者行政活性化事業（地方消費者行政活性化基金）【消費者庁】（再掲） 

・放射線による健康影響等に関する資料作成及び保健医療関係者等に対する研修会の講

師育成事業【環境省】 

・放射線による健康不安の軽減等に資する人材育成事業及び住民参加型プログラムの開

発【環境省】 

・独立行政法人放射線医学総合研究所運営費【文部科学省】（再掲） 

・独立行政法人日本原子力研究開発機構運営費【文部科学省】 

・新教育課程説明会等【文部科学省】 

・学校教育における放射線に関する教育の支援【文部科学省】 

・政府広報の実施【内閣府】 

・個別相談受付体制整備事業【原子力規制庁】 



 

 
 

 
 

原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について 

 
 

平成２８年１２月２０日 
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原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針 
 

 
 

はじめに 
 

原子力災害からの福島の復興・再生を加速させ、一日も早い住民
の方々の生活再建や地域の再生を可能にしていくため、政府は、平

成 27年６月、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（以下「指
針」）を改訂し、早期帰還支援と新生活支援の両面の取組の強化、事

業・生業や生活の再建・自立に向けた取組の大幅な拡充、東京電力
福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」）の廃止措置等に向け

たより安定的で持続的な対応等について、国として取り組むべき方
向性を明らかにした。 

これまでの取組により、福島の復興・再生は一歩一歩着実な進展
を見せている。具体的には、平成 27年６月の改訂以降、帰還困難区

域以外の区域において、楢葉町、葛尾村、川内村及び南相馬市の避
難指示の解除が実現し、住民の方々の故郷への帰還が可能となった。

また、飯舘村及び川俣町についても来年３月の避難指示の解除を決
定し、住民の方々の故郷への帰還に向けた道筋がついてきた。被災

事業者の自立に向けては、平成 27年８月に発足した「福島相双復興
官民合同チーム」が事業者の個別訪問を行い、現場で汲み取ったニ

ーズを踏まえた支援策を展開している。除染・中間貯蔵については、
除染実施計画に基づく除染等の措置の加速化に向けた取組を進めて

いるとともに、大熊町及び双葉町の協力を頂きながら、中間貯蔵施
設の整備と除去土壌等の搬入を進めている。福島第一原発の廃炉・

汚染水対策については、サブドレンの稼働、海側遮水壁の閉合完了、
凍土壁の海側における凍結完了、ロボットや宇宙線（ミュオン）に

よる格納容器内部の状況把握等が進んでいる。 

 

このように、復興に向けた取組の具体的な進展がみられるものの、
復興の進捗にはいまだばらつきがある。５年９ヶ月以上の長期にわ

たる避難状態の継続に伴って、新たな課題も顕在化してきている。
住民の方々が復興の進展を実感できるようにするためには、被災地
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域の実情を踏まえて、対策を更に充実させていく必要がある。与党

から政府に対しても、本年８月に復興の加速に向けた提言 1が行われ
ている。 

 
以上のような状況を踏まえ、原子力災害からの福島の復興・再生

を一層加速していくため、「原子力災害からの福島復興の加速のため
の基本指針」（以下「基本指針」）を策定し、必要な対策の追加・拡

充を行うこととする。具体的には、早期帰還支援と新生活支援の両
面の対策をより一層深化させるとともに、事業・生業や生活の再建・

自立に向けた取組を拡充する。帰還困難区域については、たとえ長
い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示

解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、放射線
量をはじめ多くの課題があることも踏まえ、可能なところから着実

かつ段階的に、政府一丸となって、帰還困難区域の一日も早い復興
を目指して取り組んでいくこととする。復興事業を平成 29年度ので

きるだけ早期に着手できるようにするため、特定復興拠点等の整備
に向けた制度を構築する。また、原子力災害からの復興については、

引き続き国が前面に立って、その役割を果たしていく一方、東京電
力が、福島の方々が安心し、国民が納得し、現場が気概を持って働

けるような経営改革を行い、自らの責任を果たさなければ、国民の
理解を得ることはできない。復興の進捗とあいまって、廃炉・賠償

等の事故対応費用の見通しが明らかになりつつあることを踏まえて、
改めて国と東京電力の役割分担を明確化する。 

 

  

                                              
1 「東日本大震災 復興加速化のための第６次提言 ～復興・創生への道筋を明示～」（平

成 28 年８月 24 日 自由民主党・公明党） 
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１．避難指示の解除と帰還に向けた取組を拡充する 

 
 田村市、川内村、楢葉町、葛尾村、南相馬市、飯舘村及び川俣町

では避難指示解除準備区域・居住制限区域の避難指示解除が決定さ
れ、富岡町、浪江町の避難指示解除準備区域・居住制限区域につい

ても、平成 29年３月末までの避難指示解除に向けた取組が本格化し
ている。今後の避難指示解除及び解除後の本格復興を更に推し進め

るため、インフラや生活関連サービスの復旧、子どもの生活環境を
中心とする除染作業を加速するとともに、放射線の健康影響等に関

する安全・安心対策をこれまで以上にきめ細かく講じていく。また、
住民の方々が自立的に生活再建を進めていくことが可能となるよう、

きめ細かな生活支援策を強化する。さらに、避難指示の解除及び解
除後の復興を進めてきた中で浮き彫りとなってきた、行政（教育、

行政サービス等）、生活（放射線不安、住宅、医療等）、産業（事業
再建、雇用等）等の各分野における諸課題の解決に向けて、これま

でに得た知見を活かしながら、国と地元が一体となって、あらゆる
施策を総動員して取り組んでいく。 

 
 

（１）帰還に向けた安全・安心対策 
 

故郷への帰還に向けて、住民の方々の放射線の健康影響等に関
する不安に一層きめ細かく応えていくため、「帰還に向けた安全・

安心対策に関する基本的考え方」2を踏まえた総合的・重層的な防
護措置の取組を、今後とも国が、将来にわたり責任をもって、き

め細かく着実に進めていく。 
 

具体的には、女性や子どもを含む住民の方々の放射線不安に対
するきめ細かな対応については、御要望等に応じた生活圏の線量

モニタリング、個人線量の把握・管理体制の整備や放射線相談員
による相談体制の整備を引き続き進める。放射線相談の活動につ

いては、それぞれの市町村の状況に応じた多様なニーズに対応で
きるよう、「放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター」

等により、自治体による相談体制の改善を支援していく。加えて、
                                              
2 「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」（平成 25 年 11月 20日 原子力規

制委員会） 
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放射線相談員のみならず、生活支援相談員や学校教員などの住民

の方々との接点が多い方々に対しても、放射線知識の研修や専門
家によるバックアップ体制の構築などのサポートを強化し、様々

な場面で住民の方々から寄せられる放射線不安に対して、適切な
現場対応が行える体制を整える。 

また、避難生活の長期化等や放射線による健康不安に適切に対
応するため、福島県による県民健康調査の実施を継続的に支援す

る。さらに、福島復興再生特別措置法（以下「福島特措法」）の趣
旨を踏まえ、健康不安の解消に資する取組、震災後の生活習慣変

化による健康影響への取組及び被災地域における地域医療再生へ
の取組に対する支援を強化し、子どもをはじめとする住民の健康

を守る取組を持続的かつ着実に推進する。 
 

リスクコミュニケーションについては、「帰還に向けた放射線リ
スクコミュニケーションに関する施策パッケージ」3に基づく取組

をフォローアップし、関係省庁における取組を強化するとともに、
既に実施されている効果的な事例の横展開を図りつつ、地元ニー

ズに応じた取組を支援していく。 
 

生活支援相談員については、避難先での支援を行うだけでなく、
住民の方々のふるさとへの帰還後も見守り・相談対応を継続でき

るよう、支援対象の明確化を図るとともに、見守り相談支援従事
者の資質向上につながる資格取得等の研修等の周知を通じて、相

談員のなり手の確保を後押しする。また、相談員が得た住民や地
域の課題を解決するため、支援策の紹介や関係省庁との連携促進

を図る。さらに、先に帰還した住民の方々の生活実態について、
避難者等への情報発信の促進を図る。 

  
以上の対策については、地元の実情や住民の方々の御意向を十

分に踏まえながら実施するとともに、現場の実態に即して必要な
見直し・拡充を行う。 

こうした取組を通じて、個人が受ける追加被ばく線量を、長期
目標として、年間１ミリシーベルト以下になることを目指してい

く。さらに、線量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえ
                                              
3 「帰還に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージ」（平成 26 年２

月 18 日 復興庁・環境省） 
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た我が国の対応について、引き続き住民の方々への丁寧な説明を

行い、正確な理解の浸透に努める。 
 

 
（２）復興の動きと連携した除染の推進及び中間貯蔵施設の整備等 
 

除染及び中間貯蔵施設の整備並びに放射性物質に汚染された廃

棄物の処理は、福島の復興にとって極めて重要であり、引き続き政

府一丸となって、全力で取り組むべき課題である。 
 

除染については、国直轄・市町村除染の実施対象である全ての

地域で平成 28年度末までに除染実施計画に基づく面的除染を完了
させるべく、自治体とも連携して全力で取り組む。また、フォロ

ーアップ除染や遮蔽土などの有効利用・処分などの必要な措置を、
関係省庁の協力の下、自治体と連携し、復興の動きと連動しつつ

効果的に進める。 
 

中間貯蔵施設は福島の復興に不可欠な施設であり、国が県・市町
村と連携して取組を進めていく。中間貯蔵施設事業については、予

定地の大半の用地について物件調査を終了するとともに、昨年度ま

でにパイロット輸送として５万㎥程度の除染土壌等の搬入を行い、

今年度からは除染土壌等の輸送量を段階的に拡大するなど、着実に
進捗してきている。さらに、大熊町及び双葉町の協力を頂き、町有

地を活用した保管場への福島県内の学校等からの除染土壌等の搬

出が可能となり、その作業が進んでいる。本年 11月には土壌貯蔵
施設等の本格的な施設の整備に着手した。 

今後、平成 32年度までに、少なくとも住宅や学校など身近な場

所にある除染土壌等に相当する量を搬入するとともに、用地取得等
を最大限進め、幹線道路沿いにある除染土壌等に相当する量を中間

貯蔵施設へ搬入するよう取組を進めていく。また、最終処分量の低

減を図るため、減容技術の開発・実証等を進めるとともに、再生利
用先の創出等に関し、関係省庁等が連携して取組を進める。 

 

福島県の指定廃棄物の処理については、本年４月に既存の管理型

処分場が国有化されるとともに、６月には安全確保に関する協定が
締結されたところであり、今後、安全・安心に万全を期しつつ、既
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存の管理型処分場への早期の搬入に取り組む。また、除染廃棄物等

を含めて仮設焼却施設の有効活用について検討する。 
除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理に関して、平成

28年９月 30日、復興庁及び環境省は、対応方針 4を取りまとめた。

この対応方針に基づき、国、県、市町村が一体となって取組を進め

ていく 。 
なお、放射性物質汚染対策については、発災後、議員立法で成立

した特別措置法 5を実施するために急ごしらえで整備した体制を抜

本的に見直し、汚染物処理の加速化に向け、災害廃棄物対応などと
あわせ、推進体制の一元化・充実を図り、柔軟かつ突破力に満ちた

解決力の向上を目指した組織改革を行う。 

 
 

（３）避難指示解除に向けた取組と解除後の生活支援策の充実 
 

① 避難指示解除に向けた取組 
 

平成 27年６月に改訂した指針で示された、除染、インフラや生
活に密着したサービスの復旧などの加速に政府一体となって取り

組んできた結果、避難指示解除準備区域・居住制限区域について
は、遅くとも事故から６年後（平成 29年３月）までの避難指示解

除に向けた道筋がついてきた。 
富岡町、浪江町の避難指示解除準備区域・居住制限区域につい

ても、遅くとも平成 29年３月末までに避難指示を解除し、住民の
方々の帰還が可能となるよう、関係省庁があらゆる施策を総動員

して取り組む。 
 具体的には、富岡町については、町が表明している「平成 29年

４月の帰還開始」を着実に実現できるよう、帰還できる環境の整
備に向け、関係省庁が総力を挙げて、フォローアップ除染の徹底、

家屋解体の加速、インフラ復旧・生活関連サービスの整備等の取
組を進める。 

                                              
4 「除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理の対応方針」（平成 28 年９月 30 日 復

興庁・環境省） 
5 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に

より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年法

律第 110 号） 
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また、浪江町についても、町が表明している平成 29年３月の避

難指示解除目標に向けて、関係省庁が総力を挙げて、除染の着実
な完了、比較的線量が高い地域の線量低減、家屋解体の加速、イ

ンフラ復旧・生活関連サービスの整備等の取組を進める。 
 

② 帰還する方々への生活環境整備及び当面帰還できない方々へ
の支援 

 
避難指示解除及び帰還の進展に伴って、住民の方々が自立的に

生活を再建していくことが可能となるよう、きめ細かな生活支援
や事業・生業再開への支援を強化するとともに、帰還する住民の

方々が安心して生活できる環境の整備に万全を期す。 
 

住民の方々の生きがいづくりやふるさとへのつながり意識の保
持を図りつつ、荒廃抑制のための清掃や除草、防犯パトロールの

強化など避難指示区域等で増大するニーズにきめ細かく対応でき
るよう、住民の方々の参画も念頭に置きながら、福島生活環境整

備・帰還再生加速事業の拡充を図る。 
 

住民の方々が故郷での生活を速やかに再開できるよう、国によ
る解体作業の迅速な実施や、住宅修繕等を担う事業者に対する放

射線不安対策を実施し、十分な数の事業者の確保に取り組む。 
  

住民の方々が必要な医療・介護サービスを受けられるよう、医
療・介護人材の確保や地域への二次救急医療機関の着実な整備、

迅速な救急搬送体制の整備に取り組む。また、不足診療科目や薬
局の確保、地域で介護人材を育成できる体制構築を促進し、より

きめ細かな対応を図り、関係省庁と県や市町村等が連携して、地
元の声を踏まえた課題の解決を行っていく。 

住民の方々が日常的な買い物ができる商店の開業支援、住民の
方々の生活の足を確保できるような地域全体の公共交通の活性

化・移動手段、生活に欠かせない飲料水の安全・安心確保、イノ
シシ等の鳥獣対策等への支援等に取り組む。 

 
学校が地元で早期に再開することで、若者・子育て世帯を中心

とした住民の方々の帰還が促進されるよう、避難指示を解除した
地域において、施設・設備整備や通学手段確保への支援や教職員
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の増員等のきめ細かな教育環境の整備を進める。さらに、英語教

育やＩＣＴ教育の充実、「ふるさと創造学」など特色ある教育への
支援等、魅力ある教育づくりに向けて、国、県、市町村が一体と

なって取り組み、地元の声を踏まえた課題の解決を行っていく。 
 

避難指示が出された地域の復旧・復興の進展に伴う仮設住宅か
ら恒久住宅への移行に向けては、住民への情報提供、相談等を通

じた住宅・生活再建支援を行っていくこととし、それに向けた県
の取組について、国としても支援していく。 

 
一方で、ふるさとへの思いを持ちながら、やむを得ず当面帰還

できない住民の方々に対しても、避難先での生活に対するきめ細
かな支援を行う。 

具体的には、長期避難者の生活拠点の形成のため、福島県が策
定している整備計画に基づき災害公営住宅の整備が図られるよう、

引き続き国として支援する。 
あわせて、原発事故により住んでいた町から避難している子ど

もたちが、今なお避難先でいじめに遭うような事例も見受けられ
ることから、教職員等を対象とした研修を強化するなど、特に子

どもに対して差別や偏見が向けられない効果的な対策を講じると
ともに、いじめに遭った子どもの心のケア等の取組を進める。 

また、避難生活の長期化に伴って見守り、生活支援等に対する
ニーズが高まっている状況を踏まえ、被災者支援総合交付金によ

る見守りや相談支援、コミュニティ形成支援、高齢者等の日常生
活サポート、住宅・生活再建に向けた相談対応、避難先での生活

支援を行うＮＰＯなどへの支援等を行うほか、避難指示区域等に
おける医療費等の窓口負担・保険料の減免に必要な支援などを行

っていく。 
 

国の支援策の運用について、採択審査をより迅速に進めるとと
もに、過去の採択案件について関係者により丁寧に情報提供を行

うなど、自治体など関係者が国の支援策を活用しやすい環境を整
えていく。 
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２．帰還困難区域の復興に取り組む 

 
 帰還困難区域の取扱いについては、新たに「帰還困難区域の取扱

いに関する考え方」6において、５年を目途に、線量の低下状況も踏
まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「復興拠

点」（以下「特定復興拠点」）の整備等について、基本的な考え方を
示した。 

 
 

（１）帰還困難区域における特定復興拠点等の整備 
 

この考え方を具体化するため、特定復興拠点を整備する計画（以
下「整備計画」）を県と協議した上で市町村が策定し、国の認定を受

けた場合、一団地の復興再生拠点整備制度や道路の新設等のインフ
ラ事業の国による事業代行、事業再開に必要な設備投資等に係る課

税の特例を特定復興拠点においても活用できるようにする等、必要
な措置を盛り込んだ福島特措法の改正法案を、次期通常国会に提出

する。加えて、平成 29年度から、特定復興拠点の復興事業に要する
予算・税制等の措置を講じる。 

 
整備計画の枠組み策定に当たっては、特定復興拠点の整備に係る

除染・解体事業についても、避難指示解除後の土地利用を想定した
整備計画の下で実施することとし、除染とインフラ整備を一体的に

行う仕組みを整える。あわせて、実施に必要な体制を整備する。 
 

整備計画の実施に係る除染費用相当部分等を含む費用負担につい
ては、次のとおり整理する。 

 
・平成 23年 12月に警戒区域と計画的避難区域の見直しを行った

際、避難指示解除準備区域や居住制限区域は、住民の帰還を目
指すことを目標として設定されたのに対し、帰還困難区域は、

「将来にわたって居住を制限することを原則とした区域」とし
て設定された。 

 
                                              
6 「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」（平成 28年 8 月 31 日 原子力災害対策本部、

復興推進会議） 
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・こうした政府方針や、それに基づき原子力損害賠償紛争審査会

が策定した中間指針などを踏まえ、東京電力は帰還困難区域の
全域・全住民に対して、当該区域での居住が長期にわたってで

きなくなることを前提として、賠償を既に実施してきている。 
 

・こうした中、本年８月、当該区域内で放射線量が低下している
ことや、帰還を希望される住民の強い思いを背景とする地元か

らの要望、与党からの提言を踏まえて、政府は今まで示してき
た方針から前に踏み出す形で、新たに住民の居住を目指す特定

復興拠点を整備する方針を示した。 
 

・特定復興拠点の整備は、こうした国の新たな政策的決定を踏ま
え、復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施する

ものであるため、東京電力に求償せずに国の負担において行う
ものとする。 

 
当面の整備計画の実施に係る予算については、東日本大震災復興

特別会計において措置する。その上で、整備計画に基づいて実施さ
れる除染・解体事業は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性
物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づく事業

とは区別して整理した上で国が実施し、インフラ整備事業について
は国において必要な措置を講じ、市町村等において実施するものと

する。 
 

また、特定復興拠点の整備を含む除染や中間貯蔵施設の整備に当
たっては、福島復興を加速する観点から、全体工程の効率化等の取

組に、関係各省庁が協力して連絡調整等の態勢を整える。また、国
は、東京電力に福島復興に向けた責任を貫徹させていく観点から、

除染を含む特定復興拠点の整備に係る取組について、東京電力が最
大限の人的協力を行うよう指導を行う。 

 
なお、特定復興拠点を設定することが困難な市町村については、

地域の実情に応じた支援の在り方を引き続き柔軟に検討する。 
 

 
（２）長期避難者の支援 
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ふるさとへの思いを持ちながら地元を離れて生活をする方々に対
する生きがいづくりや、ふるさとへのつながり意識の保持、帰還困

難区域等における荒廃抑制及び保全対策等を図るため、福島生活環
境整備・帰還再生加速事業の拡充など、必要な予算を措置する。 

また、避難生活の長期化に伴って見守り活動などの生活サポート
等に対するニーズが高まっている状況を踏まえ、きめ細かい支援を

行うべく、被災者支援総合交付金を活用した、見守りや相談対応、
被災者の交流会や市民農園等のコミュニティ形成への支援、移動支

援を含めた高齢者等の日常生活のサポート、住宅・生活再建に向け
た相談対応、避難先での生活支援を行うＮＰＯなどへの支援等を行

うほか、避難指示区域等における医療費等の窓口負担・保険料の減
免に必要な支援など、避難先における生活支援の取組を復興・創生

期間を通じて継続的に後押ししていく。 
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３．新たな生活の開始に向けた取組等を拡充する 

 
 福島イノベーション・コースト構想に基づき、浜通り地域におけ

る産業集積の実現に向けて、ロボットテストフィールド等の各拠点
の整備を進めると同時に、同構想の推進に向けた関係者による協議

会の創設等により、関係主体が連携した広域的かつ横断的な取組を
進めていく。あわせて、福島全県を未来の新エネ社会を先取りする

モデルの創出拠点とする「福島新エネ社会構想」に基づく取組を着
実に推進する。また、ＪＲ常磐線の平成 31年度末までの全線開通に

向けた取組を実施していく。加えて、各市町村の帰還環境整備に取
り組む法人（まちづくり会社等）については、その活動を後押しす

るため、福島特措法に位置付ける。 
これらにより、新たな生活の開始に向けた環境整備を加速化して

いく。 
 

 
（１）双葉郡をはじめとする避難指示区域等の中長期・広域の将来像 

 
① 中長期・広域の将来像 

 
福島イノベーション・コースト構想の実現を通じた浜通り地域の

広域的かつ自立的な復興に向けて、廃炉研究開発、ロボット研究・
実証、情報発信拠点(アーカイブ拠点)、国際産学連携等の各拠点の

整備を進めるとともに、環境・リサイクル分野、再生可能エネルギ
ー等のエネルギー分野、農林水産分野に係るプロジェクトの具体化

を着実に進める。 
  特に、災害現場への搬送や防災の研修・訓練等の機器としての

活用も期待される災害用ロボットの開発への貢献にも資するロボ
ット研究・実証を行うため、ロボットテストフィールドや国際産

学共同施設の整備を着実に進める。 
 

加えて、浜通り地域における産業集積の実現に向けて、実用化開
発等の一層の促進や、拠点の強みを最大限に活かした交流人口の増

加、浜通り地域に進出する企業に対する支援により、新たな企業の
呼び込みを図る。 

 その際、福島相双復興官民合同チームとも連携しながら、新たな
企業が浜通り地域に求める技術ニーズと地元事業者の技術シーズ
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等のマッチングを後押しするなど、両者のビジネス機会の創出に向

けた支援に取り組む。 
 

 あわせて、住居・宿舎・交通等のインフラに係るニーズ調査及び
それを踏まえた対応の検討など、福島イノベーション・コースト構

想の実現に向けた各拠点の周辺環境の整備を進める。 
 

 また、楢葉遠隔技術開発センター、廃炉国際共同研究センター国
際共同研究棟(富岡町)、大熊分析・研究センターなどの廃炉研究開

発拠点の運営主体である国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構は、幅広い関係者の叡智を結集して、各拠点における廃炉研究開

発を着実に進めるとともに、持てる設備や技術的知見を活用し、新
技術、新産業の創出を支援することで、浜通り地域の産業復興に貢

献する。特に、廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟について
は、平成 29 年４月の供用開始以降、拠点周辺での積極的な研究活

動等を通じて、まちの復興の一翼を担っていく。 
 

さらに、福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた多岐
にわたる課題を政府全体で解決していくため、福島特措法に基づく

計画に同構想に係る取組を位置付け、関係省庁による具体的な連携
体制の構築等を進める閣僚級の会議体の創設や、関係省庁、県等が

参画して同構想の推進に関する基本的な方針を共有していく場と
しての協議会を創設する。加えて、民間企業も含めた関係主体間の

有機的かつ広域的な連携体制の整備を通じて、横断的に取組を進め
る。 

 
福島 12 市町村の将来像については、東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催される 2020年までのロードマップに従い、関係市
町村間の連携強化等の取組の具体化を進める。具体化に当たっては、

横断的かつ広域的な視野から取り組むとともに、行政はもとより、
民間企業、大学等の研究・教育機関、ＮＰＯ、地域住民等の多様な

主体が連携して取り組む。 
     
② 福島新エネ社会構想の推進 
 

福島全県を未来の新エネ社会を先取りするモデルの創出拠点と
する「福島新エネ社会構想」に基づき、再生可能エネルギーの最
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大限の導入拡大を図るとともに、再生可能エネルギーから水素を

「作り」、「貯め・運び」、「使う」実証や、県内におけるスマート
コミュニティの構築に向けた取組を推進する。 

 
③ 広域インフラの整備 

 
福島県浜通り地方を縦断し、首都圏とも直結する重要な交通イ

ンフラであるＪＲ常磐線については、平成 28年３月に公表したＪ
Ｒ常磐線の全線開通の見通し等に基づき、関係者間で緊密に連携

し、平成 31年度末までの全線開通を目指す。あわせて、一般通行
を再開した国道６号や、全線開通した常磐自動車道については、

放射線量等の情報提供を引き続き行う。また、常磐自動車道の一
部４車線化の復興・創生期間での完成を目指すとともに、大熊Ｉ

Ｃ、双葉ＩＣの整備を推進する。 
 

 
（２）復興拠点の整備等の加速 

 
上記の中長期・広域の将来像を念頭に置きつつ、避難指示区域

等において現在進められている復興拠点や生活インフラの整備を
引き続き着実に進めるとともに、帰還困難区域における新たな特

定復興拠点の整備等に取り組む。 
また、各市町村において、まちの復興やコミュニティ再生等の

帰還環境の整備に取り組む法人（まちづくり会社等）の取組を後
押しするため、当該法人を福島特措法に位置付ける。 

なお、国は、東京電力に福島復興に向けた責任を貫徹させてい
く観点から、まちづくり会社等による主体的な取組について、東

京電力が最大限の人的協力を行うよう指導を行う。 
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４．事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡充する 

 
 避難指示の解除に併せて、住民や事業者の方々の故郷への帰還と、

事業・生業の再建を進めることは、喫緊の課題である。この観点か
ら、平成 27年６月に改訂した指針では、平成 27年度・28年度の２

年間において、特に集中的に自立支援施策を展開することとした。
その一環として、平成 27年８月に、被災事業者の方々の置かれてい

る状況に寄り添った支援策を実施する新たな主体として、福島相双
復興官民合同チームを設立した。特に商工業については、同チーム

が、事業者の方々への個別訪問を通じて把握した多様なニーズを踏
まえて政府が支援策の強化・改善を進め、それを通じた事業・生業

の再建が進展しつつある。 
他方、まち機能や商圏の回復の遅れへの対応、特に厳しい環境に

置かれた帰還困難区域の事業者の方々に対するサポート、農林水産
業における営農再開の促進や根強い風評被害の払拭等といった多く

の課題が残っている状況を踏まえ、支援策をより一層拡充し、事業・

生業や生活の再建・自立に向けた取組を、より一層加速化していく。 

特に、農林水産業については、事故から５年９ヶ月が経った現在
においても、再開に至れていない営農者の方々も多いことに加え、

福島県産の農林水産品に対する風評被害が残っている。こうした状
況を念頭に、国は、農林水産業の再生と販路の回復を一体的に進め

るべく、県や農業関係者等との協力の下、営農再開や風評被害の払
拭に向けた対策の抜本的な強化を行う。 
 

 

（１）福島相双復興官民合同チームの体制強化 
 

福島相双復興官民合同チームは、これまでに 4,400を超える事

業者を個別に訪問した。政府が、訪問を通じて収集した声をもと
に新たな支援策を措置し、福島相双復興官民合同チームが事業者

の方々にきめ細かな活用支援を行うことで、事業・生業の再建が
徐々に進みつつある。他方、地域によって復興の状況は異なるた

め、福島相双復興官民合同チームは、今後とも、個々の実情を踏
まえたきめ細やかな対応を粘り強く続けていく必要がある。 

このため、福島相双復興官民合同チームが継続的・持続的に活
動できるよう、その中核である福島相双復興推進機構を福島特措

法に位置付け、国の職員の同機構への派遣を可能とするなど、国・



 

16 
 

県・民間が一体となって人員等を手当てすることで、組織の一元

化を図るとともに、平成 29年度以降においても引き続き腰を据え
た支援を行う体制を整える。また、引き続き被災事業者の自立支

援を業務の中心としつつ、まち機能の回復・活性化等のより長期
的な課題についても支援を行えるよう、機能の強化・充実を図る。 

農業分野については、速やかに営農再開ができるように、福島
相双復興官民合同チーム営農再開グループが市町村等を 600回以

上訪問し、集落座談会における営農再開支援策の説明、地域農業
の将来像の策定、将来像の実現に向けた農業者の取組を支援して

いる。 
さらに、今年７月から、福島県・市町村・農林水産省が連携し

て、これまでに被災 12市町村の 500名を超える認定農業者を個別
に訪問し、要望調査や支援策の説明を行う取組を行っている。 

今後、営農再開を加速化するため、農業者への個別訪問活動を
行う体制の強化を図る。 

 
 

（２）事業・生業の再建・自立、生活の再構築のための取組の充実 
 

国は、被災 12市町村への新たな企業・人材の呼び込みや、事業
再開や新規立地の動きとまち機能の回復・活性化との連携といった

視点を踏まえつつ、事業・生業の再建・自立や生活の再構築に向け
た支援を強化する。 

 
① 事業・生業の再建・自立のための支援策の強化 

 
避難指示解除に向けた動きが進む中、引き続き、設備投資への

支援等を通じて、事業者の帰還・事業再開や自立を支援していく。
また、被災地域において人手不足が深刻化している状況を踏まえ、

引き続き国と地方自治体が連携して、人材確保に向けた対策を実
施していく。さらに、帰還困難区域の事業者の方々に対しては、

事業再開の後押しに向けて、直ちに故郷に帰還して事業を再開す
ることが難しいという御事情に配慮した適切な措置を講じる。な

お、事業再開に至らなかった方々等に対して、福島相双復興官民
合同チームによる個別訪問時に地域での交流機会の紹介やまちづ

くりに資する仕事の紹介を行うなど、帰還後のコミュニティ再生
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や新しい生きがい創出に向けて、引き続き、地元のニーズに応じ

たきめ細かな対策を行う。 
 

② 企業・人材の呼び込み等を通じた、まち機能の回復 
 

住民の方々が帰還できる環境を早急に整えるべく、働く場所、
買い物をする場所といった、まちとして備えるべき機能の創出に

向けて、新規創業者や被災 12市町村に新たに入ってくる事業者の
呼び込みを後押しし、事業展開を支援する。 

また、企業の事業再開や新規立地等に関して福島相双復興官民
合同チームが蓄積してきた知見も活かしつつ、各市町村に対して、

まちづくり計画の実現に向けた支援、まちづくり会社等の創設及
び運営等への支援や、事業者の方々に支援策の活用を促すための

支援などを行う。 
 

③ 商工会・商工会議所等への支援 
 

国は、引き続き、被災 12市町村の商工会・商工会議所等の活動
に対する支援を行うとともに、福島相双復興官民合同チームと商

工会・商工会議所等の連携強化を通じた支援策の活用促進に向け
て取り組んでいく。 

 
④ 農林水産業再生のための支援策 

 
国は、福島県の営農再開に向けて、引き続き、福島相双復興官

民合同チームの営農再開グループに参加して、市町村における農
業者の意向把握や地域農業の将来像の策定を支援する。また、そ

の将来像の実現に向けて、除染の進捗状況に合わせた農業関連イ
ンフラの復旧、除染後の農地の保全管理、鳥獣害防止対策、放射

性物質の吸収抑制対策、ため池等の放射性物質対策、農業用機械・
施設のリース導入、新たな農業への転換等を支援する。 

避難指示の解除や帰還困難区域における特定復興拠点の整備等
の状況も踏まえながら、今年７月から実施してきた認定農業者へ

の個別訪問活動のフォローアップと個別訪問する農業者の対象拡
大で丁寧に課題を把握し、28年度補正予算で措置した個別農業者

の農業用機械・施設、家畜の導入等に対する支援、農地の紹介等
により支援の充実に努める。また、森林・林業の再生に向けて、「福
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島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」7に基づき、国は、

県・市町村と連携しつつ、住民の理解を得ながら、生活環境の安
全・安心の確保、里山の再生、奥山等の林業の再生に向けた取組

や、調査研究等の将来に向けた取組、情報発信等の取組を着実に
進めていく。特に、里山再生モデル事業については、地域の要望

を踏まえて、里山再生を進めるための取組を総合的に推進し、そ
の成果を的確な対策の実施に反映する。なお、同事業について、

将来的には、特定復興拠点等整備の進捗等に応じて帰還困難区域
で実施することも視野に入れて検討を進めていく。さらに、木材

の需要拡大と安定供給の確保に取り組む。 
漁業の本格的な操業再開に向けて、簡便・迅速な放射線量検査

体制の確立等の支援を行う。また、水産加工品の新規開発や輸出
促進等に向けた取組を加速する。 

 
 

（３）風評被害対策等 
 

「風評対策強化指針」8に基づく取組について、各種国際会議等
の場を活用するなど、風評対策を強力に推進するとともに、より

効果的な対策となるよう不断の見直しを行う。その際、国内外の
幅広い者や子どもたちに向けて、廃炉・汚染水対策を含めた福島

の現状や放射線リスクに関する正しい情報提供を積極的に展開す
るとともに、学校における放射線に関する教育の支援を進める。

また、農林水産業における放射性物質対策の支援や諸外国・地域
に対する国による働きかけなど、国外における輸入規制の緩和・

撤廃に向けた取組を、関係省庁が連携して推進する。 
特に、農林水産物等については、生産から流通・販売に至るま

で風評の払拭に必要な支援をすることにより、安全性についての
消費者の正しい理解を促進し、ブランド力を回復する。 

具体的には、生産段階では、生産者の第三者認証ＧＡＰ等の導
入、有機農産物等の環境にやさしい農産物の生産拡大、水産エコ

ラベルの取得、水産物の高鮮度化による付加価値向上などに必要

                                              
7 「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」（平成 28年３月９日 復興庁・農林水

産省・環境省） 
8 「風評対策強化指針」（平成 26 年６月 23 日 復興庁） 
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な取組を支援する。また、農林水産物等の放射性物質の検査、米

の全量全袋検査などの産地の自主検査と結果の公表を支援する。 
流通・販売段階では、販路開拓等に必要なコンサルティングに

よる指導を支援する。また、量販店の販売コーナーの設置、ポイ
ントキャンペーンの実施、商談会の開催等を支援する。 

これらに加えて、流通段階の風評被害の実態と要因の調査と、
その調査結果に基づく適切な措置を行うこととし、その旨を法的

に位置付ける。また、国が県、農業関係団体等と、風評被害の実
態や施策の効果を継続的に検証する体制を設ける。 

 
 

（４）農林業賠償等 
 

農林業の営業損害・風評被害への賠償等については、本年９月
の東京電力による素案の提示以降、地元農林業関係者が見直しの

要望を行うとともに、本年 11月には、与党での検討を経て、自由
民主党東日本大震災復興加速化本部長からも、国及び東京電力に

対して見直しの申入れ 9が行われている。以上のような状況を踏ま
え、損害がある限り賠償するという方針の下、農林業の風評被害

が当面は継続する可能性が高いとの認識に基づき、引き続き適切
な賠償を行うよう、国は東京電力に対して指導を行う。また、国

による営農再開支援や風評払拭に向けた取組に対して、東京電力
が適切に協力するよう指導を行う。 

 

                                              
9 「福島第一原子力発電所事故からの農林業再生に係る申入れ」（平成 28年 11 月 30日自由

民主党東日本大震災復興加速化本部長） 
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５．廃炉・汚染水対策に万全を期す 

 
福島第一原発の廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施は、福島

再生の大前提である。対策に一部の遅れや課題はあるものの、全体
としては進捗してきているが、廃炉に向けた対応をより安定的で持

続的に進める必要がある。 
このため、引き続き、国は前面に立って、現場状況や研究開発成

果等を踏まえ、中長期ロードマップ 10に継続的な検証を加えつつ、必
要な対応を安全かつ着実に進める。 

 
 

（１）予防的・重層的な汚染水対策をはじめとするリスク低減 
 

福島第一原発の廃止措置等に向けては、安全確保を大前提に、長

期的にそれぞれのリスクが確実に下がるよう、優先順位を付けて、
対応していく。 

汚染水対策については、サブドレンの稼働開始や海側遮水壁の閉

合完了、凍土壁の海側における凍結完了など、取組には一定の進展
がみられる。引き続き、中長期ロードマップに基づき、予防的・重

層的な対策に取り組んでいく。 
特に、タンクに貯蔵している高性能多核種除去設備等による処理

水の取扱いについては、安全性、技術の成立性、風評被害などの社
会的な観点等も含めた総合的な検討を進める。 

 

 

（２）中長期的な廃炉を支える環境整備・体制強化 
 

国は、廃炉に向けて、工程を適切に管理し、技術的難易度が高
く、国が前面に立つことが必要な研究開発を支援する。また、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構による楢葉遠隔技術開発
センター、廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟及び大熊分

析・研究センターの整備・運営や、廃炉を担う人材の育成を進め
る。 

                                              
10 「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平

成 27 年６月 12 日改訂 廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議） 
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「支援機構」）を中心に、

国内外の叡智を結集し、実効性のある方針及び工程に関する技術
的検討を加速化し、燃料デブリ取り出しに向けて、工法の実現性

の評価及び戦略的な提案を行うとともに、今後必要となる研究開
発が速やかに着手されるよう、ニーズ・シーズのマッチング等を

積極的に実施する。 
 

また、炉の設置者として、廃炉の実施責任を有する東京電力は、
今後とも、これまでに現場での作業等を通じて蓄えてきた知見を

活かしつつ、その責任をしっかりと果たし続けていく必要がある。
同社に対しては、人為的なミスによる重要機能の停止を防止する

など、プラントの安全確保に万全を期すよう引き続き指導してい
くとともに、支援機構における技術的検討の内容や国内外の研究

開発成果を速やかに現場作業へ適用し、廃炉を着実に進められる
よう、エンジニアリング能力の高い人材の確保や、プロジェクト

マネジメント機能の強化に向けて、現場を含む運営体制全体の見
直しを求めていく。 

 
こうした役割分担を踏まえつつ、関係する各主体の相互の連携

を強化していく。 
 

廃炉作業や汚染水対策を安全かつ速やかに進める観点から、ま
た、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のＩＲＲＳ報告書等で明らかに

なった課題を解決するため、実効が上がる検査制度見直しを行い、
それを実践できる原子力規制庁の体制を充実・強化させることが

急務である。具体的には、事業者の安全確保への取組実績を把握
し、適正な評価を行って、取組を強化すべき領域に集中的な監視

ができる新しい制度を導入する。また、新規・中途採用等人材確
保の機会拡大、より実践的な研修プログラムの整備や海外研修の

実施といった人材育成施策の充実、適切な処遇等による有為な人
材の確保等により、機動的で柔軟な対応を可能とし、実効的・効

率的な規制組織体制とする。 
 

 

（３）徹底した情報公開を通じた社会の理解促進及び信頼関係強化 
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地元住民の方々はもとより、国内外の関係者に対し、廃炉・汚

染水対策の進捗状況や放射線データ等について、引き続き、迅速
かつ分かりやすい情報公開を図るとともに、双方向のコミュニケ

ーションを強化し、信頼関係の強化につなげる。 
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６．国と東京電力がそれぞれの担うべき役割を果たす 

～賠償、除染、廃炉等に関する中長期的かつ安定的な対応～ 

 

被災者・被災企業への賠償、除染・中間貯蔵施設事業、廃炉等に
ついては、先の「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（平成

25年 12月閣議決定）において、復興を円滑に進めていく観点から、
国と東京電力の役割分担を明確化し、現在まで、着実に進められて

きている。今般、被災者・被災企業への賠償、除染・中間貯蔵施設
事業、廃炉等の事故に伴う費用の増加が見込まれるが、国と東京電

力がそれぞれの担うべき役割を引き続き果たしていくことが必要で
ある。 

これにより、国民負担を最大限抑制しつつ、福島の再生と電力の
安定供給を両立させる。 

 
 

（１）基本的枠組み 
 

先の閣議決定において整理した方針を、基本的に維持する。 
すなわち、被災者・被災企業への賠償は、引き続き、東京電力

の責任において適切に行う。また、除染特措法 11に基づく除染・中
間貯蔵施設事業の費用は、復興予算として計上した上で、事業実

施後に、環境省等から東京電力に求償する 12。 

                                              
11 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に

より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23年法律

第 110 号）。以下同じ。 
12 現時点において、これまでの実績や環境省の試算等によれば、交付国債の発行により対

応すべき費用としては、被災者・被災企業への賠償費用は約 7.9 兆円程度、除染特措法に

基づく除染（汚染廃棄物処理を含む。以下同じ。）の費用は約 4.0兆円程度（原子力損害賠

償補償契約に関する法律（昭和 36 年法律第 148号）に基づき東京電力に支払われた補償金

約 0.2 兆円による充当分を除いた額）、中間貯蔵施設（建設・管理運営等）の費用は約 1.6

兆円程度と見込まれる。これらを踏まえ、平成 29年度予算において、支援機構に交付する

交付国債の発行限度額（現行９兆円）を 13.5 兆円に引き上げる。 

なお、上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、被災

者への賠償・除染・中間貯蔵施設事業の進捗等を踏まえ、適時に見直しを行う。 
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東京電力において必要となる資金繰りは、引き続き、原子力損

害賠償・廃炉等支援機構法（以下「機構法」）に基づき、支援機構
への交付国債の交付・償還により支援することとし、平成 29年度

予算において、支援機構に交付する交付国債の発行限度額を引き
上げる。 

廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ
全体で総力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。その

ため、東京電力によるグループ全体での総力を挙げた合理化等で
必要な資金を確保することとする。国は、必要な制度整備等を行

うとともに、技術的難易度が高く、国が前面に立つ必要がある研
究開発については、引き続き必要な支援を行う。 

 
 

（２）交付国債の償還費用の回収 
 

交付国債の償還費用の元本分は、原子力事業者の負担金を主な
原資として、支援機構の利益の国庫納付により回収される。 

 
支援機構が保有する東京電力株式を中長期的に、東京電力の経

営状況、市場動向等を総合的に勘案しつつ、売却し、それにより
生じる利益の国庫納付により、除染費用相当分の回収を図る。売

却益に余剰が生じた場合は、中間貯蔵施設費用相当分の回収に用
いる。不足が生じた場合は、東京電力等が、除染費用の負担によ

って電力の安定供給に支障が生じることがないよう、負担金の円
滑な返済の在り方について検討する。 

中間貯蔵施設費用相当分については、支援機構に対し、機構法
第 68条に基づく資金交付を行う 13。このための財源は、エネルギ

ー施策の中で追加的・安定的に確保し、復興財源や一般会計の財
政収支には影響を与えない。 

 
 

（３）東京電力等による取組について 

                                              
13 平成 29年度のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳出予算には 470億円程度を

計上し、その財源は、エネルギー関係の歳入歳出予算全体を編成する中で捻出する。交付

期間は事業期間（30年以内）終了後５年以内までとし、以後の年度においても同様の対応

を行い、毎年度必要額を計上する。 
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東京電力は、過去と決別し、二度と失敗を繰り返さないという
強固な決意の下、福島への責任を貫徹するため、必要な資金を捻

出できる企業へと生まれ変わることが求められている。 
東京電力は、これまでも他社との事業統合及びコスト削減に取

り組んできているが、被災者・被災企業への賠償や除染・中間貯
蔵施設事業、廃炉など事故に伴う資金需要が増大している一方で、

構造的に生じている需要減少の中、電力自由化に伴う活発な競争
に直面していることを鑑みると、東京電力の競争力確保は未だ途

上である。 
このため、東京電力は、卸電力市場への電源供出の拡大やより

効率的な事業運営を可能とする電力販売契約（ＰＰＡ）の見直し
などの電力システム改革の貫徹に向けた取組の趣旨を踏まえた取

組を、引き続き積極的に推進するとともに、更なる抜本的な体制
の見直し、あらゆる分野における他電力を超えた更なる合理化、

原子力や送配電事業をはじめとした様々な事業における他社との
再編・統合など、従来の発想にはない非連続な経営改革の断行が

求められる。 
これらの取組を成し遂げることにより、グループ内での最適な

役割分担のもと、廃炉のための資金、賠償総額の増加に見合った
水準の資金等を確保するとともに、株式価値の増大も通じて福島

の復興への貢献と国民負担の抑制を実現する。 
 

また、東京電力は、これまでにも、国等による復興推進に向け
た取組に呼応して、帰還に向けた家屋清掃や除染・中間貯蔵への

協力等の取組を行ってきたところであるが、今後とも、事故の当
事者としての責任に鑑み、復興のステージに応じた貢献を続けて

いくことが求められる。同社に対しては、従来の取組をより充実
させるとともに、復興拠点等の整備やまちづくり会社による取組

への人的貢献、福島相双復興官民合同チームによる営農再開や生
きがい創出への支援等の取組への人的・資金的貢献を行うよう求

めていく。 
こうした東京電力による非連続な経営改革の取組については、

東京電力自身が適切なベンチマークを活用して、その進捗状況を
確認することとする。支援機構は政府と協議の上で経営改革の進

捗について定期的に評価を行い、その結果を踏まえ、支援機構が
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保有する東京電力株式の議決権や売却の在り方等についても検討

を加える。 
 

また、政府による取組の前提となる東京電力の改革は、前例の
ない取組であり、金融機関の一段の関与・協力が不可欠と考えら

れる。これにより、東京電力の改革が確実に実行に移されること
が担保され、政府による取組とあいまって福島の再生を加速する

ことにつながるものである。 
 

 
（４）国の行う新たな環境整備 

 
国は、今後電力自由化が進展していくなかにあっても、被災者・

被災企業への賠償、インフラ整備・除染等の帰還に向けた環境整備、
廃炉・汚染水対策等について、中長期的かつ安定的に実施していく

ことができるよう、東京電力の改革を前提としつつ、以下の環境を
整備する。 

 
被災者・被災企業への賠償については、電力自由化が進展する環

境下における受益者間の公平性や競争中立性の確保を図りつつ、国
民全体で福島を支える観点から、福島第一原発の事故前には確保さ

れていなかった分の賠償の備え 14についてのみ、広く需要家全体の
負担とし、そのために必要な託送料金の見直し等の制度整備を行う。 

 
  廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ

全体で総力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。廃炉
の実施責任を有する東京電力が廃炉を確実に実施するため、必要

な資金の捻出に支障を来たすことのないよう、規制料金下にある

                                              
14 福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えは、送配電事業者等に

とって外生的に生ずるものであり、その制度上の取扱については適切に整理する。 

また、回収する金額の規模は、現在の一般負担金の水準をベースに、1kW あたりの単価を

算定した上で、これを前提に、2010 年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量

等を用いて算出した金額から、回収が始まる 2020 年前の 2019 年度末時点までに納付した

又は納付することになると見込まれる一般負担金の合計額を控除した約 2.4 兆円とし、こ

れを上限とする。 

資金の回収に当たっては、適正な託送料金水準を維持していく観点から、年間約 600 億

円程度を、2020 年度以降、40 年程度にわたって回収していくものとする。 
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送配電事業における合理化分についても確実に廃炉に要する資金

に充てることを可能とすることとし、託送収支の事後評価におけ
る特例的な取扱い等を含んだ制度整備を行う。あわせて、支援機

構に、廃炉に係る資金を管理する積立金制度を創設する。支援機
構が、東京電力による廃炉の実施の管理・監督を行う主体として、 

・廃炉に係る資金についての適切な管理 
・適切な廃炉の実施体制の管理 

・積立金制度に基づく着実な作業管理等 
を行うことにより、今後、長期にわたる巨額の資金需要に対応でき

る体制を整備し、廃炉の実施をより確実なものとする。 
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おわりに 

 
本基本指針では、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速

していくため、これまでの取組の充実・深化を行った。また、帰還
困難区域における復興事業について、施策を具体化するとともに、

廃炉等に要する費用見通しの変化等を踏まえ、国と東京電力の役割
分担を改めて明確化した。 

 
本基本指針に基づき、国は、被災地の実態を十分に踏まえ、地元

としっかりと対話しつつ、施策の具体化を進めていく。そして、い
まだ避難生活が継続している住民の方々の生活の再建、被災者の

方々の事業・生業の再建、地元自治体の自立・再生の道筋をこれま
で以上に明確にしていく。 
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福島復興の加速のための迅速かつ着実な賠償等の実施に向けて 

令和５年 12 月 22日 

原子力災害対策本部 

１．はじめに 

平成 28 年 12 月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のため

の基本指針」（以下「基本指針」という。）において、被災者・被災企業への賠

償や除染特措法 1に基づく除染・中間貯蔵施設事業に係る費用見込みを踏まえ、

東京電力への資金援助に必要な交付国債の発行限度額の引上げを決定し、また、

その費用見込みは被災者への賠償・除染・中間貯蔵施設事業の進捗等を踏まえ、

適時に見直すこととした 2。この基本指針では、復興を円滑に進めていく観点

から、国と東京電力の役割分担が明確化されたが、それぞれの役割分担の下で、

現在まで賠償等が着実に進められてきており、引き続き、国と東京電力がそれ

ぞれの担うべき役割を果たしていくことが必要である。 

一方で、これまでのプロセスの進展に伴って、今般、被災者・被災企業への

追加的な賠償や、ALPS 処理水の海洋放出開始に伴って発生した損害に対する賠

償、さらには追加的に必要となった除染等事業によって発生した除去土壌等の

中間貯蔵施設事業等の実施に伴い、東京電力福島第一原子力発電所の事故処理

に伴う費用の増加が見込まれている。こうした中、国民負担を最大限抑制しつ

つ、福島の再生と電力の安定供給を両立させていく必要がある。 

２．賠償等の費用増加の背景 

（１） 原子力災害の被災者・被災企業への追加的賠償及び ALPS 処理水の海洋

放出に伴って発生した損害等に対する賠償

原子力損害賠償について、令和４年３月に７件の集団訴訟の判決が確定し

たことを受け、同年 12 月に「東京電力福島第一、第二原子力発電所事故に

よる原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補（集団訴訟の確

定判決等を踏まえた指針の見直しについて）」（令和４年 12 月原子力損害賠

償紛争審査会）が策定された。同指針を踏まえた迅速、公平かつ適正な賠償

が行われるよう、引き続き適切な対応が必要である。 

1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23年法律第 110号）。以下同じ。
2 別紙参照。
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また、これまで順次進められてきた住宅確保損害に係る賠償についても、

その実績を踏まえて引き続きしっかりと対応していく必要がある。 

さらに、令和５年８月の ALPS 処理水放出に先立ち、「「東京電力ホールデ

ィングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水

の処分に関する基本方針」の実行と今後の取組について」（令和５年８月 22

日廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議/ALPS 処理水の処分に関する基

本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議）が策定され、安全対策・風評

対策・なりわい継続支援策を講じてもなお風評被害が生じた場合には、東京

電力が、セーフティネットとして機能する賠償により、機動的に対応するこ

とが求められている。また、政府は ALPS 処理水放出以降、一部の国・地域の

輸入規制強化等を踏まえ、総額 1,007億円の政策パッケージ等をとりまとめ、

具体的な支援を開始しているが、それでもなお発生した損害について、迅速

かつ適切に賠償されるよう東京電力を指導するなど、引き続き適切に対応し

ていく必要がある。 

 

（２）中間貯蔵施設事業 

基本指針の閣議決定後、平成 29 年５月に福島復興再生特別措置法の一部

を改正する法律（平成 29 年法律第 32 号）が成立したことにより、「ステッ

プ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考

え方及び今後の検討課題について」（平成 23 年 12 月 26日原子力災害対策本

部）において、「将来にわたって居住を制限することを原則」とした帰還困難

区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」

を設定することが可能となった。当該制度に基づき、双葉町、大熊町、浪江

町、富岡町、飯舘村、葛尾村において、同区域が設定され、順次除染事業が

実施された。 

また、令和５年６月に福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（令

和５年法律第 49 号）が成立したことにより、市町村長が、特定復興再生拠

点区域外の帰還困難区域において、避難指示解除により帰還意向のある住民

の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を

設定することが可能となった。当該制度に基づき、令和５年９月に大熊町と

双葉町の一部が特定帰還居住区域として認定され、除染事業が進められてい

る。 

このように、「特定復興再生拠点区域」や「特定帰還居住区域」における

除染等事業で発生する除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入・処理量の増加

や処理期間の延長に伴う費用の増加等に対応する必要がある。 
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３．国及び東京電力による対応 

こうした状況変化に対し、基本指針において整理された枠組みを維持しつつ

対応することとし、今般、東京電力において追加的に必要となる資金繰りも、

引き続き、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成 23 年法律第 94 号。以下

「機構法」という。）に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「支援

機構」という。）への交付国債の交付・償還により支援する。このため、国は、

令和６年度予算において、支援機構に交付する交付国債の発行限度額を引き上

げる 3。 

東京電力は、第四次総合特別事業計画に基づき、賠償・廃炉等に必要な資金

を捻出するための非連続の経営改革に取り組んでいる。足下でも、支援機構に

おいてその検証が行われたところであり、「東京電力による経営改革の取組等

の検証・評価結果」（令和５年 12月１日原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営

委員会決定）を踏まえて、東京電力には引き続き、必要な経営改革等に取り組

み、資金捻出に最大限努めることを求める。 

 

 

４．おわりに 

福島復興の加速のためには、賠償等に遅滞を招くことはあってはならず、国

の万全を期した制度措置等が必要である。同時に、こうした措置は東京電力の

経営改革を通じた着実な資金捻出が前提であり、国民負担を最大限抑制しつつ、

福島の再生と電力の安定供給を両立させるため、引き続き、双方が全力で取り

組んでいく。 

 
3 現時点において、これまでの実績や環境省の試算等によれば、交付国債の発行により対応すべき費用と

しては、被災者・被災企業への賠償費用は約 9.2兆円程度、除染特措法に基づく除染（汚染廃棄物処理を

含む。）の費用は約 4.0兆円程度（原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和 36年法律第 148号）に基

づき東京電力に支払われた補償金約 0.2兆円による充当分を除いた額）、中間貯蔵施設（建設・管理運営

等）の費用は約 2.2 兆円程度と見込まれる。これらを踏まえ、令和６年度予算において、支援機構に交付

する交付国債の発行限度額（現行 13.5兆円）を 15.4兆円に引き上げる。 

なお、上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、被災者への賠償・

除染・中間貯蔵施設事業の進捗等を踏まえ、適時に見直しを行う。 
また、中間貯蔵施設費用相当分については、引き続き、支援機構に対し、機構法第 68条に基づく資金

交付を行う。このための財源は、エネルギー施策の中で追加的・安定的に確保し、復興財源や一般会計の

財政収支には影響を与えない。令和６年度のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳出予算には

470 億円程度を計上し、その財源は、エネルギー関係の歳入歳出予算全体を編成する中で捻出する。交付

期間は事業期間（30年以内）終了後 18年以内までとし、以後の年度においても同様の対応を行い、毎年

度必要額を計上する。 
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（別紙） 

原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針（抜粋） 

 

平成 28 年 12 月 20日 

 

６．国と東京電力がそれぞれの担うべき役割を果たす 

～賠償、除染、廃炉等に関する中長期的かつ安定的な対応～ 

 

被災者・被災企業への賠償、除染・中間貯蔵施設事業、廃炉等について

は、先の「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（平成 25 年 12月閣議

決定）において、復興を円滑に進めていく観点から、国と東京電力の役割分

担を明確化し、現在まで、着実に進められてきている。（中略） 

 

 

（１）基本的枠組み 

 

先の閣議決定において整理した方針を、基本的に維持する。 

すなわち、被災者・被災企業への賠償は、引き続き、東京電力の責任に

おいて適切に行う。また、除染特措法 1に基づく除染・中間貯蔵施設事業の

費用は、復興予算として計上した上で、事業実施後に、環境省等から東京

電力に求償する 2。 

東京電力において必要となる資金繰りは、引き続き、原子力損害賠償・

廃炉等支援機構法（以下「機構法」）に基づき、支援機構への交付国債の交

付・償還により支援することとし、平成 29 年度予算において、支援機構に

交付する交付国債の発行限度額を引き上げる。 

廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ全体で総

力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。そのため、東京電力に

 
1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23年法律第 110号）。以下同じ。 
2 現時点において、これまでの実績や環境省の試算等によれば、交付国債の発行により対応すべき費用

としては、被災者・被災企業への賠償費用は約 7.9兆円程度、除染特措法に基づく除染（汚染廃棄物処

理を含む。以下同じ。）の費用は約 4.0 兆円程度（原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和 36年法

律第 148号）に基づき東京電力に支払われた補償金約 0.2兆円による充当分を除いた額）、中間貯蔵施

設（建設・管理運営等）の費用は約 1.6兆円程度と見込まれる。これらを踏まえ、平成 29年度予算に

おいて、支援機構に交付する交付国債の発行限度額（現行９兆円）を 13.5兆円に引き上げる。 

なお、上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、被災者への賠償・

除染・中間貯蔵施設事業の進捗等を踏まえ、適時に見直しを行う。 
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よるグループ全体での総力を挙げた合理化等で必要な資金を確保すること

とする。国は、必要な制度整備等を行うとともに、技術的難易度が高く、

国が前面に立つ必要がある研究開発については、引き続き必要な支援を行

う。 

 

 

（２）交付国債の償還費用の回収 

 

交付国債の償還費用の元本分は、原子力事業者の負担金を主な原資とし

て、支援機構の利益の国庫納付により回収される。 

 

支援機構が保有する東京電力株式を中長期的に、東京電力の経営状況、

市場動向等を総合的に勘案しつつ、売却し、それにより生じる利益の国庫

納付により、除染費用相当分の回収を図る。売却益に余剰が生じた場合

は、中間貯蔵施設費用相当分の回収に用いる。不足が生じた場合は、東京

電力等が、除染費用の負担によって電力の安定供給に支障が生じることが

ないよう、負担金の円滑な返済の在り方について検討する。 

中間貯蔵施設費用相当分については、支援機構に対し、機構法第 68 条に

基づく資金交付を行う 3。このための財源は、エネルギー施策の中で追加

的・安定的に確保し、復興財源や一般会計の財政収支には影響を与えな

い。 

 

（中略） 

 

（４）国の行う新たな環境整備 

 

国は、今後電力自由化が進展していくなかにあっても、被災者・被災企業

への賠償、インフラ整備・除染等の帰還に向けた環境整備、廃炉・汚染水対

策等について、中長期的かつ安定的に実施していくことができるよう、東京

電力の改革を前提としつつ、以下の環境を整備する。 

 

被災者・被災企業への賠償については、電力自由化が進展する環境下にお

ける受益者間の公平性や競争中立性の確保を図りつつ、国民全体で福島を支

える観点から、福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の

 
3 平成 29 年度のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳出予算には 470億円程度を計上し、その

財源は、エネルギー関係の歳入歳出予算全体を編成する中で捻出する。交付期間は事業期間（30年以

内）終了後５年以内までとし、以後の年度においても同様の対応を行い、毎年度必要額を計上する。 

tsab9482
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備え 4についてのみ、広く需要家全体の負担とし、そのために必要な託送料

金の見直し等の制度整備を行う。 

 

  廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ全体で総

力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。廃炉の実施責任を有す

る東京電力が廃炉を確実に実施するため、必要な資金の捻出に支障を来た

すことのないよう、規制料金下にある送配電事業における合理化分につい

ても確実に廃炉に要する資金に充てることを可能とすることとし、託送収

支の事後評価における特例的な取扱い等を含んだ制度整備を行う。あわせ

て、支援機構に、廃炉に係る資金を管理する積立金制度を創設する。支援

機構が、東京電力による廃炉の実施の管理・監督を行う主体として、 

・廃炉に係る資金についての適切な管理 

・適切な廃炉の実施体制の管理 

・積立金制度に基づく着実な作業管理等 

を行うことにより、今後、長期にわたる巨額の資金需要に対応できる体制を

整備し、廃炉の実施をより確実なものとする。 

 
4 福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えは、送配電事業者等にとって外生的

に生ずるものであり、その制度上の取扱については適切に整理する。 

また、回収する金額の規模は、現在の一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価を算定した上

で、これを前提に、2010年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用いて算出した金額

から、回収が始まる 2020年前の 2019 年度末時点までに納付した又は納付することになると見込まれる

一般負担金の合計額を控除した約 2.4 兆円とし、これを上限とする。 

資金の回収に当たっては、適正な託送料金水準を維持していく観点から、年間約 600億円程度を、

2020年度以降、40年程度にわたって回収していくものとする。 
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東京電力改革・１Ｆ問題委員会 
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はじめに 

 

 

2011年、福島原発事故発生直後の対応 

・ 2011 年、東京電力は国の一時的支援を得て、福島への責任を果たすためにその存

続が許された。 

・ 当時も、東京電力を破たん処理すべしという議論もあったが、賠償や廃炉事業、

そして電力の安定供給が損なわれることのないよう、あくまで福島の責任は東京

電力が負うことを基本とし、国は原子力損害賠償支援機構（現 原子力損害賠償・

廃炉等支援機構。以下、「原賠機構」という。）を設立、東京電力に出資（1 兆円）

と賠償の一時的援助（5 兆円）を行うこととした。 

・ 国は、実施した一時的支援をある程度時間をかけて回収する中で、東京電力は廃

炉や負担金の納付について、自らの経営改革で資金を捻出し、その責任を全うす

ることとなった。当時、東京電力は、経営陣を交代し、給与をカットし、不要な

資産を売却するなどの事業変革を実行した。 

 

2013年、福島原発の事故収束を進める中で国と東京電力の役割を再定義 

・ 2013 年の段階で、除染が本格化し、中間貯蔵事業も具体化、廃炉事業も抜本的な

汚染水対策を講ずることとした。賠償・除染に関する原賠機構による一時的支援

総額は 5 兆円から 9 兆円に拡大し、廃炉・汚染水対策に要する資金見込みも 1 兆

円から 2 兆円にその規模が拡大した。 

・ 国は、福島復興に国も前面に立つとの方針を掲げ、中間貯蔵施設や除染、廃炉に

関連した予算を措置し、また、原賠機構が保有する東京電力株式の売却益は、除

染に関する国からの一時的支援の回収に充当することを決定した。 

・ これに呼応し、東京電力は、経営改革を加速、2014 年 1 月にはホールディング制

への移行を表明、同年 10 月には、燃料・火力事業の再編・統合について中部電力

との協議を開始、2015 年 4 月には JERA が誕生し、2016 年 4 月にホールディン

グ制に移行した。 

 

そして今回、新たな局面に 

・ そして今回、震災から 6 年が経過しようとする中、廃炉事業は、燃料デブリの取

り出しという新工程を視野にいれた検討に移る。このためには、従来の 2 兆円と

は別に、追加の資金を準備するステージが到来する。賠償や除染に関しては、営

業損害や風評被害の継続、作業費用の増大などを背景に、確保すべき資金が増大

している。 

・ 2016 年 4 月から全面自由化が始まる中で、東京電力は電力市場の構造的な変化に
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直面しており、現状のままでは福島復興や事故収束への歩みが滞りかねない状況

にある。 

・ こうした状況の中、本委員会は、福島の被災者の方々が安心し、国民が納得し、

現場が気概を持って働けるような東電改革を具体化するよう、経済産業大臣から

検討を依頼された。 

・ これを受け、本委員会は、本年 10 月から集中して検討し、東電改革の大きな方向

に関して、その結果を以下の通りとりまとめたので、ここに報告する。 
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１．福島の長期展望と電力市場の構造変化を見据えた持続可能な仕組みの構築 

～国の事故対応制度の整備、東京電力の抜本改革 

 

（１）福島事業を長い目で展望した上での必要な資金規模 

 

①廃炉、その進展 

・ 東京電力福島第一原子力発電所（以下、「１Ｆ」という。）の廃炉に関しては、１

Ｆの環境改善などの準備工程を終えて、燃料デブリ取り出しという未踏の工程に

入る。現状、東京電力は、廃炉に要する資金として見込んだ 2 兆円を事故収束対

応に充当しているが、有識者へのヒアリングにより得られた見解の一例に基づけ

ば、燃料デブリ工程を実行する過程で、追加で最大 6 兆円程度の資金が必要であ

り、合計すれば最大 8 兆円程度の資金を要する状況となっている。【参考１】 

・ 廃炉に要する資金は、これまで通り、国民負担増や国から東京電力への出資を拡

大することで対処するのではなく、東京電力が責任を持って対処する。東京電力

は、30 年程度を要する廃炉事業を自らの経営改革によりやり遂げるため、収益力

を上げ、年間平均 3000 億円程度の資金を準備する。国は、事故炉廃炉事業を適正

かつ着実に実施するための事故炉廃炉管理型積立金制度の創設等を行うとともに、

規制分野である送配電事業の合理化分を優先的に充当する。 

・ なお、燃料デブリの取り出しは、新たな技術的チャレンジであり、東京電力は、

原賠機構の監督・支援の下、世界の叡智を結集してイノベーションを進め、事業

の効率化、そして工期の短縮を目指す。 

 

②賠償、避難指示解除と自立支援への局面に 

・賠償に関しては、営業損害や風評被害が続く中で、現在の 5.4 兆円から約 8 兆円の

支援枠が必要となっている。 

・ 賠償に要する資金は、これまで通り、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（以下、

「原賠機構法」という。）に基づき、東京電力と原子力事業者である大手電力会社

が納付する負担金によって、ある程度の時間をかけて充当していく。東京電力は、

30 年程度を要する賠償を自らの経営改革によりやり遂げるため、収益力を上げ、

年間平均 2000 億円程度の資金を準備する。 

・ ただし、今回、国は、国民全体で福島を支える、需要家間の公平性を確保すると

いった観点から、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、福島原発事

故の前には確保されていなかった賠償の備え不足についてのみ、託送制度を活用

して広く新電力の需要家も含めて負担を求めることとしている。国は、この託送

制度を活用して回収する金額について、その上限を閣議決定で定め（2.4 兆円。新

電力のシェア 10%を前提とすれば新電力負担の上限は総額で 2400 億円、年間で
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60 億円、標準家庭で月額 18 円）、消費者への電気料金明細票等でこの額を明示し、

かつ、消費者庁からの意見も聞き、独立した電力・ガス取引監視等委員会による

第三者的チェックを受け、決定するとしている。また、送配電部門の合理化など

により総じて託送料金の値上げを回避し、加えて、大手電力会社から新電力への

安価な電力を提供する仕組み（ベースロード電源市場）を整備し、新電力の競争

力強化を支援するとしている。（新電力の販売電力量の 3 割について調達コストが

kWh 当たり 1 円下がった場合、年間 250 億円程度削減のコスト削減効果）。 

・ 本委員会は、賠償については、原賠機構法に基づいて原子力事業者による負担金

で対応するということを基本としつつ、新電力及びその消費者に関しては、上限

の設定、透明性の確保、新電力の競争力強化措置を講じることが、本委員会が提

示する東電改革の全体に関する国民の納得感を得るためにも極めて重要であると

考える。国が、わかりやすい説明を徹底し、新電力やその消費者に理解を求めて

いくことを、強く要請する。 

・ なお、国は、避難指示が解除され復興が進展していく中で、福島相双復興官民合

同チームの法定化などを始め、被災者や被災事業者の自立支援策を充実していく

ことで、対処していく。 

 

③除染・中間貯蔵、復興事業とともに 

・ 除染・中間貯蔵に関しては、現在 3.6 兆円の支援枠を見込んでいるが、事業に要

する費用の上振れなどにより、約 6 兆円の支援枠が必要となっている。 

・ 除染・中間貯蔵に要する資金に関しても、これまで通り、原賠機構が保有する東

京電力株式の売却益の拡大や国の予算で対応する。 

・ なお、除染や中間貯蔵の事業実施に当たっては、福島復興を加速する観点から、

全体工程の効率化・加速化の取組に、国は協力して連絡調整等の態勢を整える。 

 

 

（２）新たな局面に対応するための東京電力と国の役割分担、東電改革の必要性 

 

・ 廃炉、賠償、除染・中間貯蔵等の福島原発事故に関連して確保すべき資金の総額

は、約 22 兆円と見込まれる。 

・ 今回を契機に、以下のように、国の事故対応制度と事故事業者の抜本的改革で対

処するという原則を確立し、対処する。 

・国の事故対応制度は、①一時的支援と改革実現のモニタリング、②福島復興加速化

や賠償等の必要な事業の実施、③事故炉廃炉のための制度（管理型積立金制度及び

送配電合理化分の事故炉廃炉への充当制度）の整備の 3 点となる。今回は、国民全

体で福島を支える観点から、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、福
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島原発事故の前には確保されていなかった賠償の備え不足についてのみ、広く需要

家に負担を求めることとしたが、今後は、基本的にこの 3 点で対処する。【参考２】 

・この事故対応制度の中で、事故事業者である東京電力が主たる対応を果たす原則は

変わらず、総額約 22 兆円のうち、東京電力が捻出する資金は約 16 兆円と試算さ

れる。東京電力は、数十年単位で対処する賠償・廃炉については、その所要資金と

して年間 5000 億円規模の資金を確保し、除染に関しては、より長い時間軸の中で、

企業価値向上による株式売却益 4 兆円相当を実現する経営改革を実現することが

必須となる。【参考３】 

・今後、東京電力は、賠償・廃炉に係る資金確保や経営改革による収益拡大に注力し

ていく必要があり、緊張感を持ってこれらを実現していくべきであるが、その実現

のためには円滑な資金調達などが求められることも想定される。かかる場合には、

例えば関係金融機関が資金調達面で必要に応じて協力するなど、東京電力の各種の

ステークホルダーが何らかの形で支援に参画することも期待したい。 

・ また、今回の措置を消費者の視点で整理すれば、 

１）１Ｆ廃炉は東京電力の改革努力で対応し、 

２）賠償は、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、託送制度を活用

した備え不足分の回収はするものの、託送料金の合理化等を同時に実施し、

新電力への安価な電力提供を行う、 

３）除染・中間貯蔵は、東京電力株式の売却益の拡大と国の予算措置によって対

応する、 

ことから、今回の措置により、総じて、電力料金は値上げとはならないようにする。

また、本提言で提示する東電改革は、福島への責任を果たすために、今までにない

コスト合理化や収益拡大を目指すものである。東京電力の試みが契機となり、これ

が電力産業全体に広がることで、さらに大きな消費者利益が実現する。東電改革の

実現が福島の安定と国民利益の拡大を同時に達成する鍵となる。【参考４】 

 

 

以下、こうした問題意識も踏まえて、電力市場の環境変化を明らかにし（「２．電

力市場を巡る環境変化」）、東電改革の内容を明示し（「３．東電改革、2011年の緊

急体制から本格的体制を築く」）、かつ、これを実行に移すための方策を提示する

（「４．実行体制を早期に確立、早期着手を」）。 
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２．電力市場を巡る環境変化 

 

（１）国内電力市場の成熟と全面自由化の開始 

 

 福島事業の規模拡大の一方で、電力産業を取り巻く環境は大きく変化している。 

 一つは電力自由化の進展である。電力自由化の下、異業種が参入し、競争も進む。

電力技術の側面でも、発電技術の変化やデジタル化など、今まで以上のスピード

で現状を破壊する可能性を秘めた動きが見え始めている。設備・研究開発・人材

への投資を国内市場縮小下で実行しない限り、東京電力は競争力を維持できず収

益力も減退、福島への責任を果たすことはできない。 

 福島原発事故を契機に、原子力への安全要請は益々高まっている。他方で、原発

依存度が低減する中で、コストを抑制しながらも、安全・防災投資や人材・技術

を維持するためには、個社を超えた連携が不可欠となる。 

 送配電事業も、国内需要が構造的に減少する中で、再生可能エネルギーの導入拡

大や IT 技術革新の進展を背景として、ネットワーク投資を拡大せねばならない。

需要減少下で、託送コストを抑えつつ、ネットワーク投資を拡充し、また、デジ

タル化対応をしていくには、やはり個社での対応のみでは展望は開けない。 

 

 

（２）成長する世界市場を視野に入れた改革が必須 

 

 海外に目を転じれば、世界のエネルギー需要や電力需要は着実に増加する。経済

的で安全、高品質の電気を供給できる電力産業は、世界的にみれば成長産業であ

る。例えば、欧州の電力会社は、自国マーケットを手堅く押さえ、スケールメリ

ットを活かして新興国等、世界市場で収益を上げるというビジネスモデルを採用

している。この結果、公益事業者であった電力会社も、グローバル・プレーヤー

として、競争力ある成長企業へと躍進している。【参考５】 

 燃料・火力事業で先行して共同事業体を設立した JERA の完全統合は、必要不可

欠である。これが実現すれば、世界最大級の LNG 調達会社・火力発電会社とな

る。海外市場での事業展開も十分可能なグローバル・プレーヤーになる可能性が

ある。 

 送配電事業も原子力事業も、再編・統合を目指すことにより事業規模を拡大すれ

ば、これを基礎に海外市場への展開が可能になる潜在力がある。 

 東京電力は、成長する世界のエネルギー市場への展開を狙うことで、福島への責

任を安定的、長期的に果たすことが可能になる。 
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（３）エネルギーの大きな潮流変化をとらえた長期的戦略の必要性 

 

 長期の時間軸に立てば、電力産業を取り囲むエネルギーの潮流は大きく変わる。 

 2030 年を見据えたエネルギー政策の基本方針であるエネルギー基本計画は、徹底

した省エネルギーと再生可能エネルギーの最大限導入、火力発電の高効率化、安

全性の確認された原子力発電所の再稼働を掲げているが、現状から見れば、大き

なエネルギー構成の変革を要請していることにほかならない。 

 2050 年にまで視野を広げれば、世界が参加するパリ協定により、我が国は地球温

暖化ガス 80％削減を目指し、多くの国も同様の抜本的な削減目標を掲げている。

このことは、既存のエネルギー技術の改良ではなく、より安全な原子力技術を活

用しながら、革新的な技術開発を実現できたエネルギー事業者が電力の安定を担

っていくことを意味する。こうした大きな流れの中で、非連続な技術革新とこれ

を可能とする異業種との連携を、今から実行する企業に東京電力は変わらねばな

らない。 
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３．東電改革、2011年の緊急体制から本格的体制を築く 

  ～課題解決に向けた共同事業体を設立、再編・統合を目指す 

   

（１）経済事業 

 ～他電力と共同事業体を設け、再編・統合を目指しグローバル企業へ 

・ 国内市場が構造的に縮小する中で、ローカル市場を前提とした発送電一貫の今ま

での体制での対応には限界がある。先行する燃料・火力分野の共同事業体である

JERA の事例に倣い、送配電事業・原子力事業についても、課題解決に向けた共

同事業体を他の電力会社の信頼と協力を得て早期に設立し、再編・統合を目指す。

再編・統合を目指す以上は、各事業の性格に応じて時間軸を設定し、ステップ・

バイ・ステップで進める。 

・ 東京電力の経済事業は、電力の低廉かつ安定的な供給を実現しつつ、世界市場を

狙うグローバル企業を目指す。こうした試みは、電力産業が共通して抱える危機

感を克服する上での先駆的な取組である。東京電力の取組が電力産業全体に広が

れば、大きな国民利益につながる。 

・ 経済事業の理念は、「世界市場で勝ち抜くことで、福島への責任を果たす」とする。 

【共同事業体を設けて解決すべき課題例】 

 
    燃料・火力 ・共同調達による燃料価格の抑制 

・ 価格変動の激しい資源の市場化への対応 
・ 海外展開（上流権益獲得、発電ビジネスの拡大） 
・ CO2 抑制技術の確立 

    小 売 ・異業種連携による需要減少下での事業領域の拡大 
・ 膨大な顧客データの活用 
・ デジタル化に伴う新ビジネスの展開 

    送配電 ・広域運用による調整力効率化 
・ 連系線投資（再生可能エネルギーの導入拡大に対応した増強） 
・ 国際連系線調査・検討 
・ 経年設備の更新、保守高度化、設備スリム化との両立 
・ 共同調達によるコスト効率化 
・ 海外展開 
・ 配電事業のデジタル化とビジネスモデルの転換 

(IoTや AIを使った分散型グリッド等) 

    原子力 ・人材や技術の維持 
・ 安全投資や防災対応の共同化 
・ 共同調達によるコスト効率化 
・ 共同研究開発 
・ 海外展開 
・ 廃炉事業 
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（２）原子力事業 

  ～発災事業者としての自覚の下、地元本位と安全最優先で信頼回復を 

 原子力発電所の再稼働は、確実に収益の拡大をもたらし、福島事業の安定にも貢

献する。 

 しかしながら、東京電力は原発事故を起こした発災事業者である。単に規制基準

をクリアするだけでは国民からの理解は到底得られない。福島原発事故の検証に

基づき、自主的なバックフィット（最新知見の取り入れ）に対する躊躇やメルト

ダウン隠蔽問題を生んだ過去の企業文化と決別し、現状に満足せず、外部からの

意見に耳を傾け、安全性を絶えず問い続ける企業文化、責任感を確立する必要が

ある。 

 このため、先進的な他の電力会社の協力を躊躇なく要請し、海外の先進的原子力

事業者のチェックも受け入れ、自社技術力の強化等により、安全性向上と効率化

を実現する。地元との対話を重ね、地元本位・安全最優先の事業運営体制を確立

する。地元本位確立のための行動計画を早急に地元に提示し、真摯な対話を開始

する。こうした過程で根本的な改革を実行、原子力発電所の再稼働を実現する。 

 また、東京電力の原子力事業も重要な経済事業であり、安全最優先での信頼回復

を前提にすれば、電力コストの低減、エネルギー安全保障や地球温暖化対策の確

保にも貢献する。原発依存度低減の中で、安全防災を支える技術と人材を確保し、

継続的な安全投資を行いつつ、海外市場や廃炉ビジネスへの展開を図るためには

個社での努力では限界がある。こうした共通課題の解決に向けて、他の原子力事

業者との共同事業体を設け、再編・統合を目指す。これにより、企業価値向上に

貢献する。 

 東京電力の原子力事業と福島事業は多くの分野において技術・人材を共有する。

新たな事業形態を実現していく中でも、人的一体性を確保することは重要である。 

 原子力事業の理念は、「地元本位、安全最優先」とする。 

 

 

（３）福島事業 

 ～まずは廃炉・賠償の貫徹、そして国際的なテクノロジー企業へ 

 東京電力存続の原点は福島事業にある。廃炉事業は、長期間、相当な規模の資金

を投入して行う国家的事業であり、福島復興事業は、東京電力が国と共同で行う

べき責任事業である。 

 廃炉事業は、国と原賠機構が関与することで、東京電力が、無人ロボット開発技

術等も含む幅広い技術について、グローバルレベルのエンジニアリング能力を強

化し、事業を貫徹する。廃炉事業の過程で生まれる技術は、内外の廃炉事業を支

える可能性がある。福島復興事業を展開する過程で、多様な産業や国際的なプロ

ジェクトの誘致も進む。こうした環境の中で、福島事業は国際的なテクノロジー
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企業（福島での国際コンソーシアム）を目指す。 

 廃炉事業は、長期にわたり、かつ、東京電力の１Ｆに多様な主体（他の電力会社

はもとより、メーカー、ゼネコン、エンジニアリング企業、さらには内外の研究

機関）が参画・協力して実行する事業である。多様な主体が関わり、数多くの工

程がある廃炉事業を実行する上で、リスクを下げ、リソースを最適化し、工程通

りに仕事を仕上げていくことは容易ではない。リスク・リソース・時間の３つの

要素を最適化する事業体制を、東京電力は原賠機構の監督と支援の下に築き上げ

る。その際、関係子会社や協力会社との関係を抜本的に見直し、現場技術者・管

理者の訓練・育成を通じて、強い技術的基礎を確立する。 

 福島事業の理念は、「福島事業が東京電力存続の原点、国と協力しながら世界最先

端の技術を集積、福島への責任を果たす」とする。 

 

 

（４）経済事業と福島事業とのブリッジ 

 

 東京電力存続の原点である福島事業を支えるためには、まずは廃炉と賠償のため

当面の資金を確保することが重要である。これは、主として送配電事業や原子力

事業が担う。除染のための企業価値向上は、腰を据えてより長い時間軸の中で対

応する。再編・統合が先行する燃料・火力事業、異業種連携に着手した小売事業

が貢献する。加えて、送配電事業や原子力事業も、海外展開なども視野に入れ、

将来的な企業価値向上に貢献する。【参考６】 

 JERA の先行例を参考に、共同事業体を設立する過程で、経済事業による福島事

業への貢献ルール（資金面、人材面）を開発する。 

 経済事業においては「稼ぐことが福島事業への貢献」、福島事業においては「福島

事業が東京電力存続の原点」。この考え方をトップの姿勢で社内に徹底する。 

 なお、上記（３）の福島事業における国の参画と制度支援は、人材の士気、福島

事業の安定性を生み、再編パートナーの安心にもつながる。  
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４．実行体制を早期に確立、早期着手を 

 

（１）東京電力は、次世代への早期権限移譲を実現【参考７】 

 

 福島事業も、原子力事業も、経済事業も、かつてない大改革と言える。 

 特に原子力事業、経済事業は、過去と決別した新たな発想が必要である。また、

改革初期は相当なエネルギーを要し、改革が実現するまでには相当な時間を要す

る。このため、腰を据えてより長い時間軸の中で粘り強く取り組むことができる

体制が必要であり、その担い手は次代を担う世代が中心となる。こうした世代に

対する思い切った権限移譲を実現し、過去の発想としがらみにとらわれず、大胆

に実行できる体制を早急に構築し、非連続の東電改革を早期に着手することを求

める。 

 特に経済事業を束ねるホールディングスや、新たな試みを行う原子力事業と送配

電事業、改革着手済みの燃料・火力事業や小売事業については、これら事業の担

い手として、次世代人材を思い切って登用すべきである。若手の採用や外部人材

の招請を通じて、その刺激の中で、「福島事業が東京電力存続の原点、経済事業こ

そ福島への責任の基礎」という全く新しい東電文化を生むことが必要である。 

 東京電力は、JERA の先行例を参考に、再編・統合を目指した共同事業体の提案

を受け付ける公正なプロセスを開始する。このプロセスを通じて、東京電力が、

他の電力会社から事業に対等に取り組みうるパートナーであるとの信頼を勝ち得

るよう努力することで、東電改革を電力産業の構造変化につなげていく。 

 これらの改革を進めるため、本委員会は、東京電力において、指名委員会等設置

会社のガバナンスの下、社外取締役を中心とした取締役会と執行陣が密接に連携

して改革初動を全うすることを期待する。 

 

 

（２）国は、改革実行という視点で関与し、福島事業の安定と経済事業の早期自立を

促す 

 

 国は、東京電力の筆頭株主であり、福島への責任を果たすための改革を後押しす

る立場にある。このため、東電改革の基本（経済事業はグローバル企業へ、原子

力事業は地元本位と安全最優先の事業体へ、福島事業は国の協力を得て世界的な

テクノロジー企業へ）を実行できる東京電力の経営体制を国は求めるべきである。

国は、この視点に合致する限り、外部の人材が過半を占める指名委員会等設置会

社の仕組みを最大限活用し、東京電力の意思決定を尊重する。 

 国は、福島事業の安定と、経済事業の早期自立を求める。【参考８】 

 国は、2016 年度末に予定されている経営評価も経て、2019 年度に国の関与の基

本的な考え方についてレビューを行い、判断する。それまでに、経済事業、原子

力事業、福島事業の各々の改革の進捗を確認しながら、自立の可能性を見極める。 

 また、東京電力による一連の改革の取組を確実なものとするため、東京電力が、
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経営レベル、事業会社レベル、事業所レベルの各層において、ベンチマークを達

成目標として設定し、厳格に進捗管理を行い、その評価結果を責任とリンクさせ

ることを要請する。国は、その進捗を上記レビューにおいて確認する。【参考９】 

 

 

（３）東電委員会の今後の対応 

 

 本委員会は、本提言が、国が認定する東京電力の新・総合特別事業計画の改訂に

反映され、東京電力の手で実行に移されるよう、国に要請する。 

 また、これから半年は改革初動の時期であり、今後の改革の成否を左右する。福

島事業、経済事業、原子力事業とも、次世代を中核とした新たな改革実行の体制

が立ち上がり、他の電力会社などと真剣な協議も始まる極めて重要な時期となる。 

 そこで、本委員会は、国から要請を受けて、新・総合特別事業計画の改訂内容と

東電改革の実行体制が、この提言内容に沿ったものであるかどうかを確認する。 

 

 



14 

おわりに 

 

 

（１）東京電力に対する要請 

 

 今回提示する東電改革は、経済産業大臣の要請に応じてとりまとめたが、その内容

は、東京電力に対する要請にほかならない。 

 先にも述べたとおり、東京電力は、福島への責任と、電力の低廉かつ安定的な供給

を果たすために存続を許されている。この原点に今一度立ち帰り、福島の責任を全

うするために自ら何をなすべきか。他の電力会社や全国の消費者からの協力を得る

中で、こうした協力に対してどう応えていくべきなのか。この問いかけに対して、

東京電力が、自ら回答を見出し、主体的に行動する。重要なことは、ここにあると

本委員会は考える。 

 本委員会は、検討過程で、東京電力自身が改革への意思を表明し、その具体案を提

示した点を評価する。提言内容を、東京電力自身の言葉で表明し、東京電力が一丸

となって、福島のために、そして国民還元実現のために、早期に行動を起こすこと

を期待する。 

 

 

（２）国に対する要請 

 

 本委員会は、国に対して、福島への責任を果たすための改革を確実に実行に移すよ

う、東京電力に働きかけることを要請する。 

 また、信頼回復の上での原子力発電所の再稼動が重要な課題であることに鑑み、国

としても、国民理解の向上に向けて、主体的に取り組むことを求める。 

 一方で、東電改革は、原発事故対応制度や安全確保体制の確立の一翼を担う。福島

の復興の基礎となる。国内から世界へと電力産業がその構造を大きく変えていくき

っかけともなる。これが実現する過程で、国民利益の拡大も可能となる。 

 したがって、本委員会は、改革提案を契機に、国が、東電改革を、事故対応制度の

整備につなげ、福島復興につなげ、電力改革につなげ、国民利益につなげることも

要請する。 
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（３）最前線を支える現場に対するメッセージ 

 

 福島事業はテクノロジー企業へ。経済事業はグローバル企業へ。福島事業こそ東京

電力存続の原点である。安定供給を支える現場の力と技術を結集して世界市場を切

り開き、福島への責任を果たす。 

 これが東電改革を担う現場へのメッセージである。東電改革の実行は、現場の一人

一人の行動と努力にかかっている。東京電力が、現場の一人一人の営みを積み重ね

ていけば、福島の責任を全うし、その中で、未来の電力産業の糧となる技術や人材

が生まれてくる。 

 責任を自覚し行動する先に、未来が見えてくる。東京電力を支える現場の一人一人

が気概を持って挑戦・行動することを期待する。 

 

 

（４）福島に対するメッセージ 

 

 今回提示する東電改革は、福島という原点に立ち返り、国と東京電力は何をなすべ

きかについて、議論をとりまとめたものである。 

 経済事業は他の電力会社や異業種と共同して収益力を上げ、これをもって福島への

責任を果たす。福島事業は、国と協力して技術と人材を維持・拡大、開発しながら、

廃炉と復興事業を成し遂げていく。福島事業には国は関与を続け、経済事業は早期

自立を促す。 

 本委員会は、この東電改革が、福島復興の礎にもつながるものと考える。本提言で

は、2019 年に東電改革を、福島事業の進捗という視点からもレビューするよう国

に求めている。これにより、福島の方々の安心につながっていくことを期待する。 

 

 

（５）国民に対するメッセージ 

 

 福島への責任を果たすために東京電力は何をなすべきか。国からの支援を受けて存

続している以上、東京電力はどのように国民への還元を実現していくのか。この問

いかけに対する回答が、今回提示する東電改革である。 

 福島への責任、そして国民還元の双方を目指すものであるだけに、改革の内容は、

今までにないコスト改革や世界市場開拓をも視野に入れている。その実現に当たっ

ては、東京電力自身の自己改革はもとより、他の電力会社やメーカー、国との協力

が不可欠となる。このため、東電改革は、我が国にとって意義のある新しい電力産

業全体の改革を呼ぶきっかけとなるものである。これにより、東京電力の管内を超

えて、広く国民への還元につながると本委員会は考える。 

 改めて、東京電力の改革が、福島復興の基礎となり、国民にとって意義のある新し

い電力産業を築いていく礎になることを本委員会は期待する。 
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【参考１】廃炉に向けた行程 
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【参考５】世界と日本の電力市場 

【参考６】東京電力の改革ステップと収益拡大目標 

【参考７】トップ及び次世代を担うリーダーに必要な資質 

【参考８】国の関与のあり方 

【参考９】責任とリンクしたベンチマーク（ＢＭ） 
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【参考１】廃炉に向けた行程 

 

   

 

 

 

  

現状、東京電力は、廃炉に要する資金として見込んだ２兆円を事故収束対応に
充当している。 

 

有識者へのヒアリング結果によれば、燃料デブリの取り出し工程を実行する過程で、

追加で最大 6兆円程度の資金が必要。 

＋ 
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第 6回東電委員会配布資料 

 
有識者ヒアリング結果報告 

（福島第一原子力発電所 1～3 号基のデブリ取出し） 

 

2016 年 12 月 9 日 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

 

１．本資料の位置づけ 

本資料は、過去に前例の無い事象であるため、福島第一原子力発電所 1～3 号基のデブリ取出しに要

する資金に係る試算は困難である中、東電委員会の議論における参考に資するため、過去の原子力事

故炉の廃止措置に知見や経験を有する者からヒアリングにより得られた、当該事故の実績と、実績との異

同に基づく見解の一例を紹介するものである。この点、試算の方法については、取出し手法から作業工程

をブレイクダウンし、支出を積算する方法が考えられるが、少なくとも工法確立が未了である現状において

当該ボトムアップアプローチは取り得ないことを付言する。したがって、本資料において紹介している考え

方及び定量情報については、機構の責任において評価したものではない点に留意されたい。 

【参考】有識者のうち、ヒアリングに応じ見解を示された方々 

○英国：フィル・ハリントン（セラフィールド・カンパニー政策責任者） 

○フランス：クリストフ・ベアール（コンサルタント：前 CEA 原子力開発局長） 

○米国：レイク・バレット（コンサルタント：TMI-2 時の経験者） 

○日本：戒能一成（経済産業研究所研究員・東京大学講師：機構設立に際しての賠償費用の試算担当者） 

 

 

２．有識者から得られた見解の紹介 

 ヒアリングに応じ見解を示した有識者によれば、Three Mile Island 2 号機（以下「TMI-2」という。）を前例と

して推測するのが一案である一方、取得できる情報は十分とは言えず、不確実な仮定を複数設定せざる

を得ないことから、合理性を確保することは極めて難しい旨が示されている。また、廃炉作業のうち、廃棄

物の処理処分等は時間的政策的な不確実性が大きく、また、国際的にも参考にできる前例に乏しいため、

デブリ取出し作業に範囲を絞ることも示されている。 

 以上を前提として、当該有識者が示した過去の原子力事故の実績及び当該実績から必要資金を推測し

た内容は下記のとおり。 

 

 ≪有識者ヒアリング詳細≫ 

○TMI-2 は 1979 年 3 月 28 日に事故が起き、1985 年 10 月からデブリ取出しを開始し、1989 年 12 月に

約 1％を残して終了（取出し量約 136 トン）。これと並行して、TMI から INL へのデブリの輸送は 1986

年 6 月に始まり 1990 年 5 月に終了。1993 年 12 月より燃料搬出後の監視貯蔵。 

 

○TMI-2 におけるデブリの取出しから輸送までの直接費用は 9.73 億ドル（EPRI レポート“The Cleanup of 

Three Mile Island Unit 2”1990 年 9 月）。 
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○福島第一原子力発電所 1～3 号基と TMI-2 を比較すると、デブリ取出しについて、以下の相違点があ

る。 

・ 1 基当たりの取出し量が最大 2 倍程度（１F 約 290 トン、TMI-2 約 136 トン） 

・ デブリの位置が炉内全体に分散 

・ 放射線量が高く大規模な遠隔作業に依存 

・ 格納容器の閉じ込め機能に損傷があるため附属的な系統設備が不可欠 

・ 取出すべき基数が 3 倍 

 

○福島第一原子力発電所 1～3 号基のデブリ取出しに向けて確保すべき資金について、TMI-2 の事例

を参考に、上記の相違点を踏まえつつ最大値を推測すると概ね 25～30 倍程度となり、これに物価上

昇率を考慮すると約 50～60 倍程度となる。 

 

○上記の倍数が確保すべき資金に比例すると仮定し、機械的に実績値に乗じる形で計算すれば、確保

すべき資金の最大値は 

9.73 億ドル×100 円/ﾄﾞﾙ×約 50～60 倍程度＝最大約 6 兆円程度 

   と計算される。 

以上  
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【参考２】東京電力と国の役割a 
 
 
①国は事故事業者に一時的支援、時間を与え、非連続の経営改革で責任遂行を促す 

・ 国は事故事業者を一時的に支援（原賠機構による出資と資金繰り支援）。時間的猶
予を与え、持続可能で非連続な経営改革を要請、被災地への責任貫徹を実現する。 

②事故事業者は、非連続な経営改革を実行、責任を果たす 

・ 事故事業者は、被災地への責任貫徹の基礎であるという認識の下、非連続の経営
改革を行う。廃炉と賠償は毎年の収益から、また、除染は企業価値の向上を通じ
て対応する。 

③国も被災地復興で前面に立つ 

・ 事故事業者責任を原則としつつも、国は被災地復興に向けて前面に立つ。被災地
復興、電源立地支援、技術的難易度の高い研究開発支援など、国としてなすべき
事業を実施する。 

④事故炉廃炉事業を適正かつ着実に実施するための事故炉廃炉管理型積立金制度の
創設等を行う 

・ 事故炉廃炉に関する資金を確保し、事故炉廃炉事業を適正かつ着実に実施するた
め、管理型積立金制度の創設等を行う。 

⑤事故炉廃炉のため事故事業者の燃料・火力・小売分野の合理化分に加えて、規制分
野である送配電事業の合理化分を優先的に充当する 

・ 事故炉廃炉事業の適正かつ着実な実施のため、事故事業者の送配電事業合理化分
を事故炉廃炉事業に優先的に充当する仕組みを設ける。 

⑥賠償制度が不備な中で福島原発事故が発生したことに鑑み、積立不足分を全需要家
から公平回収する仕組みを整備する 

・ 賠償に係る資金は、事故事業者と原子力事業者の負担金から充当されるという原
則は変えない。ただし、原賠機構法に基づく賠償制度は 2011 年に原賠機構法で追
加措置。原発事故への対応に関しては準備不足。この制度不備を反省しつつ、電
力の全需要家から公平回収する仕組みを整備する。 

・ その際、①上限を福島復興指針（閣議決定）で明確に定め、②消費者の負担増に
つながらないよう、送配電部門の合理化などにより、総じて託送料金の値上げに
ならない形とし、③消費者庁からの意見も聞き、独立した取引監視委員会による
第三者的チェックを受け、④毎月消費者に届けられる料金明細票に明記する。 

・ また、トータルにみて新電力により大きなメリットが生じるよう、新電力の競争
力の向上に向け、ゼロエミッション市場や既存の電力会社が持つ安価なベース電
源を新電力とも共有できるような制度的措置を講じる。  

 
a ④、⑤、⑥の措置については、電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめを踏まえて記載。 
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【参考３】確保すべき資金の全体像 
 現在  今後  東京電力  他電力  新電力  国  

廃炉 2兆円 → (燃料デブリの取出) → 8兆円 
b ＝ 8兆円 c     d  

賠償 5兆円 → (風評と営農賠償等) → 8兆円 
ef ＝ 4兆円 ＋ 4兆円 ＋ 0.24兆円 g   

除染 4兆円 → (工事費などの増加) → 6兆円 
d 
＝ 4兆円 h    ＋ 2兆円 

i 

総額 11兆円   → 22兆円 
bj ＝ 16兆円 k＋ 4兆円 ＋ 0.24兆円 ＋ 2兆円  

 
※上記の各数値は、規模感を把握する観点から基本的に小数点以下は四捨五入 

 
b  第 6回東京電力改革・１F問題委員会（2016年 12月 9日）配布資料「有識者ヒアリング結果報告」（以下、「有識者ヒアリング結果報告」という。）から引用。経済

産業省として評価したものではないことに留意。 
c 管理型積立金制度及び送配電事業合理化分を事故廃炉事業に優先的に充当する措置を講ずる。 
d 別途、廃炉の研究開発に、平成 28年度補正予算までの累計 0.2兆円がある。 
e  今後必要となる資金の見込みとして算出されたもの。これは交付国債発行限度額の算定のためのものであり、東京電力の資金繰りを支援するため、交付国債

の発行限度額を 9 兆円から 13.5 兆円に引き上げる（「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」（平成 28年 12 月 20 日閣議決定））。 
f  原賠機構法による負担金は、各事業者が事故への備えとして納付しているものであるが、現状では、福島原発事故の賠償に係る資金に充てられている。これ

を前提とした上で、上記の金額は、2015年度と同条件で負担金が設定されると仮定した試算値であり、毎年度の負担金は原賠機構において原賠機構法に基

づき決定される。 
g  託送で回収する総額は、原賠機構法施行の前年度（2010年度）までのものについて算定し、回収が始まる 2020年前の 2019 年度末時点までに納付すること

が見込まれる一般負担金を控除した約 2.4 兆円。その上で新電力のシェア 10％と想定して試算した額。2020年から 40年回収とすれば、年額 60億円（託送

料金 0.07 円/kWh 相当＝一般標準家庭で 18 円/月）。ただし、託送回収額総額が今度上がることのないよう、上限が 2.4 兆円であることを、「原子力災害から

の福島復興の加速のための基本指針」（平成 28年 12 月 20 日閣議決定）に明記。また、送配電部門の合理化等により、総じて「託送料金値上げ」にならない

形とする。 
h  株式売却益を想定。不足が生じた場合には、負担金の円滑な返済の在り方について検討する。 
i  中間貯蔵施設費用にあてるため、エネルギー特別会計から 470億円程度を 35年以内に支出する（「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」

（平成 28年 12 月 20 日閣議決定））。 

帰還困難区域における復興拠点の整備に関する予算は含まれない。当該予算は、国の負担において行い、東京電力には求償しない（「原子力災害からの福

島復興の加速のための基本指針」（平成 28 年 12月 20日閣議決定））。 
j  「有識者ヒアリング結果報告」における燃料デブリ等の取り出し以降に生じる廃棄物の処分、中間貯蔵後の除去土壌等の最終処分等に要する資金は含まれな

い。 
k  別途、東電の自己資金で除染を実施する 0.2兆円分（原賠補償法に基づく補償金相当）がある。 
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【参考４】消費者の視点から見た全体像 

 

※上記の各数値は、規模感を把握する観点から基本的に小数点以下は四捨五入 
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【参考５】世界と日本の電力市場 
 
①世界・日本における電力消費量の推移と予測 

 

 

 

②海外主要電力会社の事業拡大例 
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【参考６】東京電力の改革ステップと収益拡大目標 

 
①毎年の収入の中から確保するもの 廃炉 0.3兆円/年＋賠償 0.2兆円/年l 
 
②企業価値向上により確保するもの 1兆円の株式から 4兆円の売却益 
                 
③東電改革の効果 
 
１）現状   年間 0.4 兆円mの収益水準 
 
２）第一段階 単独コスト合理化（送配電コスト改革をはじめ、累積１兆円超の更なるコスト削減） 
  ・欧米トップを目指した送配電コスト改革→年間 0.15兆円nの効果 

(東京電力の託送原価(4.55 円o)を欧米トップ並み(4円程度p)に) 
  ・調達構造改革や発電設備の定期検査期間の短縮等、更なるコスト削減 
                   →廃 炉 ・ 賠 償 の た め の 年 間 目 標 0 . 5 兆 円 の 達 成 
 
３）第二段階 信頼回復の上での柏崎刈羽原発再稼働 

 ・信頼を回復→2基再稼働で年間 0.1兆円の効果 
→廃炉・賠償のための対応を確実なものにする 

 
４）第三段階 送配電と原子力で他社と共同事業体設立 
 

・燃料・火力事業は中部電力と共同発電会社（JERA）を設立済み 
＝国内事業の完全統合へ →最経済運用の高度化による燃料費の削減 
 →共同調達など発電所運営コストの削減 
 →両社のノウハウを融合して事業領域の拡大 

 
・送配電事業の共同事業体を早期に設立、再編・統合を目指し、事業基盤の強化

やグローバル競争力の強化、全国統合的な送配電ネットワークを構築 
＝共同調達、火力調整電源の共同運用、連系線の共同投資、 
デジタル化対応、海外展開 

    ＝全国送配電ネットワークの統合的運用（広域送電系統） 
                             →広域での予備力共有によるコスト削減 

→メリットオーダーによる燃料費の削減 
＝全国送配電ネットワークの統合的な設備計画・設備投資 
                →過剰設備合理化(増強回避、スリム化) 
＝事業基盤強化とグローバル事業への展開 

→事業領域の拡大による収益の向上 
 

・原子力事業の共同事業体を早期に設立、再編・統合を目指す 
＝共同調達、安全防災の共同投資、廃炉の事業化、海外展開 
＝中期的取組 
・原子力人材の確保と育成、安全性・経済性に優れた軽水炉の実現 

＝長期的取組 
・海外市場に積極的に進出、国際市場でのステータスを獲得 

→除 染のための株式売却益 4兆円を腰を据えてより長い時間軸の中で実現 
                    

 
l 廃炉：0.3 兆円/年≒8 兆円/30 年程度、賠償：0.2 兆円/年≒4 兆円/30 年程度 
m 燃料費調整制度の期ズレによる 0.11 兆円を含む。 
n 託送原価を 4.55 円から 4.0 円に低下させた場合のコスト削減額。但し、前提となるエリア需要は 2013 年度値。 
o 2015 年度送配電部門営業費用実績を託送原価ベースに補正した単価（2013 年度エリア需要ベース）。 
p 欧米主要国の託送原価単価水準（2011 年三菱総研調査：2009 年値）。 
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 現状 0.4兆円/年  1兆円で国は株式取得 

   ↓   ↓ 
  単独改革から始まり → 共同改革へ 
    (共同事業体設立→再編・統合へ) 

○火力等 JERA 開始 → ●JERA 完全統合 

〇小 売 異業種連携開始 → ●異業種連携 

○送配電 効率化 (欧米トップ並みに 0.15/年) → ●共同調達・共同運用・海外 

○原子力 再稼働  (１基 0.05/年) → ●安全連携・共同調達・海外 

   ↓   ↓ 
 目標 0.5兆円/年 ＋ 株式売却益(4兆円)＋還元成長原資 

 
 
  

送配電コストの比較 

 
 

 

国内q                    海外r 

 

 

  

 
q 国内各社は 2015 年度の送配電部門の営業費用単価。電源開発促進税、原子力バックエンド費用を除いたものを

エリア需要で除したもの。東京電力については、2013 年度エリア需要ベースで、託送原価単価に補正。 
r 海外は 2009 年の託送原価単価水準。三菱総合研究所調査(2011 年)による。 
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【参考７】トップ及び次世代を担うリーダーに必要な資質 

 

 福島への責任貫徹を使命として存続する企業であるという自覚の下、「社会信頼の

回復」をリードする。その際、事故事業者として、自主的にバックフィットがで

きなかった過去、メルトダウン隠蔽問題を起こした過去と向き合い、先進的な取

組の実績がある他社から謙虚に学び、地元本位で安全第一の企業文化と事業体制

の実現とグローバルトップの安全防災対応力を実現しようとする強い意志を持つ。 

 現状放置の危機感と将来への可能性の双方を社員に訴え、非連続の改革に向け社

内の力を引き出していく。 

 競争の中で稼ぐことが福島事業への貢献、福島事業が東京電力存続の原点。この

双方の強い意志を持ち、社内を束ねていく。 

 新たな企業文化を築くため、過去の行動様式や慣行といったいわゆるしがらみを

断ち切る強い意思も持ち、行動する。 

 共同事業体の形成については、分野毎（送配電、原子力、小売）に次世代リーダ

ーを選抜し、権限を明確に委譲する。 
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【参考８】国の関与のあり方 

 
＜具体的な国の関与のポイント＞ 

Ⅰ．福島事業 

１．着実な廃止措置（廃炉事業） 

①実施状況の管理 
➢ 中長期ロードマップに基づく進捗管理 

②技術力向上に向けた支援 
➢ 技術的助言をするための専門家集団の結集 

➢ 国内外の叡智の結集 

➢ 技術的難易度の高い研究開発への財政支援  

➢ 研究開発拠点の整備 

③安定的な事業実施に必要な制度の整備 
➢ 廃炉に係る適切な資金や実施体制、作業

工程の管理に資する「管理型積立金制度」

の整備 

➢ 廃炉資金の確保に資する送配電合理化

分の事故炉廃炉への充当制度の整備 

④地元や国民の不安払拭に向けたコミ

ュニケーション 

２．賠償の迅速かつ着実な実施 

①実施状況の管理 
➢ 被害者対応の状況等の確認・指導 

➢ 支払方針等の確認・指導 

➢ 支払状況のモニタリング 

②賠償に必要な一時的な資金援助 

③円滑な費用回収に必要な制度の整備 
➢ 負担金制度の運用 

３．その他福島復興事業 

① 福島相双復興官民合同チームによ

る取組 

② 関連産業や国際的なプロジェクト

の誘致等に向けた環境づくり 

③ 研究施設等、基盤整備 

 

Ⅱ．経済事業（原子力事業含む） 

１．電力の安定供給の持続性の確保 

２．非連続の経営改革の進捗を評価 
➢ 改革の実行体制の確認 

➢ 共同事業体の実現に向けた具体的なコミットメントの状況や進捗の確認 

➢ 企業価値向上のための実力収支や安定的な資金調達の確保状況のモニタリング 
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【参考９】責任とリンクしたベンチマーク（ＢＭ） 

 

 
(注) 「託送原価単価」について、東京電力及び国内トップは 2015 年度の送配電部門営業費用から電源開発促進税、

原子力バックエンド費用を除いたものをエリア需要で除したもの。国内と海外の比較にあたっては、託送の定義
や地理的状況、送電の質（停電の回数、時間）といった算定の前提等が異なるため、単純比較はできない点に留
意が必要。 
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1. 背景 

 

 福島第一原子力発電所事故に伴う被災者への賠償等を迅速かつ確実に実施

するため、東京電力は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（以下、「原賠機構

法」）に基づき、政府の資金援助を受けている。資金援助を受けるに当たっては、

同法に基づき、「総合特別事業計画」（以下、「総特」）を策定し、賠償・廃炉等に

必要な資金を確実に捻出するため非連続の経営改革に取り組むことを約束して

いる。 

 2022 年 12 月、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原

子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補」が取りまとめられた。

これを受け、東京電力は同追補に基づく追加賠償を順次進めている。 

 この追加賠償などに伴い、政府から東京電力への資金援助額の実績は、累計

約 13.0 兆円（2023 年 9 月末時点）に達している。今後も、要賠償額は増額が見

込まれ、2024 年度以降に、資金援助額は現在の交付国債の発行限度額である

13.5 兆円に達すると推定される。 

 東京電力が賠償（除染・中間貯蔵含め）の円滑な支払いを今後も継続するため

には、国の 2024 年度予算において交付国債枠を増額することが必要となる。一

方、交付国債枠を増額するに当たっては、交付国債で負担された資金が将来確

実に回収されるよう、東京電力の資金捻出能力や資金捻出に向けた取組を検

証・評価した上で、これまで以上の一層の努力を東京電力に求める必要がある。 

 このため、現行の交付国債枠（13.5 兆円）の下で策定された、「新々・総合特別

事業計画」（以下、「新々・総特」）及び「第四次総合特別事業計画」（以下、「四

次総特」）において、東京電力が掲げた改革の進捗・実績の検証・評価と、更に

必要となる対応強化策について、2023 年 9 月から、資源エネルギー庁の参画も

得て、当委員会で議論を行った。 
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2. 検証・評価の視点 

 

 2016 年 12 月に、国の「東京電力改革・１F 問題委員会」がとりまとめた「東電改

革提言」では、東京電力は約 16 兆円の資金確保が必要とされた。これを受け、

東京電力は新々・総特及び四次総特において、 

① 賠償（被災者賠償）・廃炉に関して、年間約 5,000 億円の資金を確保するこ

と、 

② 除染費用のための株式売却益 4 兆円に向け、より長い時間軸で、年間

4,500 億円規模 1の利益創出も不可能でない企業体力を確保すること、 

の 2 点を最重点の目標として掲げている。 

 また、新々・総特及び四次総特では、国や機構（原子力損害賠償・廃炉等支援

機構）は、福島事業（賠償、復興、廃炉）に長期に関与する一方、経済事業は早

期自立との方針で東京電力の経営に関与することが示されている。 

 こうした点を踏まえ、今回の検証・評価では、主に以下の点について議論を行っ

た。 

① 福島への責任の貫徹という観点で、これまでの賠償、復興、廃炉の取組は

十分といえるか。東京電力に更に求めるべき点は何か。 

② 賠償・廃炉に関して、年間約 5,000 億円の資金確保との目標について、 

A) これまでの負担金や廃炉等積立金の捻出水準は、十分といえるか。 

B) 収支水準はこれらを支弁するために十分なレベルで、持続的と考えら

れるか。 

C) 資金捻出に向けた東京電力の取組は十分といえるか。東京電力に更

に求めるべき点は何か。 

③ 除染費用のための株式売却益 4 兆円に向け、長期的に年 4,500 億円規模

の利益を創出する目標について、現在の取組で達成できると考えられるか。

東京電力に更に求めるべき点は何か。 

 また、東京電力の取組の検証・評価に加え、次期の総特を見据え、以下の点も

議論の対象とした。 

④ 上記①～③目標達成に向けて、 

A) 国の役割や必要な環境整備について、どう考えるべきか。 

 
1 株価収益率（PER）を用いて算出。除染費用に相当する売却益 4 兆円を捻出するために必要な株式価
値（時価総額）目標 7.5兆円を、平均的な PERである 17で除して当期純利益を算出。 
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B) 他のステークホルダー（金融機関、株主）の協力の在り方について、ど

う考えるべきか。 

⑤ 国・機構の東京電力への関与の在り方について、 

A) 新々・総特以降は、「福島事業は長期関与、経済事業（含む原子力）は

早期自立」との方針だが、この方針を継続すべきか。 

B) 公的資本（機構から東京電力への 1 兆円出資）の回収の在り方（時期、

条件、手法など）について、どう考えるべきか。 

 検証・評価に当たっては、東京電力の各種経営データの実績推移等を確認する

とともに、東京電力に対してこれまでの振り返りと今後の方向性等に関してヒア

リングを実施した。 
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3. 東京電力の取組の検証・評価結果 

 

（1） 福島事業（賠償・復興・廃炉） 

 

総評 

 被災者の方々への賠償については、これまで概ね「３つの誓い」に沿った形で進

められていることが確認できたが、業務の正確性や品質の向上、被災者に寄り

添った対応といった面で一層の改善が必要である。さらに足元では、①第五次

追補等を踏まえた追加賠償において、発送トラブルや審査遅延が発生しており、

迅速な支払いに向けて適正化を図ること、②第五次追補等を踏まえた追加賠償

と並行して、ALPS 処理水の海洋放出に伴う賠償が進む中、迅速かつ適切に対

応すること、が課題となっている。これに対応するため、東京電力は、要員の増

員や専用コールセンターの追加設置等の体制整備、委託会社のマネジメント強

化等を講じるとしているが、今後、その実効性を機構において確認していく必要

がある。 

 福島県産品の風評払拭や福島の産業基盤整備に貢献する取組はこれまで着

実に進めていることが確認できた。一方で、ALPS処理水の海洋放出に伴い、全

国規模で水産物等に影響が出ており、グループのリソースを最大限動員し、取

組の規模や範囲を拡大していくことが課題となっている。東京電力においても、

こうした課題を認識し、足元で実施しているイベント開催などに加え、対策の拡

充を模索しているが、必要な体制を整え、早期に具体化し実行に移す必要があ

る。 

 福島第一原子力発電所の廃炉については、一部に手戻りや遅れが見られるも

のの、中長期ロードマップの目標を概ね達成しつつ作業を進捗させたと評価で

きる。今後は、本格的な燃料デブリ取り出しを控え、その準備を着実に進める必

要がある。東京電力には、サプライチェーンの能力を把握し、自らこれを組織す

る能力を獲得・強化することが求められており、必要な取組を深化させることが

課題である。廃炉作業の安全・品質管理の面では、地元や社会に不安を与える

トラブル事案の反省を踏まえ、安全管理や情報発信の取組に改善が必要であ

る。また、福島県浜通り地域への廃炉産業集積に向け、地元企業の廃炉作業

への参画について具体的な取組が進展していることが確認できた。今後更に取

組を発展させることが期待される。 
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各論 

A）賠償 

＜総特における主なコミットメント＞ 

「３つの誓い」に沿った賠償の実施 

① 「最後の一人まで賠償貫徹」（賠償未請求者の減少等） 

② 「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」（処理日数目標 2内での申請処理等） 

③ 「和解仲介案の尊重」（ADR センターによる和解尊重） 

＜評価＞ 

 東京電力は、「３つの誓い」を徹底し、個々の被災者に寄り添い丁寧に対応しな

がら、原子力事故による損害に対して、迅速かつきめ細やかな賠償を実施する

ことを新々・総特及び四次総特において約束してきた。 

 「３つの誓い」のうち、①「最後の一人まで賠償貫徹」については、時効を理由に

断ることはせず、これまで約 300 万件 3の賠償を実施し、また DM 送付や電話・

戸別訪問等の取組により、未請求者数も約 670 人にまで着実に減少してきた（図 

1）。②「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」について、迅速な賠償に関しては、

法人への賠償は個別の審査に時間を要するものが多いため目標達成率は 6 割

程度となっているものの、個人への賠償については処理日数目標を概ね達成し

た（図 2）。きめ細やかな賠償に関しては、支払額に過不足を生じさせる事案や請

求書の誤送付などが発生しており、業務の正確性や品質の向上に課題がある。

また、画一的ではなく、被災者の方々に寄り添い、地域の状況や事業の特殊性

など個別具体的な事情を把握し賠償を行うという点については、十分な対応が

できておらず改善が必要との指摘があることを東京電力は真摯に受け止め、対

応する必要がある。③「和解仲介案の尊重」については、東京電力による和解

仲介案の拒否件数は徐々に減少し、2021 年度及び 2022 年度は 0 件となった。 

 東京電力は、業務品質向上のため専門の要員設置や部署間の情報連携の強

化を実施するとしているが、①それらの取組が実効的なものとなるよう業務プロ

セスの見直しを速やかに進めるとともに、②仮に支払額に過不足が発生した場

合には、請求者との間の事後対応、機構への報告や補填処理を迅速かつ適切

に進める必要がある。また、被災者の方々に寄り添うため、個々の事情などに

丁寧に耳を傾けながら実態を把握し、それを踏まえた適切な賠償を行うことを徹

底すべきである。これらについて、機構においても重点的な確認を行う必要があ

 
2 書類到達後 3 週間以内での審査完了 
3 2023 年 3 月末時点 
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る。 

 2023年 4月から開始された第五次追補等を踏まえた追加賠償 4では、①請求件

数の急増による処理日数達成率の大幅下落、②2023 年末までに約 40 万件（住

所が判明している件数）の請求書の確認完了という目安に対するペースの遅れ、

③請求書の誤送付、等が発生した。これに対し、東京電力は、請求書確認等の

要員の増員（約 2,000 人規模で対応）や、委託会社の実効性の改善等（社員出

向等による委託先のガバナンス・マネジメント強化、委託先要員の育成強化等）

を実施したことで、迅速かつ的確な処理を実施できる目途が立ったとしている。 

 また、ALPS 処理水の海洋放出に伴う賠償への対応が始まっており、個別の事

情に応じた迅速かつ丁寧な対応が継続的に求められる。東京電力は、専用コー

ルセンターを追加設置したほか、請求書郵送依頼件数等に応じた体制強化

（1,000 人規模への増強、状況に応じて追加を検討）を実施していくとしている。

また、第五次追補等を踏まえた追加賠償とは対応者を分けて体制を構築し、そ

れぞれの賠償に対して迅速かつ適切に対応ができる見込みであるとしている。 

 並行して進む２つの賠償について、①東京電力が実施した対応策により、被災

者に寄り添いつつ迅速性や的確性が担保されるようになっているか、②原賠機

構法スキームの趣旨に沿った適切な支払いを確保できているか、機構は、東京

電力に対して、高い頻度で状況を確認していく必要がある。 

図 1 未請求者数の推移 

 

 
4 対象：約 148 万人、約 70 万件（想定） 
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図 2 処理日数目標の達成状況（書類到着後３週間以内の審査完了率） 

 

B）復興 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 事業・生業の再建の支援、風評被害の払しょくに取り組む 

② 福島イノベーション・コースト構想への参画等、産業基盤整備への協力を行う 

③ 帰還環境の整備に向けた人的協力など、地元に密着し、福島の再生に貢献 

＜評価＞ 

 東京電力は、事業・生業の再建の支援、風評被害の払しょくのための取組とし

て、福島県産品の流通促進のためのフェアやイベント等を開催している。これま

でのところ、その頻度を年々増加させるとともに（図 3）、こうしたフェアやイベント

における福島県産品の取扱量も増加傾向にあることが確認できた。また、福島

の産業基盤整備に向けて、楢葉町におけるサツマイモ生産事業や飯舘村にお

ける間伐材やバーク（樹皮）を主燃料としたバイオマス発電など複数のプロジェ

クトを着実に進めていることも確認した。帰還環境の整備に向けた地元からの

人的協力要請に対しても真摯に対応してきている。これらを踏まえ、新々・総特

及び四次総特で掲げた福島復興に貢献するための取組については、着実に進

めていると評価できる。 

 一方で、ALPS 処理水の海洋放出に伴い、全国規模で水産物等に影響が出て

おり、グループのリソースを最大限動員し、取組の規模や範囲を拡大していくこ

とが課題となっている。東京電力は、ALPS 処理水の海洋放出に先立ち社内に

設置した「ALPS 処理水影響対策チーム」の下、外国政府による輸入停止措置
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に対し、情報発信・流通対策・賠償対応に一体的かつ機動的に取り組むとして

いる。情報発信に関しては、科学的データの公表や特設ページの多言語展開、

海外メディア・大使館を対象とした説明会等を実施している。流通対策に関して

は、足元では消費イベントの開催など輸入停止措置の影響を受ける水産物等

の消費拡大の機運向上を図る取組を実施しているが、これに加えて、事業者の

事情を伺った上で販路拡大の解決策を提案するなど対策の拡充を検討してい

る。こうした対策の拡充について、必要な体制を整え、早期に具体化し実行に移

す必要がある。 

 また、東京電力が、今後も継続して福島の再生に貢献していくに当たり、①事故

後に入社した社員の増加や、②新型コロナウイルス感染症対策で福島への往

来・復興推進活動が一時的に減少したこと等を背景に、社員の福島への貢献意

識の向上を図ることが課題になっていることが確認された。東京電力からは、こ

の対策として、①震災時の振り返り等を体感できる現地研修の導入や、②各職

場での震災経験の伝承活動等を実施する、との報告があった。「福島への思い」

を抱き、現地の状況を理解することは、東京電力の事業活動の基盤であり、社

内での意識調査結果をモニタリング指標として確認しながら、福島事業に携わ

る社員のみならず、社員全員が「福島への思い」を共有するよう対応を強化して

いく必要がある。 

 

図 3 東京電力が携わったフェア・イベントの開催日数 
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C）廃炉 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 廃炉中長期実行プラン等に基づき、ALPS 処理水の処分等の廃炉作業を 

安全・着実に実施 

② 廃炉の「オーナーズ・エンジニアリング事業者」への変革 

③ 復興と廃炉の両立、長期にわたる廃炉事業の担い手確保のため、地元企業の

参画拡大に取り組む 

＜評価＞ 

 廃炉作業は一部に遅延（2 号機のデブリ試験的取り出し開始が、安全性・確実

性を高めるために、2023 年度後半を目途に延期など）が発生しているが、ALPS

処理水の海洋放出が開始されるなど、一定の進捗が見られる（表 1）。 

 現在、本格的なデブリ取り出しに向けて、機構の「燃料デブリ取り出し工法評価

小委員会」において、具体的工法の検討・評価が行われている。同小委員会に

おける検討・評価結果を受けて、東京電力は速やかにエンジニアリングを実施し、

工法を具体化できるよう、十分な体制を構築して取り組む必要がある。 

 廃炉の「オーナーズ・エンジニアリング事業者」への変革に向けて、東京電力に

は、廃炉における設計・製造・施工のサプライチェーンの能力を把握し、自らこ

れを組織する能力（オーナー能力）を獲得・強化することが求められている。現

在、東京電力では、廃炉についての豊富な知見を持つ Jacobs 社と協働し、オー

ナー能力の定義付けや目標の設定等を実施している。オーナー能力向上を廃

炉のスケジュール遅延やコスト上振れの抑制等、具体的な成果に結び付けられ

るよう、取組を深化させていく必要がある。 

 廃炉を着実に進めていくに当たり、安全確保と地元や社会の理解は大前提とな

る。廃炉作業における安全・品質管理の向上について、東京電力は四次総特に

おいて、長期保守管理計画に基づく設備の点検や劣化への対応、現場作業の

安全・品質の確認強化などを実施するとしている。しかしながら、設備管理や現

場の安全管理に関わるトラブルは幾度か発生し、情報発信の不正確さや分かり

にくさとも相まって、地元や社会に不安を与える結果となっている。こうした事案

の反省を踏まえ、東京電力は、①自ら作業現場を把握し、協力企業を含めた安

全管理や作業員の安全確保を徹底する、②設備の情報を一元的に把握し劣化

等に計画的に備える、③地元・社会等の理解が得られるよう迅速かつ正確な情

報発信を心がける、ことに注力する必要がある。 
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 復興と廃炉の両立における福島県浜通り地域への廃炉産業の集積と地元企業

の廃炉事業への参入拡大は、福島復興への貢献と廃炉事業の持続可能性の

確保の両面から重要である。東京電力は、地元企業が受注しやすい環境を整

備するため、関係機関と連携した元請企業とのマッチング会の開催などに取り

組んでおり、地元企業の参画は着実に進捗してきている。引き続き、地元企業と

東京電力が win-win となるような地元企業の廃炉産業への参入支援など、取組

を拡大していく必要がある。 

 また、長期にわたる廃炉実施のための人財確保が課題となっている。東京電力

は、人財育成計画の策定、分野別のキャリアパスの明確化等を実施するとして

いるが、将来的に廃炉を通じて得られる技術力をビジネスとして展開していくな

ど、廃炉事業の将来像を示すことなどを通じ、人財の士気向上と優れた人財の

確保に取り組む必要がある。 

 

表 1 新々・総特以降の廃炉作業の主な目標工程と現時点の状況 

内容 目標工程 現時点の状況 

①３号機燃料取り出しの開始 2018 年度中頃 2019 年 4 月に達成 

②浄化設備等により浄化処理した水の貯水を全て溶接型
タンクで実施 

2018 年度内 2019 年 3 月に達成 

③汚染水発生量を 150ｍ3/日程度に抑制 2020 年内 2020 年 12 月に達成 

④建屋内滞留水処理完了 
 ※1～3 号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却建屋を除く。 

2020 年内 2020 年 12 月に達成 

⑤初号機の燃料デブリ取り出しの開始 
 （２号機から着手。段階的に取り出し規模を拡大） 

2021 年内 
2023 年度後半目途取り出し
開始に向けて準備中 

⑥原子炉建屋滞留水を 2020 年末の半分程度に低減 2022～2024 年度 2023 年 3 月に達成 

⑦ALPS 処理水の処分の開始 2023 年頃 2023 年 8 月に達成 

 

  

※①～⑥：「東京電力ホールディングス(株) 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」から一部抜粋 
※⑦：「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における 多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を基に

記載 
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（2） 賠償・廃炉に年間約 5,000 億円の資金確保 

 

総評 

 新々・総特及び四次総特の期間中（2017～2022 年度）、東京電力が賠償・廃炉

に確保した資金（一般負担金、特別負担金、廃炉等積立金の合計）は、年平均

で 4,094 億円であった（賠償 1,055 億円、廃炉 3,039 億円）（図 1）。2017 年度や

2018 年度は 5,000 億円前後の水準を確保したものの、その後、業績が年を追う

ごとに悪化したことに伴い、賠償・廃炉に確保した資金も低下傾向になり、2022

年度に至っては 3,000 億円台前半にまで落ち込んでいる。足元の水準は、目標

である約 5,000 億円から大きく乖離しており、目標水準に回復できるよう利益確

保策を講じる必要がある。 

 セグメント別に利益水準の新々・総特及び四次総特の見通し値と、実績値を比

較したところ、小売事業については 2020 年度以降、見通し値を継続して下回っ

ており、これが全社大での利益悪化の最大の要因であることが確認できた。な

お、それ以外のセグメント（送配電、燃料火力、再エネ（水力））については、これ

までのところ概ね目標の利益水準を達成していることを確認した。小売事業では、

全面自由化後の競争激化、ウクライナ危機に伴う調達コストの大きな変動とい

った環境変化に直面したものの、全社大で利益管理・リスク管理が不十分であ

り、対処策も後手に回ったことで、利益を毀損したと考えられる。 

 東京電力からは、これまでの反省を踏まえ、①実際の電源調達と料金上の電源

構成の乖離の是正による収支変動の抑制、②電力の販売・調達に関連する各

種指標のきめ細かなモニタリングを通じた迅速なリスク把握と対応策の早期着

手、③送配電事業及び再エネ事業における海外展開や事業領域拡大による利

益水準の底上げ、などを通じ、利益の回復・安定化を図る方針である、との報告

があった。 

 さらに中長期的には、電力卸売の内外無差別化の進展や、グリーン・トランスフ

ォーメーション（以下、「GX」）に対する顧客ニーズの高まり等、電気事業の事業

環境が大きく変化することを捉え、設備サービス事業をビジネスモデルの軸とし、

「価格と数量の安定化」をサービスとして提供することで、新たな収益源の獲得

と収益の安定化を実現する、といった構想が示された。 

 こうした取組の方向性は合理的なものと評価できるが、東京電力はスピード感を

持って実行していくとともに、機構は取組が奏功しているか重点的にモニタリン

グしていく必要がある。 
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 また、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働が実現しておらず、火力発電に偏重して

いたため、燃料コストの急騰に対して脆弱であった点も課題である。しかしなが

ら、同発電所は、核物質防護に係る不適切事案が発生し 2 年以上が経過する

中、原子力規制委員会（以下、「規制委」）の検査には一定の進展があるものの、

自律的に改善する仕組みは十分に機能していないとの評価を受けるなど、行政

処分の解除に至っていない。東京電力は四次総特において「組織全体で、自己

の弱点・課題を認識し、自律的に改善が進む組織に生まれ変わる」ことを目指し

ているが、その取組は道半ばと評価せざるを得ない。また、核物質防護に係る

不適切事案以降も、幾度かトラブルが発生し、地元からの信頼回復には至って

いない。 

 東京電力からは、過去から至近のトラブル・不適切事案の背景要因として、①リ

スク認識の弱さ、②現場実態の把握の弱さ、③組織として是正する力の弱さ、

が示された。これらについては、核物質防護に係る不適切事案の要因として規

制委による検査に対応していく中で改善を図っており、得られた教訓は核物質

防護以外の分野にも展開していく方針である、との説明があった。こうした方向

性は妥当なものであるが、規制委の検査に真摯に対応することに加え、安全性

向上が自律的に進む組織であることを、規制委のみならず地元・地域を含め社

会に理解されるように示していくことが重要である。それによって地元・地域の信

頼回復を図るとともに、地域貢献の取組を強化していく必要がある。 

 東京電力からは、上記の各取組を通じ、2023年度以降利益を回復させ、年間約

5,000 億円の資金確保が可能になるとの見通しが示された。東京電力が約束し

た取組が着実に実行されているか、利益水準は見通し通りに推移しているか、

機構においてきめ細かくモニタリングを実施し、約 5,000 億円の資金確保を確実

なものにする必要がある。 
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図 4 賠償・廃炉資金の推移 
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各論 

A)小売事業（EP） 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 2022 年度までに、全面自由化以降減少している利益に歯止めをかける 

② 調達に関して、利潤を最大化する需要と供給のバランスを追求し、競争力の 

ある電源ポートフォリオを構築 

③ ガス販売や価値提供サービス等の附帯事業で年間売上 3,000 億円以上、 

経常利益で年間 100 億円以上 

④ 中長期的には、需要規模を活かしつつ、高度な調整機能を提供する付加価値

の高いエネルギーソリューションを販売する 

＜評価＞ 

 2017 年度以降、小売事業における利益水準は下降を続け、2022 年度は燃料価

格の高騰等により大幅な赤字となった。総特の見通し値と比較すると、2020 年

度以降の利益水準は見通し値を下回っていることを確認した（図 5）。 

 利益水準の低下要因を分析すると、小売完全自由化後から 2020 年度にかけて

は、①大口法人では販売電力量の確保を優先した結果、利益幅を減少させ、②

小口法人や家庭では利幅は維持した一方で、競争で販売電力量が大幅に減少

し利益が悪化した、という特徴が確認された。価格（利幅）・販売量の動向を分

析した上での総合的な利益管理が不十分であったと考えられる。2021 年度から

2022 年度にかけては、燃料価格高騰や戻り需要の増加等が起こったが、これら

様々なリスク兆候をタイムリーに把握した上で対策を講じることが迅速に行われ

ず、赤字が拡大したものと評価される。また、東京電力の小売事業の電力市場

における競争力を分析するため、東京電力に調達価格・販売価格のそれぞれに

ついて、市場価格との比較分析を求めたところ、東京電力からは、市場価格の

高低により、市場や競合他社への価格優位性は変動するが、現時点において

は競争力を有している、との報告があった。 

 これまでの反省を踏まえた収支安定化に向けた取組について、東京電力からは、

実際の電源調達と料金上の電源構成の乖離の是正による収支変動の抑制や、

EP 及び HD が連携し定期的にリスク関連情報の共有や対応策の検討を行う会

議体を設置する等の対策を進める、との報告があった。こうした取組の方向性

は合理的なものと評価できるが、小売事業における利益水準の低下が、東京電

力全体の利益水準を押し下げる要因となってきたことから、東京電力は、経営

幹部の強い関与の下で、スピード感を持って対策を実行していく必要がある。 
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 なお、附帯事業については、主にガス販売の貢献により、足元では目標を達成

していることを確認した。 

 電気小売事業における中期的な利益確保を進めるに当たり、今後は卸売の内

外無差別の進展に伴い、調達面での競争力が低下し電気販売での差別化が困

難になると見込まれ、事業構造の変革が必要になると考えられる。東京電力か

らは、こうした状況に対応するため、①カーボンニュートラルやエネルギーコスト

の安定化といった価値を顧客に提供する設備サービス事業の大規模な展開、

②調達価格の変動抑制策の高度化や他社への需給運用サービス提供の拡大

を進めることで新たな収益源の確保と収益安定化を図る、との方針について説

明があった。 

 上記①②いずれも方向性は妥当なものと評価できる。しかしながら、上記①に

ついては、現状、東京電力は、GX に対する機運が高まっている大口法人向け

には積極的な営業活動を行っている一方、小口法人への浸透は不十分であり、

また、家庭向けの太陽光パネル・蓄電池等の設置サービスも足元では導入目

標を下回っている状況であることを確認した。競合企業も同様のサービスを展開

していく中にあって、設備サービス事業を収益の柱に育てていくためには、顧客

ニーズや自社の強みの分析、利益・コスト構造の詳細な把握等を行った上でス

ピード感を持ってサービス展開しつつ、顧客等の反応を踏まえて迅速にサービ

ス内容やオペレーションの改善を行う必要がある。また、上記②を本格的に進

めるためには、金融的手法の活用など専門能力を備える必要があり、必要な人

財の育成・獲得を進める必要がある。 

 
図 5 東京電力 EP の経常損益の推移と総特見通し値の比較 
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以下の図においても同様。 
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B）送配電事業（PG） 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① グローバルトップレベルの効率的な事業運営（2025 年度の託送原価を、 

2016 年度比で 1,500 億円程度削減） 

② 廃炉等負担金を年平均 1,200 億円程度捻出 

③ 事業領域の拡大により、2023 年度を目途に託送外売上高 900 億円、 

営業利益 155 億円を達成する 

＜評価＞ 

 託送原価の削減目標については、2016 年度比 1,500 億円程度削減する目標に

対して、2022 年度は 1,455 億円を削減しており、概ね達成したことを確認した。

また、効率化を原資とした廃炉等負担金は年 1,200 億円を確実に捻出し（表 2）、

利益についても、2022 年度を除いて総特の見通し値を上回る水準で推移してき

たことを確認した。（図 6） 

 レベニューキャップ制度下（2023 年度～）では、廃炉等負担金は収入上限に年

1,200 億円が算入されている。それにより安定的に拠出ができる見込みとなって

いるが、制度上、更なる効率化を実現することにより、廃炉等負担金及び利益

の上乗せが可能となっている。高経年設備の更新等による業務品質の維持を

図りつつも、投資額・費用を可能な限り抑制し、廃炉等負担金及び利益の拡大

を目指していくべきである。 

 託送外事業の売上・利益は、外的環境の変化等もあり、現時点で目標を下回る

見通しであることを確認した。また、利益目標に到達させるため、リカバリー策を

立てているものの、目標到達には不十分な状況となっている。東京電力は、コス

トダウンの強化や子会社の事業拡大への支援等の収益改善策に加え、有望事

業へのリソースシフト等の対策に向けた検討を通じ、計画水準への早期キャッ

チアップを目指しているとしている。事業領域拡大のためには多額の投資資金

が必要であることから、他社と共同でプロジェクトに出資することで、１プロジェク

ト当たりの投資額を抑制するなどしながら、引き続き、託送外事業収益の拡大に

取り組む必要がある。 

表 2 廃炉等負担金の推移 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

廃炉等
負担金 

- 1,268 1,408 1,233 1,345 1,221 1,212 

 

（年度） 

（億円） 
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図 6 東京電力 PG の経常損益の推移と総特見通し値の比較 
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拡大・商用化に挑戦 

④ FP は JERA が掲げる目標を着実に実現できるよう、株主として JERA の経営

の予見性の確保に向けて適切に支援・監督 

＜評価＞ 

 JERA の 2022 年度の連結純利益（期ずれ除き）は 2,003 億円、統合シナジー効

果は 1,200 億円であり、いずれも目標年限を前倒して達成できたことを確認した
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2030 年代に実現を目指すこと等を掲げた。アンモニア混焼の商用化については、

碧南火力発電所において、実証実験のための設備改造等を実施し、2023 年度

中に試験運転開始予定となっているなど、一定の進捗がみられる。今後、商用

化に向け、水素・アンモニアの価格競争力や普及の見通し等を見極めながら、

取組を進めていく必要がある。 
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 東京電力には、JERA の株主として効果的なガバナンスを発揮することを通じ、

JERA の企業価値向上や総特の利益目標の継続的な達成が求められている。

現在、JERA では、ゼロエミッション火力や再エネ事業の推進のため、中長期ス

パンでの大規模な投資を計画しているが、どのように投資資金を確保するか、

株主として適切に支援・監督していく必要がある。 

 
図 7 JERA の連結純利益の推移 

 

D）再生可能エネルギー事業（RP） 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 国内水力事業は、FIT/FIP 化、運用効率化等で、増電力と収益性向上を 

目指す 

② 海外事業は、早急に実績を積み上げる 

③ 国内洋上風力は、再エネ海域利用法に基づく事業者選定公募において案件

獲得を目指す 

④ 2030 年度に純利益 1,000 億円を目指す 

＜評価＞ 

 再生可能エネルギー事業においては、国内水力事業による安定的な収益を背

景に、四次総特の見通しを上回る年 400 億円～500 億円の利益を実現できたこ

とを確認した（図 8）。 

 国内水力事業は、四次総特で掲げた増電力目標を達成し、また中小水力につ

いては改修に伴う固定価格買取制度（FIT/FIP）の活用も概ね順調に進んでおり、

900 
1,116 

2,770 

2,003 1,685 1,578 

246 178 
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2019 2020 2021 2022

（億円）

（年度）

期ずれ除き純利益

期ずれ込み純利益

※総特目標：2,000億円（期ずれ除き）

※2022 年度決算より国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しており、2021 年度以前と会計基準が異なる。 
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今後も引き続き安定供給と収益性向上の両立を計画に沿って進めていく必要が

ある。 

 海外事業は、ベトナムやジョージアにおけるプロジェクト単位での出資を経て、

昨年はインドネシアやベトナムでの再エネ事業会社への出資に加え、英国の洋

上風力開発会社の買収も実現している。今後も、出資先の事業支援・価値向上

に取り組むとともに、更なる案件拡大を目指していくが、投資資金と人財の確保

が重大な課題となっており、東京電力はその対策を検討・実施していくべきであ

る。 

 国内洋上風力事業については、2021 年に実施された再エネ海域利用法に基づ

く第 1 期公募において案件獲得を目指していたが、価格面での競争力が劣後し、

採択されなかった。今後は、価格競争力向上と事業実現性評価における磨き込

みを進め、第 2期公募以降で案件を獲得し、国内水力事業に次ぐ国内での収益

の柱としていくべきである。 

 四次総特では、2030年度に純利益 1,000億円を目指すという高い目標を掲げて

いる。目標実現には、多額の投資資金が必要となるが、包括的アライアンスを

含む外部資金の獲得や、事業資産拡大後に資産入れ替えを順次進めるなど、

目標達成に向けてあらゆる選択肢を排除せず、取組を進めるべきである。 

 
図 8 東京電力ＲＰの経常損益の推移と総特見通し値の比較 
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E）原子力事業 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 地元地域や社会からの信頼回復を最優先と位置付け、信頼を損ねれば原子

力事業の存続に関わるとの危機感で、生まれ変わった姿を行動と実績で示す 

② 組織全体で、自己の弱点・課題を認識し、自律的に改善が進む組織に生まれ

変わる 

③ 現場力強化に向けたリソース投入を進める 

＜評価＞ 

 柏崎刈羽原子力発電所の一連の不適切案件により、規制委からの行政処分を

受け、立地自治体と社会からの信頼を失うに至った。四次総特においては、本

事案の原因分析を踏まえた抜本的な改革を断行することとし、東京電力の生ま

れ変わった姿を示して信頼の回復を図ることを掲げた。 

 核物質防護事案については、東京電力としては、①リスク認識の弱さ、②現場

実態の把握の弱さ、③組織としての是正する弱さ、の 3 つを根本的要因として特

定し、これらを踏まえた改善措置計画を 2021 年 9 月に規制委へ提出した。規制

委の検査により 23 項目の是正は確認されたが、その後も、残りの 4 項目と適格

性の再確認の検査が進行しており、行政処分の解除には至っていない。 

 核物質防護事案以外では、安全対策工事の総点検を行い、データの一元管理

や現場確認の強化が図られてきているという進捗はあるが、その一方で、直近

まで設備・機材トラブルや不適切な資料の取扱いなど問題も幾度か生じている。

これらは核物質防護事案の根本的要因と通じるものがある。 

 こうした現状において、東京電力は自律的な改善を進める組織に生まれ変わる

ための取組を速やかに実施していく必要がある。具体的には、東京電力は、核

物質防護モニタリング室を含めた PDCA機能の強化、協力会社を含めた発電所

に従事する者が積極的に意見提案できる環境の整備、今回の教訓や反省の組

織横断的な改善の浸透などに取り組むとしている。こうした取組全体の方向は

妥当であると評価できる。他方で、これらの取組の具体化・定着を行い、規制委

のみならず、地域・地元に対して、東京電力が安全性の向上に自律的に取り組

める組織であることを早急に示すことが求められており、対応を進めるべきであ

る。 

 また、東京電力には、地域に貢献できる組織となり信頼を得ていくことも必要で

ある。これまで説明会や各媒体を通じた情報発信、原子力防災における自治体

との協力体制の整備・強化などを着実に進めていると評価できるものの、更なる
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地域貢献に向けては、新潟県への本社機能の移転とあわせ、地元企業との連

携などを強化していく必要がある。 

 

F）効率化の推進 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 【2012 年総特目標】2012 年度以降 10 年間で 3.4 兆円削減 

② 【2021 年四次総特目標】2021 年度以降 10 年間で 3.7 兆円削減 

※いずれも震災前水準との比較 

＜評価＞ 

 2012 年度以降 10 年間で 3.4 兆円の削減を実施するという目標は大幅に超過達

成（約 7 兆円）したが、足元では効率化額は横ばい傾向となっていることを確認

した。 

 東京電力は引き続きカイゼンを基軸とした取組により効率化・経営合理化を進

める必要がある。一方で、人財確保のための賃上げ、安定供給のための更新

投資、資材高騰などを踏まえれば、効率化額を把握するのみならず、投入資源

に対してどの程度のアウトプットを出しているかなど異なる指標も組み合わせて

事業の効率性を把握・評価する必要があり、東京電力において具体的な指標の

設定と効果的なモニタリング手法を検討すべきである。 

 

G）人財・DX 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 電力コア人財を質・量ともに適正規模で継続的に確保・育成する 

② 事業創造人財の計画的な確保・育成と、成長が見込まれる事業領域等に 

適財配置 

③ 能力の高い DX 人財の確保や、社内人財の IT リテラシーの向上を図る 

＜評価＞ 

 東京電力では、人員の自然減等に伴い、業務に必要と想定される人員数と実際

の人員数とのギャップが今後大きくなると想定しており、このギャップを業務の削

減・効率化や人財確保策の強化により解消していく方針としている。 

 人財確保に向けて、採用手法の強化や初任給の引上げ、シニア層の更なる活

躍促進、離職防止に向けた取組、働き方改革など各種対策を実施してきている

ことは確認できた。また、「稼ぐ力を持った人財」の確保のため、事業戦略上、重
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要な領域・スキルを特定し、人財の重点配置・育成等を行う取組が進められて

いることも確認した。こうした対策で実際に人員ギャップを解消できているか、稼

ぐ人財の確保につながっているか、随時対策を見直しながら、必要な人財の確

保を確実なものとしていくべきである。 

 DX を実現するため、高度な専門人財確保や社内での人財育成などの取組を進

めていることは確認できた。DX 人財の数・質を今後一層充実させていくため、取

組の継続・強化が必要である。加えて、グループ全体での適切な人財配置及び

中長期的なキャリア形成についても検討していくべきである。 
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（3） 長い時間軸で年間 4,500 億円規模の利益創出 

 

総評 

 長い時間軸での年間 4,500 億円規模の利益創出の実現に向けて、新々・総特

及び四次総特では、東京電力は、共同事業体の設立や、事業領域の拡大など

事業ポートフォリオの再構築に取り組むことを約束してきた。 

 しかしながら、これまでの実績を振り返ってみれば、①JERA 以降は包括的アラ

イアンス（基幹事業会社単位でのアライアンス）は実現できていない、②事業領

域を拡大するための成長投資も十分な規模を確保できていない、ことが確認さ

れた。また、利益水準もこれまでの実績は 4,500 億円から大きく乖離している上、

東京電力からは、四次総特で織り込んだ投資計画を実現したとしても 2030 年度

までに利益 4,500 億円には依然届かないとの報告があった。こうした状況から、

年間 4,500 億円規模の利益創出の実現に向けた道筋は見えていない状況であ

ると評価せざるを得ない。 

 東京電力に、包括的アライアンスの実現に向けた様々な事業者とのこれまでの

交渉等を通じた課題の説明を求めたところ、①パートナー候補との補完関係が

十分に構築できなかった事例があったことや、②共同事業体の財務・経営の自

律性が持続的に確保できるかについてパートナー候補の十分な理解が得られ

なかった事例があったこと、などが示された。 

 収益拡大に向け、カーボンニュートラルへの挑戦など成長投資拡大が必要であ

る一方、東京電力単独での資金調達には限界があることを踏まえれば、包括的

アライアンスの実現は不可欠である。これまでの交渉等で得た気付きなどを踏

まえ、一層の工夫を行った上で、粘り強く実現に向けた取組を継続していく必要

がある。 
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各論 

A） 長期利益目標・アライアンス 

＜総特における主なコミットメント＞ 

① 除染費用にあてる株式売却益 4 兆円に向け、共同事業体設立による再編・ 

統合により、長い時間軸で年間 4,500 億円規模の利益を創出 

② 2020 年代半ばまでにアライアンス等の歩みを進め、年間 3,000 億円程度の 

利益を創出 

③ カーボンニュートラルへの挑戦として、2030 年度までに最大で 3 兆円規模の

関連投資を行う 

※ 2022 年 4 月には、アライアンスを前提に、四次総特の 3 倍以上の投資 

（＝9 兆円）を行う方針を公表 

＜評価＞ 

 新々・総特以降の 6 事業年度では利益水準は年間 4,500 億円規模から大きく乖

離している（図 9）。また、仮に四次総特で織り込んだ投資計画を実現したとしても

2030 年度までには利益 4,500 億円には依然届かない想定であり、目標達成に

は相当規模の投資が不可欠である。しかし、東京電力は、カーボンニュートラル

関連を中心に投資規模の拡大を掲げているが、足元の状況は、国内外の主要

電力企業と比較しても、①投資規模に対するカーボンニュートラル関連投資の

割合、②事業規模に対するカーボンニュートラル関連投資の割合、③カーボン

ニュートラル関連投資額（絶対額）のいずれも見劣りする水準となっている（図 

10）。 

 投資が十分に行えていない要因として、資金確保に課題がある。フリーキャッシ

ュフローは 2018 年度以降赤字が継続している中、有利子負債残高が急速に増

加しており、東京電力単独でこれ以上多額の投資資金を確保するには限界が

ある。 

 こうしたことを踏まえると、アライアンスの実現が不可欠であるが、個別事業での

小規模なアライアンスは実現しているものの、包括的なアライアンスについては、

JERA 以降は実現できていない。 

 東京電力は、これまで様々な事業者と行ってきた包括的アライアンスに関する

交渉から得た教訓として、①パートナーとの補完関係の重要性、②東京電力特

有の事業リスクへの理解の 2 点を挙げている。①については、保有技術や事業

エリアの相互補完、統合によるシナジー効果の創出などを通じ、パートナーと東

京電力がお互いに統合メリットを得られることが重要であり、東京電力が提供で
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4. 東京電力に求める点 

 

（1） 福島事業（賠償・復興・廃炉） 

 第五次追補等を踏まえた追加賠償と ALPS 処理水の海洋放出に伴う賠償が並

走する中、双方の賠償に迅速・的確に対応するため、東京電力は、要員の増員

等を講じている。また、賠償業務の品質や正確性の向上を図るため専任組織を

新設した。こうした取組が狙った効果を発揮しているか、機構の確認も受けなが

ら検証するとともに、必要に応じて、更なる改善策を講じることを求める。また、

第五次追補等を踏まえた追加賠償では、未請求者への対応も必要であり、東京

電力において各種の広報活動に取り組むことを求める。 

 ALPS 処理水の海洋放出は、長期にわたる取組であるが、その間、東京電力に

は国内外の信頼を裏切らないことが何よりも求められている。この責任を果たす

ため、①オペレーションにおける安全性の徹底、②多言語・多様な媒体でのスピ

ード感を持った情報発信、③外国政府による輸入停止措置の影響を受けている

水産品等の販促支援や賠償に取り組む社内体制・相談体制の強化、に引き続

き取り組んでいくことを求める。また、社内に、情報共有や意思決定を統括的・

横断的に実施する部署横断チームが組成されたが、ALPS 処理水への対応の

みに留まらず、福島事業の遂行に当たっては、統括的・横断的な企画調整機能

が今後も継続して求められるため、常設的な体制整備を検討すべきである。 

 燃料デブリ取り出しに向けては、機構の「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会」

において、2024年春頃の結論を目指して工法の検討が進められている。同小委

員会において今後の準備作業の指針となるような結論が得られることを期待す

るとともに、東京電力においては、この結論が出た後、速やかにエンジニアリン

グ作業に入れるよう、必要な体制整備に今から着手することを求める。廃炉作

業の安全確保については、①安全対策への現場視点の取り込み、②設備情報

等の一元管理、③事案の性質に応じた情報発信、を強化・徹底することを求め

る。また、廃炉作業への地元企業の参画拡大に向けて、地元企業が受注可能

な作業を把握し、事前準備を進めやすくする観点から、廃炉の今後の作業見通

しを具体的に示すなどの工夫を実施することを求める。 

 

（2） 賠償・廃炉に年間約 5,000 億円の資金確保 

 年間約 5,000 億円の資金を確実に確保していくため、東京電力は収益改善に対

する意識を一層高めなければならない。グループ大で更に経営合理化を進める

ことに加えて、収支変動に対するリスク管理の徹底と、柏崎刈羽原子力発電所
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（3） 長い時間軸で年間 4,500 億円規模の利益創出 

 年間 4,500 億円規模の利益を安定的に創出することは非常に高い目標であり、

東京電力は、包括的アライアンスの実現などに強い覚悟を持って挑戦していか

なければならない。 

 包括的アライアンスの実現には、潜在的なパートナーの理解を得ることが必須

になる。新々・総特及び四次総特では、潜在的なパートナーの理解を得ることを

目的に、共同事業体の設立に当たって、①事業運営の在り方や出資比率につ

いて東京電力は柔軟性を持つこと、②共同事業体の自律的経営と財務健全性

を確保するため、JERA 設立の例に倣った配当ルールや財務ベンチマークを設

定すること、などを明示してきた。 

 しかしながら、これまでの東京電力の取組を通じて得られた教訓からは、潜在的

なパートナーの理解を得るためには、一層の工夫が必要なことが示唆されてい

る。このため、東京電力と機構において、①共同事業体の自律経営を担保する

ための更なる工夫や、②広範なエネルギーのバリューチェーンに事業展開して

いる東京電力の強みを活かした提案など、これまでの教訓を踏まえた対応策を

検討することを求める。 
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5. 国の役割や必要な環境整備、ステークホルダー（金融機関、株主）の協力 

 

（1） 国の役割や必要な環境整備 

 「東電改革提言」以降、賠償・廃炉・安定供給の達成を確実なものとするため、

国において、①廃炉等積立金制度の創設、ALPS処理水の海洋放出に関連した

理解醸成活動や水産業などへの支援、②容量市場の創設などの電力市場の制

度整備、といった環境整備が進められた。 

 国は、福島第一原子力発電所の廃炉や柏崎刈羽原子力発電所の再稼働につ

いて、前面に立って取り組むとの方針を示している。長期脱炭素電源オークショ

ンなど、電源投資の回収予見可能性を高める制度の整備なども現在進められ

ている。東京電力が福島への責任を貫徹しつつ、安定供給やカーボンニュート

ラルの実現も両立させるためには、こうした国の役割・環境整備が不可欠であり、

継続的な対応を要請する。 

 

（2） ステークホルダー（金融機関、株主）の協力 

 新々・総特及び四次総特では、①取引金融機関に対しては、事故前からの与信

の維持や成長資金の供与などを、②株主に対しては、無配継続や普通株式の

一層の希釈化 5の容認などを協力要請し、いずれのステークホルダーからも、要

請に沿った対応がなされてきている。 

 今後、資金援助額が 13.5 兆円を超過していくことになれば、東京電力が福島責

任貫徹のために確保すべき資金の総額も増額することになる。また、燃料デブ

リの取り出しに向けた作業が本格化すれば、これまでよりも高い支出水準が必

要になることが想定される。安定供給やカーボンニュートラル実現のために必要

な投資資金も増加が見込まれている。こうした状況を踏まえつつ、次期の総特

においてどのような協力を要請することが適切か、東京電力と機構において検

討することを求める。 

  

 
5 機構保有優先株式の普通株式への転換時 
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6. 国・機構の東京電力への関与の在り方 

 

 新々・総特及び四次総特では、東京電力が福島への責任を貫徹していく上で、

機構は、福島事業（賠償、復興、廃炉）に長期に関与する一方、経済事業は早

期自立との方針で東京電力の経営に関与するとの方針を示した。 

 ALPS 処理水の海洋放出は国の支援を得て実現に至ったが、今後、最難関の

燃料デブリ取り出しを控えた福島第一原子力発電所の廃炉作業を安全かつ着

実に進めていくためには、廃炉のプロセスやそこで生じる課題を東京電力が国

や機構と共有しながら、一体となって対策を講じていく必要がある。また、賠償・

復興の取組も、国の政策等と軌を一にした対応が引き続き不可欠である。この

ように、福島事業の円滑な遂行には、国や機構の強い関与がこれまで以上に必

要となる。 

 経済事業には、福島事業の必要資金の確保や公的資本の回収に向けて企業

価値の向上を図ることで福島への責任を果たすことが求められている。電力市

場の競争環境が変化する中、今後は GX の実現に向けた機運を商機と捉えた

新事業の展開などが必須である。大胆な発想、迅速な意思決定、異業種との連

携などを実行するため、国の関与をなるべく排除し、自立を促していく中で、収

益力と企業価値を高めていく必要がある。 

 このため、国・機構は、福島事業には長期に関与し、経済事業は早期自立との

方針を、更に強化・徹底していくことが妥当と考えられる。 
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7. おわりに 

 

 福島への責任の貫徹が東京電力の最大の使命であることは言うまでもない。ま

た、東京電力がその使命を果たせるよう、他の電力会社、電力消費者、国、金

融機関・株主などの協力を得ていることも東京電力は忘れてはならない。使命を

果たし、協力に応えていくため、東京電力は不断の改革を実行し、その進捗を

世の中に示していく責務がある。東京電力に対しては、この検証・評価結果の内

容を、次期の総特に反映し、着実に実行に移すことを要請する。 

 機構に対しては、次期総特への反映や、その後の東京電力の取組が確実に実

施されるよう支援・監視を行うとともに、定期的に東京電力の取組を評価し、当

委員会に報告することを要請する。 

 国に対しては、上記の前提の下で、東京電力が賠償（除染・中間貯蔵含め）の

円滑な支払いを今後も継続するために必要な措置を講じることを要請する。 


